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はじめに 

 

 

 これまで小規模多機能型居宅介護の質の確保と言うと、通いの回数や訪問の

回数などから表現しようとしてきました。しかし、現在小規模多機能型居宅介

護は、それにとどまらず地域密着型サービスとして「地域での暮らしの支援」

そのものを支援するところまで進展しています。 
 小規模多機能型居宅介護の質の確保は、「地域での利用者の暮らしをいかに支

えているか」を問うものでなければなりません。このことを表現するために「地

域密着度」と言えるのではないかと、本年度は「地域密着度の尺度」をひとつ

のテーマにした調査・研究をすすめました。介護保険でのサービスだけで支え

ようとするとすぐに通いの利用回数は多くなり、泊りも多くなる。これは、ご

本人の暮らしを継続することとは逆になり、地域から切り離してしまうことに

なってしまいます。「生活の継続」と「自立支援」さらに「自己決定」が問われ

ているときに、その取り組みを評価する尺度が問われています。本年度は、そ

の入り口に立っただけであり、今後さらに進展させねばなりません。 
 質の確保は、ひとつの要素だけでできるものではありません。地域の他の事

業所と共に研鑽し質の向上を図ることも必要です。また、そのことは、今問わ

れ始めた「認知症連携パス」という地域包括ケアの中での支え方にもつながっ

ていきます。更に、地域密着型サービスで義務付けられている運営推進会議が

成熟すると、そこで外部評価も可能になるものと考えられます。 
 次年度以降に課題を引き継ぐ内容となった報告書でありますが、地域の中で

だれもが安心して暮らし続けられるための質を問うものの一歩になればと考え

ます。 

 
この研究事業には、厚生労働省をはじめ全国の自治体および事業者の皆様の

ご協力をいただきました。また現地調査では、多くの事業所、行政の皆様にお

力をいただきました。ここに深く感謝申し上げます。 
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全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 

     理事長 川 原 秀 夫 
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要  約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

地域包括ケアを実現するために、小規模多機能型居宅介護においても単なる

介護保険サービスの提供が目的になってはならない。地域の中での暮らしその

ものを支えるため、小規模多機能型居宅介護では、従来の通い、宿泊、訪問に

加え、配食、食事会等の支援やインフォーマルサービスの開発・育成といった

暮らしを守るための複層的支援を実践している事業所も出てきている。 

本事業では、小規模多機能型居宅介護の質を高めるための、地域住民や地域

包括支援センター、自治体との連携、生活圏域全体の質の向上にむけた協働の

あり方について調査・研究し、地域包括ケアの実現に向けた小規模多機能型居

宅介護の役割を明らかにすることを目的としている。 

 

 

 

（１）小規模多機能型居宅介護の望まれる姿 

 自宅や地域での安心した生活を確保するために、小規模多機能型居宅介護の

望まれる姿としては、利用者や家族・介護者の生活拠点がある地域により密着

した生活支援である。小規模多機能型居宅介護の質を高めていくためには、利

用者、家族・介護者の生活の質や地域の福祉課題を解決するための方策など、

地域での暮らしをトータルに捉え、支援していくことが求められる。 

 このたびの調査・研究では、事業者、利用者両面からの質の確保・向上を図

るための調査を実施し、「地域密着尺度」による小規模多機能型居宅介護の実践

を明らかにするとともに、複層的に質を高めるための手立てとして各地で実践

する地域連絡会の取り組みや認知症をキーワードにした「認知症連携パス」、地

域住民とともに高齢者の暮らしを考える「地域評価」などの先駆的実践を明ら

かにすることを目的に実施する。様々な角度から質の向上を図ることが、地域

密着であるがゆえに取り組むことのできる小規模多機能型居宅介護の強みであ

り、望まれる姿であると考える。 

 

（２）小規模多機能型居宅介護の地域密着度合いを測るスケールの開発 

地域密着型サービスにおける小規模多機能型居宅介護の地域への取り組みを

具体的に表すものとして「地域密着度」を図るスケールの開発を目指した。 

連携を表す尺度として、地域包括支援センターとの連携度合いを、運営会議

への出席や利用相談等の有無により点数化したものを 6 項目と、社会福祉協議

会との連携を表す指標として利用者の権利擁護や金銭管理の相談、ネットワー

クづくりへの参加度合いを 6項目で点数化したものである。 

地域とのかかわりを表す尺度として、事業所と日常生活圏域とのかかわりに

ついて、地域の実態把握や事業所行事への地域の参加、事業所が町内会や地域

と共同で行事をしているかなど 10 項目にわたり回答の優位性を点数化した。小

１．研究の背景と目的 

２．結果概要 
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規模多機能型居宅介護を利用している利用者の地域とのかかわりについては、

利用者の町内会への加入の有無、利用者が自宅のある地域の行事に参加してい

るかなど、利用者の自宅のある地域との密着度合いを 5項目で点数化した。 

 地域包括支援センターと社会福祉協議会との連携を合計したものを「連携尺

度」、事業所と生活圏域、利用者と地域とのかかわりを合計したものを「地域尺

度」として数値化し、事業所の「地域密着度スケール」とした。 

 

 ◆地域密着を表す尺度 

  ①連携尺度（12 点） 

    ・地域包括支援センターとの連携（6点） 

    ・社会福祉協議会との連携（6点） 

  ②地域尺度（15 点） 

    ・事業所と生活圏域とのかかわりについて（10 点） 

    ・利用者と地域とのかかわりについて（5点） 

  ③地域密着尺度（総合尺度）（27 点） 

    「連携尺度（12 点）」＋「地域密着尺度（15 点）」＝地域密着尺度 

 

連携尺度について 

連携尺度においては、12 点満点で 0 点から 12 点までばらつきがあり、平均

3.43 の数値を表している。総じて低い傾向を示したのが、社会福祉協議会との

連携で委員会による討議の中でも「事業所側としてアプローチしても社会福祉

協議会側が動かない」という意見や「事業所側のほうが日常生活圏域において

は密着した取り組みを実践しており、社会福祉協議会との連携の必要性が低い」

などの意見も出されたことは今後の課題である。 

地域尺度について 

地域尺度については、15 点満点で平均 5.04 の数値があらわれ、事業所と生活

圏域のかかわりは 5.9 と、比較的高いものの、利用者と地域のかかわりについ

ては 1.7 と、まだまだ不十分という結果があらわれた。事業所と地域の関係の

みならず、利用者の暮らす地域の状況や利用者と地域の関係性など、利用者に

とっての地域という視点での把握や支援が求められる。 
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図表１ 小規模多機能型居宅介護の地域密着尺度 

（1）連携尺度   （2）地域尺度  （3）地域密着尺度=（1）+（2） 

（合計 12 点満点） （合計 15 点満点） （合計 27 点満点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

地域密着尺度について 

「地域密着尺度」については、27 点満点で平均 8.47 の数値を表しており、さ

らなる地域密着に向けた取り組みが求められる結果となった。 

 

地域密着尺度からわかったこと 

地域に密着しているほど、充足率（登録定員に対する現利用者数）が高い 

「地域密着尺度」と登録定員にみる充足率（登録定員に対する現利用者数）

との関連をクロスした結果、明らかに地域に密着している度合いが高い事業

所のほうが充足率が高い結果となった。 

 

図表２ 地域密着尺度と充足率（登録定員に対する現利用者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計点数 事業所数
0 293
1 23
2 33
3 72
4 71
5 79
6 73
7 43
8 38
9 37
10 12
11 14
12 8
総計 796
平均 3.43
標準偏差 3.32
分散 11.01

合計点数 事業所数
0 290
1 8
2 8
3 17
4 38
5 52
6 51
7 66
8 55
9 52
10 40
11 46
12 36
13 16
14 11
15 10
総計 796
平均 5.04
標準偏差 4.56
分散 20.77

合計 事業所数
0 288
1 2
2 4
3 6
4 4
5 14
6 12
7 17
8 21
9 35
10 43
11 40
12 38
13 34
14 36

合計 事業所数
15 33
16 35
17 25
18 30
19 20
20 21
21 17
22 4
23 5
24 4
25 2
26 5
27 1
(空白)
総計 796
平均 8.47
標準偏差 7.51
分散 56.43
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地域密着尺度が高い法人は社福（社会福祉協議会）と NPO（特定非営利活動法

人） 

   「地域密着尺度」の高い法人は、社会福祉法人（社会福祉協議会）と NPO

（特定非営利活動法人）である。一方、社会福祉協議会以外の社会福祉法

人は 24.2％と最下位であることがわかった。社会福祉法人の果たす役割を

考えると、非常に低い数値である。地域密着尺度によってこのように法人

種別でばらつきが出ることが明らかになったことは大きな成果であるとい

える。 

 

図表３ 地域密着尺度と法人種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充足率 A（高） B（中） C（低） 総計
0～25％ 1 4 10 15
25～50％ 13 24 23 60
50～75％ 48 77 88 213
75～100％ 169 181 158 508
総計 231 286 279 796

行ラベル A（高） B（中） C（低） 総計
社会福祉法人 24.2% 41.1% 34.6% 100%
社会福祉法人（社協） 56.8% 15.9% 27.3% 100%
医療法人 28.9% 34.4% 36.7% 100%
営利法人 26.0% 36.1% 37.9% 100%
NPO 40.0% 31.4% 28.6% 100%
その他 31.6% 42.1% 26.3% 100%
その他 28.9% 36.0% 35.1% 100%
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人口規模からみる連携やつながり 

回答事業所の所属する市町村規模を明らかにし、人口規模別に違いがあるか

という点では、回答事業所の人口規模を町村部、市部（人口 10 万人以下）、市

部（人口 10 万人～20 万人）、市部（人口 20 万人以上）、中核市、政令市・特別

区の 6段階に分け、集計を試みた。 

 どの項目においても、比較的、最少人口規模の町村部や最大人口規模の政令

市・特別区の数値が他よりも高く、人口 20 万人以上の市部が一番低い結果があ

らわれた。これは、市町村規模として 20 万人以下の市に比べ、町村部はより身

近なものであることはもちろんのこと、政令市・特別区においても区の存在が

あることで、規模は大きくとも身近である結果の表れではないかと考える。 

 

図表４ 人口規模と地域包括支援センターとの連携について 

（1）運営推進会議の出席について 

 
（２）利用相談を受けているかについて 

 
 

このたびの調査では、基礎調査に加え、地域密着のあり方を数値化する試み

をした。明らかになったデータから、地域包括支援センターと共同で地域の福

祉課題についての取り組みがさらに求められることや、社会福祉協議会との連

携のあり方など、今後の課題も明らかとなった。事業所と日常生活圏域のかか

わりについては、一定の密着度が明らかになったが、利用者本人が暮らしてい

る地域においては、まだまだ利用者にとっての地域の状態把握も含め課題を残

す結果となった。実践を通じて、今後も地域密着を推進していくことが求めら

れることが明らかとなった。 

また、連携尺度、地域尺度など、新たな試みとして項目を設定し、数値化を

試みたが、項目内容の設定や項目数など、より連携や地域密着の現状を表すた

めに、今後に向けてさらに精査していくことが必要である。 

 

 

人口規模 毎回出席 ある程度出席 ほとんど欠席 毎回欠席 総計
1．町村部 69.7% 13.4% 2.5% 14.3% 100.0%
2．市部（人口10万人以下） 58.2% 17.5% 5.7% 18.5% 100.0%
3．市部（人口10万人～20万人） 72.5% 9.6% 3.0% 15.0% 100.0%
4．市部（人口20万人以上） 56.7% 14.4% 4.1% 24.7% 100.0%
5．中核市 74.7% 15.6% 5.8% 3.9% 100.0%
6．政令市・特別区 77.6% 18.9% 2.8% 0.7% 100.0%
総計 67.3% 15.3% 4.3% 13.1% 100.0%

人口規模 よく受ける たまに受ける ほとんど受けない 全く受けない 総計
1．町村部 28.8% 59.3% 10.2% 1.7% 100.0%
2．市部（人口10万人以下） 25.3% 62.3% 9.1% 3.4% 100.0%
3．市部（人口10万人～20万人） 22.1% 59.5% 15.3% 3.1% 100.0%
4．市部（人口20万人以上） 14.4% 62.9% 16.5% 6.2% 100.0%
5．中核市 24.4% 59.6% 10.9% 5.1% 100.0%
6．政令市・特別区 31.9% 52.8% 11.8% 3.5% 100.0%
総計 24.9% 59.7% 11.7% 3.7% 100.0%
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（３）質を高める手立てとしての地域連絡会の取組み 

◆福岡市／福岡市小規模多機能ケアネットワーク 

福岡市の特徴的な取り組みとして、社会的問題にもなった“新型インフルエ

ンザ”の対策について、小規模多機能型居宅介護事業所のような事業規模の小

さいところでは、流行性のウイルス蔓延の際は、地域の学校や保育所等の休校

等に伴い、職員のやりくりもできず、事業所を閉鎖せざるを得ない。このよう

な状況が起こっても、利用者の暮らしを守るサービスである小規模多機能型居

宅介護は閉鎖することができないことから連絡会と市当局が協議を重ね、利用

者の暮らしの継続を保護するという観点から新型インフルエンザ特別対策とし

て、事業所間で業務提携し、必要にあわせて「通い」「泊まり」「訪問」のサー

ヒスの提供を他の事業所において引き継げるようなシステムを整えている。 

各事業所への説明会を自治体とともに開催し、ガイドラインを作成し、すべ

ての事業所間で合議のうえ、共通のツールとして契約書が作成された。 

このシステムを築いていく過程の中で、連絡会に加盟するすべての事業所、

自治体職員が一体となって目的を共有し、困難を回避するために何をするべき

か取り組むことができ、改めて小規模多機能型居宅介護の社会的使命、目指す

べき視点、自治体との協働のあるべき姿が共有できた。 

 

（４）認知症連携パス 

◆霧島市／霧島市小規模多機能ホーム連絡会（現・霧島市地域密着型サービス

事業連合会） 
 連絡会活動をより充実したものにした成果の一つに「私のアルバム」がある。

これは、認知症をキーワードに、霧島市内のすべての高齢者が、利用するサー

ビスが変わるごとに基本情報や生活歴、ADL の状況等を毎回説明（聞き取られ

る）のではなく、本人（利用者）とともに情報も伝わっていく仕組みができな

いかというものである。いわば、医療における「医療連携パス」の生活版とい

ったものである。 
認知症連携パスでは、高齢者がこれまでの人生や思い出を書き綴ることによ

り、もしも認知症になり自分の意見や希望を言えなくなった時に、家族や友人

等周囲の人や、事業所の人に、自分の思いを伝え尊重してもらうための、最後

まで自分が主人公の人生を送りたいという意思を込めて作成する私の「アルバ

ム」である。 
この「私のアルバム」作成にあたっては、事業者を中心とした作成委員会を

設立し、呼びかけしていくこととした。委員会形式とした理由は、行政主導で

検討を進めると、事業者はやらされ感が強くなり、完成することが目的となっ

てしまい、作成のプロセスでの意見交換や検討、合意形成といった協働作業を

通じた連帯感や認知症を持ちながらも自宅や地域で頑張って生活している高齢

者へ思いを馳せることなど、本来、作成のプロセスを共有しながら得られる大
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切な要素が抜け落ちた形だけの成果物になる危険性を感じたからである。また、

実践者自身が日々関わっている目の前の利用者や地域で暮らす認知症の方々に

何が必要なのかを考えていく事のほうが、実は成果物よりも重要であるとの認

識にたったからであり、自分たち自身が主体となり作成委員会を立ち上げ、行

政も作成委員の一人である。 
普及にあたっては、地区公民館でのサロン活動の場において取り組んでいる。

この私のアルバムを通じて、お互いに昔のことを思い出し語りあい、より絆を

深めることが出来るのではないかと考えてのものであり、サロンには昔からの

身近な地域の方々が集まっているからだ。この公民館での書き方講座以外にも、

老健施設の家族会、地域密着型サービスの利用者、認知症サポーター養成講座

等でも紹介や書き方講座を行っている。 

 
（５）質を確保・向上させるための地域評価 

年に 1 回の外部からの確認(現行の外部評価)では、地域住民からは「とんで

もない事業所」「毎日鍵をかけていて閉じ込めている事業所」「地域から孤立し

ている事業所」等の評価がある事業所が、外部評価ではすばらしい事業所と公

表されることへの矛盾がある。このことを解決しない限り地域密着型サービス

の外部評価の意味は薄く、信用性も低い。そこで現在の外部評価のあり方につ

いては、このままでは意味をなさなくなっているとして、新たに地域評価をア

プローチしているところである。 

外部評価制度は、事業者が行うサービスの質の評価の客観性を高め、サービ

スの質の改善を図ることを狙いとしているが、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準でも第七十二条の２で 「指定小規模多機能

型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評

価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公

表し、常にその改善を図らなければならない。」とされているところである。そ

こで、自己評価を前提に、この定期的に外部の者による評価のあり方を、「地域

住民が参加する地域評価」にできないかを検討した。 

「小規模多機能ホームきなっせ」および「小規模多機能ホームいつでんきな

っせ」で行った評価のプロセスは次の通りである。 
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①自己評価の実施 
自己評価は、スタッフ全員が先ず評価表について理解し、それぞれで自

らの取り組みと事業所の現状を評価する。 
そのうえで、事業所のほぼ全員が参加する評価会議を実施。 
事業所の現状について合意形成(事業所のモニタリング・アセスメント)
がなされた後、自らの改善課題を明らかにし、その改善のためのプラン

を作成する。 
②拡大運営推進会議での自己評価の公表と意見の収集、改善プランの確定 

拡大運営推進会議では、評価についての見識のある方(評価機関の評価員)
も参加し、運営推進会議に自己評価内容を提示、説明し、委員からの意

見を受ける。意見をもとに、改善プランを作成する。 
評価委員は、評価表作成のポイントをアドバイス。なお、この運営推進

会議には、地域包括支援センターは参加するも自治体職員は不参加であ

った。 
③上記の自己評価と運営推進会議での公表について、自治体に結果表を提出 

 
 この取り組みでは、常に事業所と関わりのある地域の目があり、決してその

場限りの対応はできない。事業所にとっては、地域の評価が最も重要である。 
○一日の断面ではなく、24 時間 365 日の取り組みが評価される。 
○職員全員での取り組みなので職員の意識が高まる。表面的なことでは地域

の方に指摘される。 
○地域住民の理解がすすむ。「こんなことまで努力しているのか」など。 
○地域住民と一緒に改善プランを作成するので、地域の中での取り組みがで

きやすくなる。 
 

地域住民が参加する評価を、今回、運営推進会議を活用して行ったが、いく

つかの課題も明らかになった。 
○自己評価のプロセスが適切か。開設者や管理者だけで実施していたら意味

がない。自己評価のプロセスが明らかにされなければならない。 
○運営推進会議のメンバー次第では、事業所の都合の良い御用評価になる可

能性がある。小規模多機能型居宅介護事業所には運営推進会議の開催が義

務付けられているが、メンバーの選定は事業所に任されている。よって事

業所に都合の良い人々のみメンバーにしていると評価できない。少なくと

も市町村職員か他法人の包括支援センターが参加すべき。 
○評価についての知見を有する者の参加については、人次第のように感じる。

事業所を支援する視点から改善プランを作成することに関わる場合と、指

摘するための指摘が行われる場合では全く異なった結果になる。「できて

いるか、できていないか」のチェックではなく、改善プロセスを大事にし
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た事業所の取り組みの支援が必要である。 

 
運営推進会議がその役割と機能を発揮していているところにおいては、運営

推進会議を活用した外部評価があり得る。 
定期的に開催される運営推進会議を活用し、「定期的に外部の者による評価を

受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない」とさ

れること外部評価の目的は達する。 
しかし、上記に明らかにした課題が解決されないと一般化はできない。今後

更にモデル的な取り組みを行って検証していく必要がある。 

 
◆現在の外部評価の課題 
 外部評価の仕組みは、事業所が費用を払い、1 年に 1 回外部評価機関に評価し

てもらう仕組みとなっている。外部評価機関も営業し、評価を受ける事業所を

探すことになる。 
ここから、次の点が課題となる。 

 
①一年に 1 回訪問して何がわかるのだろうか。地域の皆様からは「とんでもな

い事業所」「毎日鍵をかけていて閉じ込めている事業所」が外部評価では「優

れた事業所」として評価される。その日だけの対応だけで評価する危険性があ

る。 
②また、例え外部評価で課題が見つかっても、事業所は外部評価機関にとって

「お客様」である。厳しい評価を行えば、次年度からの評価の依頼はなくなる。

どうしても、表面的な美辞麗句が並ぶことになる。 
③更に、外部評価の料金は評価機関ごとに変わる。その結果、事業所は、どう

しても「費用が安くて」「評価の甘い」機関に集まることになる。構造的な欠

陥となっている。 
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（６）小規模多機能型居宅介護が目指すもの（提言） 

①さらに小規模多機能型居宅介護の地域密着を推進する 

自宅や地域での安心を充実させていくためには、本人中心の視点による地域

包括ケアシステムの構築が求められる。地域包括支援センターや社会福祉協議

会との協働はもとより、事業所と地域とのかかわり、本人にとっての地域を大

切にし、本人がこれまで培ってきた人間関係を継続しながら自宅や地域での暮

らしを支援することをより一層推進する。 

 しかしながらこうした取り組みは、現在の介護保険本体報酬の枠内での取り

組みを超えている部分もある。地域での暮らしの支援を地域と共に推進するた

めには、その担い手と財源が事業所に必要である。地域密着の取り組みを推進

している事業所に対して、市町村が評価し市町村独自加算や市町村の地域支援

事業あるいは地域支え合い事業等により人的確保を推進することが望まれる。 

 

②質を高める手立てとしての様々な方策 

◆地域連絡会の取組み 

地域連絡会の取組みは、利用者の一番身近なところでの質の向上である。利

用者の生の声をカタチにし、行政とともにわが町を誰もが安心して暮らし続け

られるようにするための協働作業である。協働の実践を地域で積み上げていく

事が結果として地域住民から必要とされる事業者としての質の確保や向上に

つながるものである。 
◆認知症連携パス 
連絡会と行政による共同作業を通じ、同じ目的を持つ事業者が一堂に会し、

目的達成のプロセスを共有することが、成果物以上の成果を生み、質の向上

につながる。認知症連携パスの記入も同様に、記入することだけが目的では

なく、記入を通じて昔話に花を咲かせたり、なじみの関係が復活・継続する

ことが認知症連携パス完成の副産物である。 
 

③質を確保・向上させるための地域評価 

 地域住民は一番の評価者であり、応援団である。評価とは、一度限りのもの

ではなく、日々の中にこそ評価がある。常に事業所と関わりのある地域の目が

事業所を育て、決してその場限りの対応ではできない質を生む。地域評価を通

じ、地域の理解が進むと同時に、職員全員での取り組みにより職員の意識が高

まる。定期的に開催されている運営推進会議等を活用した地域評価も一つの手

段であり、理解の場である。 

質の確保・向上とは、外部研修や職場内研修によって得られるものもあるが、

より多面的に確保・向上を図っていくのであれば、行政、事業者、利用者及び

家族・介護者、地域住民との協同作業により、より重層的に取り組むことがで

きる。 
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第１章 

研究の背景・目的と概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

地域包括ケアを実現するために、小規模多機能型居宅介護においても単なる

介護保険サービスの提供が目的になってはならない。地域の中での暮らしその

ものを支えるため、小規模多機能型居宅介護では、従来の通い、宿泊、訪問に

加え、配食、食事会等の支援やインフォーマルサービスの開発・育成といった

暮らしを守るための複層的支援を実践している事業所も出てきている。 

本事業では、小規模多機能型居宅介護の質を高めるための地域住民や地域包

括支援センター、自治体との連携、生活圏域全体の質の向上にむけた協働のあ

り方について調査・研究し、地域包括ケアの実現に向けた小規模多機能型居宅

介護の役割を明らかにすることを目的に実施している。 

 

 

 自宅や地域での安心した生活を確保するために、小規模多機能型居宅介護の

望まれる姿としては、利用者や家族・介護者の生活拠点がある地域により密着

した生活支援である。小規模多機能型居宅介護の質を高めていくためには、利

用者、家族・介護者の生活の質や地域の福祉課題を解決するための方策など、

地域での暮らしをトータルに捉え、支援していくことが求められる。 

 このたびの調査・研究では、事業者、利用者両面からの質の確保・向上を図

るための調査を実施し、「地域密着尺度」による小規模多機能型居宅介護の実践

を明らかにするとともに、複層的に質を高めるための手立てとして各地で実践

する地域連絡会の取り組みや認知症をキーワードにした「認知症連携パス」、地

域住民とともに高齢者の暮らしを考える「地域評価」などの先駆的実践を明ら

かにすることを目的に実施する。様々な角度から質の向上を図ることが、地域

密着であるがゆえに取り組むことのできる小規模多機能型居宅介護の強みであ

り、望まれる姿であると考える。 

 

 

地域密着型サービスにおける小規模多機能型居宅介護の地域への取り組みを

具体的に表すものとして「地域密着度」を図るスケールの開発を目指した。 

連携を表す尺度として、地域包括支援センターとの連携度合いを、運営会議

への出席や利用相談等の有無により点数化したものを 6 項目と、社会福祉協議

会との連携を表す指標として利用者の権利擁護や金銭管理の相談、ネットワー

クづくりへの参加度合いを 6項目で点数化したものである。 

地域とのかかわりを表す尺度として、事業所と日常生活圏域とのかかわりに

ついて、地域の実態把握や事業所行事への地域の参加、事業所が町内会や地域

と共同で行事をしているかなど 10 項目にわたり回答の優位性を点数化した。小

規模多機能型居宅介護を利用している利用者の地域とのかかわりについては、

利用者の町内会への加入の有無、利用者が自宅のある地域の行事に参加してい

１．研究の背景と目的 

２．小規模多機能型居宅介護の望まれる姿 

３．小規模多機能型居宅介護の地域密着度合いを測るスケールの開発 
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るかなど、利用者の自宅のある地域との密着度合いを 5項目で点数化した。 

 地域包括支援センターと社会福祉協議会との連携を合計したものを「連携尺

度」、事業所と生活圏域、利用者と地域とのかかわりを合計したものを「地域尺

度」として数値化し、事業所の「地域密着度スケール」とした。 

 

 

 本調査研究事業は２つの調査により構成される 

①自記式のアンケート調査（第２章 小規模多機能型居宅介護の質の確保・向

上に関する調査） 

 2011 年 11 月現在、WAM-NET に掲載されている小規模多機能型居宅介護事業所

3,279 カ所に対して、自記式のアンケート調査票を郵送で依頼した。2011 年 12

月に発送し、2012 年 1 月 27 日までの期間を調査期間として設定した。その後、

2月 10 日までに回収された回答について、分析した。 

 991 カ所からの回答を得た。回収率は 30.2％（昨年度 21.0％）であった。 

 

②訪問調査（第３章 小規模多機能型居宅介護の質の確保・向上の実態把握訪

問ヒアリング調査） 

 小規模多機能型居宅介護事業における質の確保と向上に関して、先駆的に行

われている地域連絡会の取り組み、事業所の取り組み、行政との協同の取り組

みなどについて具体的に把握するために、ヒアリング調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．調査概要 
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第２章  

小規模多機能型居宅介護の質の確保・向上に関する調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (1)開設年度 

 開設年度別に見ると、2007 年度開設が 24.7％（239 カ所）と最も多く、次い

で 2008 年度が 18.6％（180 カ所）、2010 年度が 16.4％（159 カ所）となってい

る。 

 

    

開設年度 事業所数 割合
2006年度 81 14.5%
2007年度 179 32.0%
2008年度 134 23.9%
2009年度 88 15.7%
2010年度 78 13.9%
合計 560 100.0%  

 

(2)法人種別と開設年度 

 開設事業所の法人種別を見ると、営利法人が 41.0％（394 カ所）と最も多く、

次いで社会福祉法人（社会福祉協議会を除く）が 29.5％（283 カ所）となって

いる。医療法人が 13.0％（125 カ所）、NPO が 9.1％（87 カ所）と続く。 

 開設年度別に見ると、制度創設期の 2006 年度開設では NPO の割合が高く、社

会福祉法人の割合が少なかったが、2007 年度、2008 年度では社会福祉法人が 1/3

近くを占め多くなった。2010 年度では営利法人が 51％と過半を占めており、社

会福祉法人が 23.9％と過去でもっとも少ない割合となっている。 

 

 
 

開設年度 事業所数 割合
2006年度 126 13.0%
2007年度 239 24.7%
2008年度 180 18.6%
2009年度 129 13.3%
2010年度 159 16.4%
2011年度 135 13.9%

総計 968 100.0%

法人種別 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 総計 割合

社会福祉法人 32 80 54 41 37 39 283 29.5%

社会福祉法人（社協） 7 15 9 8 8 3 50 5.2%

医療法人 13 35 27 18 15 17 125 13.0%

営利法人 47 88 74 47 79 59 394 41.0%

NPO 22 19 13 9 11 13 87 9.1%

社団・財団 1 1 1 3 2 8 0.8%

生協 1 1 1 1 1 5 0.5%

農協 1 1 0.1%

地方公共団体 2 1 3 0.3%

その他 1 1 1 1 4 0.4%

総計 125 239 179 127 155 135 960 100.0%

（参考：昨年度実施調査結果） 
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2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
社会福祉法人 18 70 52 30 21 191 35.1%

社会福祉協議会 4 6 3 1 14 2.6%
医療法人 9 19 14 8 4 54 9.9%
営利法人 33 60 53 37 42 225 41.4%

非営利法人（NPO） 14 9 6 6 6 41 7.5%
民法法人（社団・財団） 1 1 0.2%

生協 2 4 1 1 1 9 1.7%
農協 1 2 3 0.6%

地方公共団体（市町村） 1 1 0.2%
その他 2 1 2 5 0.9%
総計 80 171 131 86 76 544 100.0%

法人種別

開設年度

総計 割合

 

 

(3)都市規模と法人種別 

 事業所が立地する都市の規模と法人種別との関係を見ると、都市の人口規模

により、その傾向は異なる。町村部では他地域と比較して営利法人の割合が少

なく（34.7％）、社会福祉法人（社協）の割合が比較的高い（11.2％）。中核市

では対照的で、営利法人の割合が高く（51.3％）、社会福祉法人の割合が低い

（19.6％）。 

 

0% 50% 100%

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

総計 社会福祉法人

社会福祉法人（社

協）

医療法人

営利法人

NPO

社団・財団

（参考：昨年度実施調査結果）
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(4)登録定員 

 登録定員を見ると、最も多いのは定員 25 人の事業所で 71.4％（697 カ所）、

次いで定員 24 人が 10.2％（100 カ所）となっており、あわせて 8割以上を占め

る。定員 18 人が 4.7％（46 カ所）、定員 20 人が 3.0％（29 カ所）などとなって

いる。平均は 23.5 人である。 

 

      

登録定員 事業所数 割合
4 1 0.2%
7 3 0.5%
8 1 0.2%
9 1 0.2%
10 3 0.5%
11 5 0.9%
12 8 1.4%
13 1 0.2%
14 2 0.4%
15 16 2.8%
16 2 0.4%
17 7 1.2%
18 26 4.6%
19 3 0.5%
20 20 3.6%
21 5 0.9%
22 6 1.1%
23 3 0.5%
24 61 10.8%
25 389 69.1%
合計 563 100.0%  

 

(5)通い定員 

 通いの定員別で見ると、15 人が 75.8％（735 カ所）と最も多く、次いで 12 人

が 12.0％（116 カ所）と続く。そのほか 9 人が 5.2％（50 カ所）などとなって

いる。平均は 14.0 人となっている。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20…

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計 社会福祉法人

社会福祉法人（社協）

医療法人

営利法人

NPO

社団・財団

生協

地方公共団体

農協

登録定員 事業所数 割合
6 1 0.1%
8 4 0.4%
10 7 0.7%
11 3 0.3%
12 12 1.2%
13 1 0.1%

14 3 0.3%

15 16 1.6%

16 7 0.7%
17 9 0.9%
18 46 4.7%
19 6 0.6%
20 29 3.0%
21 7 0.7%
22 17 1.7%
23 11 1.1%
24 100 10.2%
25 697 71.4%
総計 976 100.0%
AVE 23.5

（参考：昨年度実施調査結果） 
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通い定員 事業所数 割合
2 1 0.2%
3 3 0.5%
4 1 0.2%
5 3 0.5%
6 8 1.4%
7 1 0.2%
8 3 0.5%
9 25 4.5%
10 6 1.1%
11 5 0.9%
12 85 15.2%
13 7 1.2%
14 8 1.4%
15 404 72.0%
18 1 0.2%

合計 561 100.0%  

 

(6)泊まり（宿泊）定員 

 宿泊定員を見ると、9人が 42.5％（412 カ所）と最も多く、次いで 5人が 22.7％

（220 カ所）、6人が 10.3％（100 カ所）となっている。このほか 4人も 7.7％（75

カ所）、8 人も 7.1％（69 カ所）ある。宿泊定員 0 人の記載は記載誤りであると

考えられる。平均は 7.0 人である。 

      

泊まり定員事業所数 割合
2 5 0.9%
3 16 2.9%
4 50 8.9%
5 152 27.1%
6 61 10.9%
7 29 5.2%
8 45 8.0%
9 203 36.2%

合計 561 100.0%  

 

 

(7)調査時点での利用者数 

 調査時点での利用者数は、登録者数が平均 18.4 人、通いの平均が 10.7 人、

泊まりの平均が 4.2 人、訪問の平均（1日延べ）が 4.4 人となっている。 

 

 

通い定員 事業所数 割合
4 2 0.2%
5 2 0.2%
6 11 1.1%
7 4 0.4%
8 4 0.4%
9 50 5.2%

10 11 1.1%

11 9 0.9%

12 116 12.0%
13 13 1.3%
14 11 1.1%
15 735 75.8%
16 1 0.1%
18 1 0.1%
総計 970 100.0%
AVE 14.0

宿泊定員 事業所数 割合
0 1 0.1%
1 2 0.2%
2 6 0.6%
3 25 2.6%
4 75 7.7%
5 220 22.7%

6 100 10.3%

7 59 6.1%

8 69 7.1%
9 412 42.5%

総計 969 100.0%
AVE 7.0

現在の利用登録者 18.4
一日あたりの通い利用者数（平均） 10.7
一日あたりの宿泊利用者数（平均） 4.2
一日あたりの訪問延べ利用者数（平均） 4.4

（参考：昨年度実施調査結果） 

（参考：昨年度実施調査結果） 
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現在の利用登録者数（平均：H22.10末） 18.0
1日あたりの通い利用者数（平均） 10.6
1日あたりの宿泊利用者数（平均） 4.2
1日あたりの訪問延べ利用者数（平均） 4.3  

 

 開設年度別での状況を見ると、特に調査した年度開設の事業所の登録者数平

均は 13.5 人となっており、それ以前に開設した事業所の平均と比べて低い値と

なっている。一方で、泊まりや訪問の利用人数平均は、開設年度にかかわりな

く、ほぼある一定の値を示している。開設間もない時期では、登録者は少ない

ものの、その分宿泊や訪問は柔軟に対応できる状況があり、それが結果として

現れていると言える。 

 定員に対する登録人数を割合で見ると、全体では 79.1％、2006 年度開設で

81.6％、2007年度開設で83.9％、2008年度開設で82.0％、2009年度開設で81.1％

と開設 3 年目あたりからその割合が 8 割を超えるようになる。一方開設 1 年目

では 60.9％と低い。 

 これらは昨年度調査の結果と同様の傾向となっている。 

 

 

 

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

現在の利用登録者数（平均：H22.10末） 18.8 19.5 18.6 18.4 13.5
1日あたりの通い利用者数（平均） 10.6 11.4 11.0 10.8 8.6
1日あたりの宿泊利用者数（平均） 3.5 4.5 4.3 4.1 4.3
1日あたりの訪問延べ利用者数（平均） 4.8 4.3 4.2 4.3 4.5  

 

 

      

開設年度 登録人数/定員平均
2006年度 80.7%
2007年度 81.6%
2008年度 80.7%
2009年度 76.8%
2010年度 60.9%
総計 77.5%  

  

 さらに詳細に開設年度別の状況を見ると、開設後 6 年目～3 年目となる 2006

年度～2009 年度開設では、定員に対する登録人数の充足率が 75～100％の事業

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

現在の利用登録者（平均） 19.3 19.7 19.5 19.3 18.0 13.5
一日あたりの通い利用者数（平均） 11.1 11.2 11.4 11.4 10.5 7.8
一日あたりの宿泊利用者数（平均） 3.7 4.3 4.8 4.6 4.4 3.4
一日あたりの訪問延べ利用者数（平均） 4.9 4.5 3.8 4.6 4.8 3.6

開設年度 現登録人数／定員
2006年度 81.6%
2007年度 83.9%
2008年度 82.0%
2009年度 81.1%
2010年度 78.8%
2011年度 60.9%

総計 79.1%

（参考：昨年度実施調査結果）

（参考：昨年度実施調査結果）

（参考：昨年度実施調査結果） 
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所が約 70％を占める。一方で開設後 6 年を経過しても定員が十分満たせない事

業所も少なくない。また、特に開設 1 年目の事業所の 35％程度が登録定員の半

分を満たしていない。 

 

 

 

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%
2006年度 4 20 53 77
2007年度 2 9 40 122 173
2008年度 3 2 41 83 129
2009年度 1 7 28 48 84
2010年度 11 13 23 25 72
総計 17 35 152 331 535

登録人数/定員の割合

開設年度 総計

 

 

 

 

0-25％ 25-50％ 50-75％ 75-100％
2006年度 0 5 36 84 125
2007年度 0 9 54 168 231
2008年度 1 7 46 120 174
2009年度 0 7 28 90 125
2010年度 1 13 50 88 152
2011年度 19 28 37 45 129

総計 21 69 251 595 936

登録人数／定員の割合

総計

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

総計

0-25％

25-50％

50-75％

75-100％

2

3

1

11

17

4

9

2

7

13

35

20

40

41

28

23

152

53

122

83

48

25

331

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006…

2007…

2008…

2009…

2010…

総計

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

（参考：昨年度実施調査結果）

（参考：昨年度実施調査結果）

27



 都市別にみると、町村部では定員充足率 75％以上が 67.2％と割合が高い。市

部（人口 10 万人以下）でも定員充足率 75％以上が 66.2％と高い。市部（人口

10～20 万人）では、定員充足率 75％以上が 57.2％とやや低い。市部（人口 20

万人以上）では、定員充足率 75％以上は 66.7％と高いが、50％以下の割合も

13.6％と高いなどの特徴がある。 

 

 

 

(8)宿泊費・食費 

 宿泊費の平均額は 2076 円、朝食の平均額は 329 円、昼食の平均額は 524 円、

夕食の平均額は 506 円となっている。 

 

 

 

宿泊費（円） 朝食（円） 昼食（円） 夕食（円）

2,117 330 521 511  

 

 

(9)請求加算 

(9-1)事業開始時支援加算 

 事業開始時の支援加算の請求状況は、「している」が 22.8％（225 カ所）、「請

求していない」が 77.2％（762 カ所）となっている。 

 

 

事業開始時支援加算 事業所数 割合
請求している 168 31.4%
請求していない 114 21.3%
該当しているが請求していない 253 47.3%
合計 535 100.0%  

 

0-25％ 25-50％ 50-75％ 75-100％
1．町村部 2.6% 8.6% 21.6% 67.2% 100.0%
2．市部（人口10万人以下） 2.4% 6.3% 25.1% 66.2% 100.0%
3．市部（人口10万人～20万人） 2.4% 6.0% 34.3% 57.2% 100.0%
4．市部（人口20万人以上） 2.1% 11.5% 19.8% 66.7% 100.0%
5．中核市 1.9% 5.2% 31.2% 61.7% 100.0%
6．政令市・特別区 1.5% 9.5% 24.1% 65.0% 100.0%

登録人数／定員の割合
総計

宿泊費（円） 朝食（円） 昼食（円） 夕食（円）

2,076 329 524 506

事業開始時支援加算 事業所数 割合

請求している 225 22.8%
請求していない 762 77.2%
合計 987 100.0%

（参考：昨年度実施調査結果）

（参考：昨年度実施調査結果）

28



(9-2)認知症加算 

 認知症加算の請求状況は、「している」が 86.7％（856 カ所）、「請求していな

い」が 13.3％（131 カ所）となっている。 

 

 

 

認知症加算 事業所数 割合
請求している 468 83.7%
請求していない 30 5.4%
該当しているが請求していない 61 10.9%
合計 559 100.0%  

  

(9-3)看護職員配置加算 

看護職員配置加算の請求状況は、「している」が 50.8％（501 カ所）、「請求し

ていない」が 49.2％（486 カ所）となっている。 

 

 

看護職加算 事業所数 割合
請求している 293 52.8%
請求していない 86 15.5%
該当しているが請求していない 176 31.7%
合計 555 100.0%  

 

(9-4)サービス提供強化加算 

サービス提供強化加算の請求状況は、「している」が 57.9％（571 カ所）、「請

求していない」が 42.1％（416 カ所となっている。 

 

 

サービス提供強化加算 事業所数 割合
請求している 317 57.1%
請求していない 90 16.2%
該当しているが請求していない 148 26.7%
合計 555 100.0%  

認知症加算 事業所数 割合

請求している 856 86.7%
請求していない 131 13.3%
合計 987 100.0%

看護職加算 事業所数 割合

請求している 501 50.8%
請求していない 486 49.2%
合計 987 100.0%

サービス提供強化加算 事業所数 割合

請求している 571 57.9%
請求していない 416 42.1%
合計 987 100.0%

（参考：昨年度実施調査結果）

（参考：昨年度実施調査結果）

（参考：昨年度実施調査結果）
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(10)法人・グループで実施している併設の事業等 

【介護保険事業】 

 何からの介護保険事業を小規模多機能と同一敷地内で実施している事業所は

50.7％、同一市町村で実施している事業所は 72.5％となっている。事業を併設・

実施しているもののうち、その事業の内容を見ると、同一敷地以内では「認知

症高齢者グループホーム」が 51.2％、「居宅介護支援」が 32.7％、「通所介護」

が 28.5％などとなっている。 

 一方、同一市町村内では「居宅介護支援」が 58.1％、「通所介護」が 54.9％、

「訪問介護」が 47.6％などとなっており、同一市町村内の他の地域で「小規模

多機能居宅介護」を実施している割合も 43.6％となっている。 

 

 

  

同一法人・グループ法人が実施している介護保険事業
同一敷地内

で実施

同一敷地内

何らかの事業を

実施している事業

所に対する割合

同一市町村内

で実施

同一市町村内

何らかの事業を実施

している事業所に対

する割合

小規模多機能型居宅介護 313 43.6%
認知症対応型共同生活介護 257 51.2% 305 42.5%
認知症対応型通所介護 72 14.3% 162 22.6%
夜間対応型訪問介護 10 2.0% 25 3.5%
地域密着型介護老人福祉施設 51 10.2% 49 6.8%
地域密着型特定施設 10 2.0% 18 2.5%
訪問介護 109 21.7% 342 47.6%

訪問入浴介護 10 2.0% 65 9.1%
訪問看護 39 7.8% 139 19.4%
訪問リハビリ 17 3.4% 91 12.7%
居宅療養管理指導 15 3.0% 48 6.7%
福祉用具貸与 10 2.0% 73 10.2%
特定福祉用具販売 11 2.2% 53 7.4%
通所介護 143 28.5% 394 54.9%
通所リハビリ 24 4.8% 132 18.4%
短期入所生活介護 50 10.0% 208 29.0%
短期入所療養介護 7 1.4% 69 9.6%
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 21 4.2% 64 8.9%
介護老人福祉施設（特養） 28 5.6% 193 26.9%
介護老人保健施設（老健） 9 1.8% 114 15.9%
介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所も含む） 8 1.6% 46 6.4%
居宅介護支援 164 32.7% 417 58.1%
地域包括支援センター 17 3.4% 94 13.1%
何らかの介護保険事業実施あり 502 50.7% 718 72.5%
介護保険事業実施なし 489 49.3% 273 27.5%
合計 991 100.0% 991 100.0%
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同一法人・グループ法人が
実施している介護保険事業

同一敷地内
で実施

何らかの事業を実施してい
る事業所に対する割合

同一市町村内
で実施

何らかの事業を実施している
事業所に対する割合

小規模多機能型居宅介護 10 3.4% 164 43.5%
認知症対応型共同生活介護 140 48.1% 130 34.5%
認知症対応型通所介護 39 13.4% 76 20.2%
夜間対応型訪問介護 2 0.7% 4 1.1%
地域密着型介護老人福祉施設 28 9.6% 19 5.0%
地域密着型特定施設 8 2.7% 8 2.1%
訪問介護 68 23.4% 180 47.7%
訪問入浴介護 9 3.1% 47 12.5%
訪問看護 15 5.2% 24 6.4%
訪問リハビリ 8 2.7% 38 10.1%
居宅療養管理指導 7 2.4% 29 7.7%
福祉用具貸与 10 3.4% 38 10.1%
特定福祉用具販売 4 1.4% 27 7.2%
通所介護 85 29.2% 214 56.8%
通所リハビリ 13 4.5% 72 19.1%
短期入所生活介護 32 11.0% 132 35.0%
短期入所療養介護 6 2.1% 50 13.3%
有料老人ホーム 12 4.1% 36 9.5%
介護老人福祉施設 17 5.8% 118 31.3%
介護老人保健施設 9 3.1% 61 16.2%
介護療養型医療施設 4 1.4% 17 4.5%
居宅介護支援 111 38.1% 231 61.3%

何らかの介護保険事業実施あり 291 51.5% 377 66.7%
介護保険事業実施なし 274 48.5% 188 33.3%
合計 565 100.0% 565 100.0%  

 

【住まい系の事業】 

 何からの住まい系の事業を小規模多機能と同一敷地内で実施している事業所

は 12.5％、同一市町村で実施している事業所は 19.3％となっている。事業を併

設・実施しているもののうち、その事業の内容を見ると、同一敷地以内では「高

専賃・高優賃」が 43.5％、「有料老人ホーム」が 33.9％などとなっている。 

一方、同一市町村内では「有料老人ホーム」が 37.2％、「高専賃・高優賃」が

35.6％などとなっている。 

 

  

同一法人・グループ法人が実施している住まい系事業
同一敷地内

で実施

同一敷地内

何らかの事業を

実施している事業

所に対する割合

同一市町村内

で実施

同一市町村内

何らかの事業を実施

している事業所に対

する割合

軽費・養護老人ホーム 11 8.9% 65 34.0%
有料老人ホーム 42 33.9% 71 37.2%
高専賃・高優賃 54 43.5% 68 35.6%
共生型ホーム（対象者を限定しない） 7 5.6% 7 3.7%
一般アパート・マンション 11 8.9% 13 6.8%
他が所有するアパート・マンション等の借り上げ住宅 1 0.8% 2 1.0%

何らかの住まい系事業実施あり 124 12.5% 191 19.3%
住まい系事業実施なし 867 87.5% 800 80.7%
合計 991 100.0% 991 100.0%

（参考：昨年度実施調査結果）
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同一法人・グループ法人が

実施している住まい系事業

同一敷地内

で実施

何らかの事業を実施している

事業所に対する割合

同一市町村内

で実施

何らかの事業を実施している

事業所に対する割合

ケアハウス 14 23.0% 59 61.5%
高専賃・高優賃 32 52.5% 37 38.5%
共生型ホーム 8 13.1% 7 7.3%
一般マンション・アパート 6 9.8% 9 9.4%
借り上げ住宅 2 3.3% 3 3.1%

何らかの住まい系事業実施あり 61 10.8% 96 17.0%
住まい系事業実施なし 504 89.2% 469 83.0%
合計 565 100.0% 565 100.0%  

 

【その他の事業】 

 その他の事業を小規模多機能と同一敷地内で実施している事業所は 10.6％、

同一市町村で実施している事業所は 27.5％となっている。事業を併設・実施し

ているもののうち、その事業の内容を見ると、同一敷地以内では「配食」が 28.6％、

「地域交流拠点」の整備が 27.6％などとなっている。 

一方、同一市町村内では「一般病院・診療所」が 42.5％、「配食」が 41.8％、

「障がい者支援サービス」が 30.4％などとなっている。 

 

 
 
同一法人・グループ法人が

実施しているその他の事業

同一敷地内

で実施

何らかの事業を実施して

いる事業所に対する割合

同一市町村内

で実施

何らかの事業を実施してい

る事業所に対する割合

一般病院・診療所 12 16.4% 73 42.2%
障がい者支援サービス 14 19.2% 62 35.8%
保育・学童保育 12 16.4% 47 27.2%
配食 29 39.7% 62 35.8%
地域交流拠点 20 27.4% 23 13.3%

何らかのその他の事業実施あり 73 12.9% 173 30.6%
その他の事業実施なし 492 87.1% 392 69.4%
合計 565 100.0% 565 100.0%  
 

(11)現在の利用登録者の紹介元の機関等と人数 

 43.3％（7.84 人）の利用者が居宅介護支援事業所からの紹介で、同一法人の

居宅介護支援事業所からは平均 3.83 人、別法人からは平均 4.01 人となってい

る。次いで病院からが 15.1％、2.74 人（同法人 0.75 人、別法人 1.99 人）、地

域包括支援センターから 14.0％、2.53 人（同法人 0.53 人、別法人 2.00 人）、

同一法人・グループ法人が実施しているその他の系事業
同一敷地内

で実施

同一敷地内

何らかの事業を

実施している事業

所に対する割合

同一市町村内

で実施

同一市町村内

何らかの事業を実施

している事業所に対

する割合

一般病院もしくは診療所 26 24.8% 116 42.5%
障がい者支援サービス 25 23.8% 83 30.4%
保育・学童保育（放課後保育） 19 18.1% 80 29.3%
配食 30 28.6% 114 41.8%
地域交流拠点 29 27.6% 50 18.3%

何らかのその他の事業実施あり 105 10.6% 273 27.5%
その他の事業実施なし 886 89.4% 718 72.5%
合計 991 100.0% 991 100.0%

（参考：昨年度実施調査結果）

（参考：昨年度実施調査結果）
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知人近隣からが 13.4％、2.42 人などとなっている。 

 

 

 

紹介された機関と人数 同法人 別法人 合計 割合

居宅介護支援事業所から 3.75 4.25 8.00 44%
地域包括支援センター 0.58 1.86 2.44 13%
市町村から（包括除く） 0.41 2%
病院(医療連携室）から 0.68 1.82 2.50 14%
運営推進会議から 0.06 0%

地域ケア会議から 0.06 0%
知人・近隣から 2.40 13%
その他 2.27 13%
合計(人） 100%

2.27
18.14

0.06

0.06
2.4

0.41

 

 

(12)運営推進会議の構成と人数(平均) 

 運営推進会議の構成と人数を見ると、総数平均は 9.62 人、その内訳は、住民

代表が約 3割で 3.07 人、家族が 1.94 人、利用者が 1.03 人、地域包括支援セン

ター職員が 0.87 人などとなっている。そのほか市町村職員は 0.73 人、社協職

員が 0.14 人などとなっている。 

 

 

総数(人） 9.63
利用者 0.97
家族 1.98

住民代表 3.00
市町村職員 0.67

地域包括支援センター職員 0.89
有識者 0.59

社会福祉協議会職員 0.17
医師 0.09

その他 1.07  

 

(13)運営推進会議の有用性 

 運営推進会議を有用だと考えている事業所は 91.8％（884 カ所）となってい

る。 

紹介された機関と人数 同法人 別法人 合計 割合

居宅介護支援事業所から 3.83 4.01 7.84 43.3%
地域包括支援センターから 0.53 2.00 2.53 14.0%
市区町村から（包括除く） 0.32 1.8%
病院（医療連携室等）から 0.75 1.99 2.74 15.1%
運営推進会議から 0.07 0.4%

地域ケア会議から 0.03 0.2%

知人・近隣から 2.42 13.4%

その他 2.17 12.0%
合計 100.0%18.12

0.32

0.07

0.03

2.42
2.17

総数 9.62
利用者 1.03

利用者の家族 1.94
地域住民の代表 3.07

市区町村職員 0.73
地域包括支援センター職員 0.87

有識者 0.63
社会福祉協議会職員 0.14

医師 0.09
その他 1.12

（参考：昨年度実施調査結果）

（参考：昨年度実施調査結果） 
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(14)運営推進会議の開催頻度 

 運営推進会議の開催頻度を見ると、「定期的に開催」されている割合は 97.0％

である。「ほとんど開催できていない」割合も 3.0％とわずかだがある。 

 

  

運営推進会議の開催 事業所数 割合

定期的に開催 536 96.2%
ほとんど開催できてない 21 3.8%
開催頻度（平均） 5.54回  

 

 

(15)運営推進会議の開催状況 

運営推進会議の開催状況を見ると（複数回答）、87.7％の事業所で「事業内容

の説明、報告が中心」となっている。そのほか「地域住民等との情報交換・情

報収集」の場として位置づけているのが 82.7％、「利用者や家族から要望や提案

が出される」事業所は 49.8％である。「ケースの検討以外に地域課題の解決につ

いても議論」しているのは 32.7％であり、昨年の結果よりも増加している。「地

域との関係が持てず、参加依頼に苦慮」している事業所は 7.2％ある。 

 

 
  

運営推進会議の有用性 事業所数 割合

役に立つ 884 91.8%
役に立たない 79 8.2%
総計 963 100.0%

運営推進会議開催 事業所数 割合

定期的 951 97.0%
ほぼ未開催 29 3.0%
総計 980 100.0%

運営推進会議の開催状況 事業所数 割合

利用者のケースについて話し合い 511 53.8%
地域との関係が持てず、会議参加依頼に苦慮している 68 7.2%
事業内容の説明、利用状況等の報告が中心である 833 87.7%
利用者や利用者家族から要望や提案が出される 473 49.8%

地域住民や関係機関職員と情報収集・交換の場となっている 786 82.7%

ケース検討以外に地域課題の解決について話し合われる 311 32.7%
母数計950　複数回答

（参考：昨年度実施調査結果） 
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（参考：昨年度実施調査結果） 

開催状況 事業所数 割合

地域との関係か持てず、参加依頼の苦慮 42 7.6%
事業内容の説明、利用状況の報告が中心 480 86.6%
利用者や家族から要望や提案が出される 242 43.7%
地域住民や関係機関・関係者との情報交換、情報収集の場 433 78.2%
ケース検討以外に地域課題の解決についても議論 152 27.4%
その他 29 5.2%

N=554  

 

(16)外部評価の有用性 

 外部評価を有用だと考えている事業所は 79.7％（689 カ所）となっている。 

 

 
 

(17)情報公開の有用性 

 情報公開を有用だと考えている事業所は 40.9％（352 カ所）となっており半

数を切っている。情報が活用されていないというのがもっとも多い理由であり、

毎年必要とは思わないという意見も多い。 

 

 
 

(18)事業所が考える日常生活圏域 

 事業所が考える日常生活圏域の規模をみると、「中学校区程度」が最も多く

51.5％（490 カ所）、次いで「市町村レベル」が 35.0％（333 カ所）となってい

る。自治体規模が小さいほど「市町村レベル」で考えている事業所が多く、自

治体規模が大きくなるほど「中学校区程度」と考えている事業所が多くなる傾

向にある。 

 

 

外部評価 事業所数 割合

役に立つ 689 79.7%
役に立たない 176 20.3%
総計 865 100.0%

情報公開 事業所数 割合

役に立つ 352 40.9%
役に立たない 508 59.1%
総計 860 100.0%

事業所が考える日常生活圏域 事業所数 割合

市町村レベル 333 35.0%
中学校区程度 490 51.5%
小学校区程度 102 10.7%

小学校区以下 26 2.7%

総計 951 100.0%
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 それぞれの事業所が考える日常生活圏域からの利用者割合を見ると、「市町村

レベル」を日常生活圏域と考えている事業所は、当該地域からの利用者が約 8

割、「中学校区程度」と考えている事業所では当該地域からの利用者が約 2/3、

「小学校区程度」と考えている事業所では当該地域からの利用者が約 54％など

となっている。 

 

 

 

（19）職員数 

 比較的典型的な登録定員（25,24,20,18）を持つ事業所の職員数を常勤、非常

勤、常勤換算別に算出し、平均を示す。また、特に登録定員 25 名の事業所につ

いては、常勤と非常勤職員の人数別の状況も表で示す。常勤職員 11～13 名程度

で非常勤職員 0～5名程度での構成が標準的である状況が示されている。 

 

常勤 非常勤 常勤換算

18 42 6.7 5.2 8.3
20 29 7.3 6.3 10.9
24 97 7.6 5.7 9.5
25 677 9.4 5.3 11.4

平均人数
定員 事業所数

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万…

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

市町村レベル

中学校区程度

小学校区程度

小学校区以下

イメージする圏域 圏域からの利用者 合計利用者数 割合

市町村レベル 14.9 18.0 82.8%

中学校区程度 12.4 18.8 66.0%
小学校区程度 10.1 18.6 54.3%
小学校区以下 8.3 17.1 48.5%

総計 12.8 18.4 69.6%
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 25 31

0 1 1 1 4 3 5 17 14 11 5 5 4 1 72

1 2 4 3 12 15 13 3 7 6 1 1 67

2 1 2 4 5 11 13 14 9 9 3 2 3 1 1 1 79

3 1 2 5 2 1 5 14 9 7 8 5 4 4 2 1 70

4 1 2 3 3 12 10 12 4 10 2 3 2 1 65

5 1 2 6 9 9 14 7 12 3 1 4 2 70

6 1 2 3 4 5 8 5 4 3 1 36

7 1 3 3 4 8 5 8 5 3 4 2 1 1 1 49

8 2 2 1 3 3 2 3 5 2 1 3 1 1 29

9 3 1 3 4 1 5 6 3 26

10 1 4 4 1 4 5 1 1 2 1 1 25

11 5 4 3 1 2 3 2 1 21

12 1 3 2 3 1 3 1 1 1 16

13 1 4 3 1 1 1 11

14 1 1 1 1 3 1 8

15 2 1 1 1 1 1 1 8

16 1 1 1 1 1 5

17 1 1 2

18 1 1 1 1 1 5

19 1 1

20 1 1 2

21 1 1 2

22 1 1 2

23 1 1

25 1 1

32 1 1

33 1 1
0 4 10 18 32 34 37 52 71 82 76 82 70 35 29 21 10 3 3 2 1 1 1 1 675

常勤比率が50％以下

総計

常勤職員数

非
常
勤
職
員
数

総計
（人）

 

 

 

 

（1）地域包括センター職員の運営会議への出席 

 「毎回出席」は 67.3％、「ある程度出席」が 15.3％だが、「毎回欠席」も 13.1％

ある。 

 立地自治体別で見ると、「政令市・特別区」、「中核市」、「市部（人口 10～20

万人）」、「町村部」の順で「毎回出席」の割合が高くなっているが、「市部（人

口 20 万人以上）」や「市部（人口 10 万人以下）」では「毎回出席」の割合が 6

割を下回る。「毎回欠席」の割合も「市部（人口 20 万人以上）」で 25％にのぼる。 

 

 

事業所数 割合

毎回出席 657 67.3%

ある程度出席 149 15.3%
ほとんど欠席 42 4.3%
毎回欠席 128 13.1%

総計 976 100.0%

２. 地域包括支援センターとの連携について 
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（2）地域包括センターからの利用相談 

 「よく受ける」は 24.8％、「たまに受ける」が 59.8％である。「全く受けない」

は 3.7％ある。 

 立地自治体別で見ると、「政令市・特別区」、「町村部」、「市部（人口 10～20

万人）」、の順で「よく受ける」の割合が高くなっている。「市部（人口 20 万人

以上）」では「よく受ける」割合が 2割を下回り、「ほとんど受けない」「全く受

けない」があわせて 2割を超える状況にある。 

 

 

 

 

（3）地域包括センターへの困難ケースの相談 

 「よく相談する」は 19.1％、「たまに相談」が 53.2％である。「全くしない」

は 8.0％ある。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」、「政令市・特別区」での「よく相談する」

の割合が高くなっている。「市部（人口 20 万人以上）」では「よく受ける」割合

が 1割を下回り、「たまに相談する」が 6割を占め多い。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

毎回出席

ある程度出席

ほとんど欠席

毎回欠席

事業所数 割合

よく受ける 242 24.8%

たまに受ける 582 59.8%
ほとんど受けない 114 11.7%
全く受けない 36 3.7%

総計 974 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく受ける

たまに受ける

ほとんど受けない

全く受けない
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（4）事業所の行事や活動への地域包括センター職員の参加 

 「よく参加」は 8.2％、「たまに参加」が 25.9％であり、「ほとんど欠席」が

27.9％、「全て欠席」が 38.1％と欠席の割合が高い。 

 立地自治体別で見ると、「中核市」、「政令市・特別区」、「町村部」では比較的

「参加」の割合は高いが、「市部（人口 20 万人以上）」や「市部（人口 10～20

万人）」では「欠席」の割合が比較的高く、「市部（人口 20 万人以上）」では「全

て欠席」が半数を超える。 

 

 

 

 

事業所数 割合

よく相談 185 19.1%

たまに相談 515 53.2%
めったにしない 191 19.7%
全くしない 77 8.0%

総計 968 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく相談

たまに相談

めったにしない

全くしない

事業所数 割合

よく参加 79 8.2%

たまに参加 251 25.9%
ほとんど欠席 270 27.9%
全て欠席 369 38.1%
総計 969 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく参加

たまに参加

ほとんど欠席

全て欠席
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（5）地域包括センター主催行事への事業所職員の参加 

 「よく参加」は 33.0％、「たまに参加」が 32.6％であり、「ほとんど欠席」が

17.5％、「全て欠席」が 16.8％となっている。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」、「中核市」、「市部（人口 10 万人以下）」、「政

令市・特別区」では比較的「参加」の割合は高く、大都市もしくは小都市での

参加が相対的に高い。一方、「市部（人口 20 万人以上）」で「欠席」の割合が 4

割を超える。 

 

 

 

 

（6）地域包括センターと共同での地域課題に対する活動 

（利用登録者のケース以外） 

 「よく活動」は 7.3％、「たまに活動」が 22.0％であり、「ほとんど未活動」

が 35.5％、「活動なし」が 35.3％となっており、活動割合は低い。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」では比較的「活動」の割合は高く、一方、

「市部（人口 20 万人以上）」で「未活動」の割合が 8割を超える。 

 

 

事業所数 割合

よく参加 320 33.0%

たまに参加 316 32.6%
ほとんど欠席 170 17.5%
全て欠席 163 16.8%
総計 969 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく参加

たまに参加

ほとんど欠席

全て欠席

事業所数 割合

よく活動 70 7.3%

たまに活動 212 22.0%
ほとんど未活動 342 35.5%

活動なし 340 35.3%
総計 964 100.0%
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（1）社協職員の運営会議への出席 

 「毎回出席」は 10.0％、「ある程度出席」が 5.1％で、「毎回欠席」が 78.3％

ともっとも高い。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」で「参加」の割合が他地域と比べて高く、

「ある程度出席」まで含めると、3割を超える。 

 

 

 

 
 

（2）利用者の権利擁護や金銭管理支援等で個別ケースにての相談の有無 

 「よく相談する」は 9.1％、「たまに相談」が 22.6％である。「全くしない」

は 47.1％と約半数を占める。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」で「相談する」割合が高くなっている。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく活動

たまに活動

ほとんど未活動

活動なし

事業所数 割合

毎回出席 97 10.0%

ある程度出席 50 5.1%
ほとんど欠席 64 6.6%
毎回欠席 761 78.3%

総計 972 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

毎回出席

ある程度出席

ほとんど欠席

毎回欠席

３. 社会福祉協議会との連携について
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（3）事業所の行事や活動への社協職員の参加 

 「よく参加」はわずか 4.2％で、「たまに参加」も 11.1％であり、「ほとんど

欠席」が 16.5％、「全て欠席」が 68.2％となっている。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」では比較的「参加」の割合が高い。 

 

 

 
 

（4）情報提供や住民組織への仲介等、地域のネットワーク作りに対する協力 

 「毎回あり」はわずか 4.2％で、「ある程度あり」も 29.4％であり、「ほとん

どなし」が 26.3％、「全くなし」が 40.1％となっている。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」では比較的「協力あり」の割合が高く半数

事業所数 割合

よく相談 88 9.1%

たまに相談 218 22.6%
めったにしない 204 21.2%
全くしない 454 47.1%

総計 964 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく相談

たまに相談

めったにしない

全くしない

事業所数 割合

よく参加 41 4.2%

たまに参加 107 11.1%
ほとんど欠席 159 16.5%
全て欠席 659 68.2%
総計 966 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく参加

たまに参加

ほとんど欠席

全て欠席
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を超える。一方、「市部（人口 20 万人以上）」や「中核市」で「あり」の割合が

低く 3割を下回る。 

 

 

 

 
 

（5）社協の活動に対しての具体的な協力（場所提供や職員の事業参加など） 

 「毎回あり」はわずか 5.4％で、「ある程度あり」も 24.2％であり、「ほとん

どなし」が 28.3％、「全くなし」が 42.1％となっている。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」や「政令市・特別区」では比較的「協力あ

り」の割合が高くい。一方、「市部（人口 20 万人以上）」では「あり」の割合が

特に低く 2割を下回る。 

 

 

 

事業所数 割合

毎回あり 41 4.2%

ある程度あり 284 29.4%
ほとんどなし 254 26.3%
全くなし 388 40.1%
総計 967 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

毎回あり

ある程度あり

ほとんどなし

全くなし

事業所数 割合

毎回協力 52 5.4%

ある程度協力 234 24.2%
ほとんど協力しない 273 28.3%

全く協力しない 407 42.1%
総計 966 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万…

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

毎回協力

ある程度協力

ほとんど協力しない

全く協力しない
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（6）地域課題に対して共通認識をもち、一緒に活動しているかどうか 

 「よく活動する」は 4.5％、「たまに活動」が 18.4％である。「全くしない」

は 47.1％と約半数を占める。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」では比較的「活動する」割合が高くなって

いる。一方、「市部（人口 20 万人以上）」では「活動あり」の割合が特に低く 1

割を下回る。 

 

 

 

 
 

 

 

（1）事業所による地域の実態把握 

 「大変よく把握」は 4.5％、「ある程度把握」が 66.8％である。「ほとんど未

把握」と「全く未把握」をあわせるとは 28.7％ある。 

 立地自治体別で見ると、「政令市・特別区」、「町村部」で「把握」の割合が高

く、「市部（人口 10～20 万人以上）」では他地域と比較して若干低い。 

 

 

 

事業所数 割合

よく活動 44 4.5%

たまに活動 178 18.4%
ほとんど未活動 291 30.0%

活動なし 456 47.1%
総計 969 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく活動

たまに活動

ほとんど未活動

活動なし

事業所数 割合

大変よく把握 44 4.5%

ある程度把握 655 66.8%
ほとんど未把握 231 23.6%

未把握 50 5.1%
総計 980 100.0%

４.事業所と生活圏域との関わりについて
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（2）事業所の地域行事への参加 

 「よく参加」は 29.5％で、「たまに参加」が 51.5％となっており、参加割合

は高い。「ほとんど欠席」が 13.8％、「全て欠席」が 5.2％となっている。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」と「政令市・特別区」では「よく参加」の

割合が高い。 

 

 

 
 

（3）地域や町内会の人々の事業所行事への参加 

 「よく参加」は 29.4％で、「たまに参加」が 51.２％となっており、参加割合

は高い。「ほとんど欠席」が 16.2％、「全て欠席」が 7.2％となっている。 

 立地自治体別で見ると、「政令市・特別区」での欠席割合が他地域より若干高

い。 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

大変よく把握

ある程度把握

ほとんど未把握

未把握

事業所数 割合

よく参加 289 29.5%

たまに参加 505 51.5%
ほとんど欠席 135 13.8%
全て欠席 51 5.2%
総計 980 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部
2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）
4．市部（人口20万人以上）

5．中核市
6．政令市・特別区

総計

よく参加

たまに参加

ほとんど欠席

全て欠席

事業所数 割合

よく参加 250 25.4%

たまに参加 504 51.2%
ほとんど欠席 159 16.2%
全て欠席 71 7.2%
総計 984 100.0%
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（4）町内会や地域との行事の共同開催 

 「よく開催」は 7.0％で、「たまに開催」が 25.1％となっており、共同開催は

あまり多くない。「ほとんど未開催」が 31.1％、「未開催」が 36.8％となってい

る。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」での開催割合が他地域より若干高い。 

 

 

 

 

 

（5）地域主催の避難訓練への事業所の参加 

 「よく参加」は 13.0％で、「たまに参加」が 18.4％となっており、参加割合

はそれほど高くない。「ほとんど欠席」が 23.9％、「全て欠席」が 44.7％となっ

ている。 

 立地自治体別で見ると、「政令市・特別区」、「中核市」など大規模な都市ほど

で参加の割合が高い傾向がある。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部
2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）
4．市部（人口20万人以上）

5．中核市
6．政令市・特別区

総計

よく参加

たまに参加

ほとんど欠席

全て欠席

事業所数 割合

よく開催 68 7.0%

たまに開催 245 25.1%
ほとんど未開催 303 31.1%

未開催 359 36.8%
総計 975 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく開催

たまに開催

ほとんど未開催

未開催
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（6）事業所の災害訓練への地域の人々の参加 

 「よく参加」は 15.4％で、「たまに参加」が 26.5％となっており、参加割合

は半数に達しない。「ほとんど欠席」が 23.7％、「全て欠席」が 34.3％となって

いる。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」では「たまに参加」も含む参加の割合が 5

割を超える。 

 

 

 

 

事業所数 割合

よく参加 126 13.0%

たまに参加 179 18.4%
ほとんど欠席 232 23.9%
全て欠席 434 44.7%
総計 971 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく参加

たまに参加

ほとんど欠席

全て欠席

事業所数 割合

よく参加 150 15.4%

たまに参加 258 26.5%
ほとんど欠席 231 23.7%
全て欠席 334 34.3%
総計 973 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく参加

たまに参加

ほとんど欠席

全て欠席
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（7）地域住民からの認知症や介護についての相談 

 「よくくる」は 9.2％、「たまにくる」が 59.1％であり、「めったにこない」

が 25.0％、「全くこない」が 6.7％となっている。 

 立地自治体別での大きな傾向の相違はない。 

 

 

 
 

（8）民生委員からの認知症や介護についての相談 

 「よくくる」は 6.8％、「たまにくる」が 45.9％であり、「めったにこない」

が 33.3％、「全くこない」が 13.9％となっている。 

 立地自治体別では、「政令市・特別区」、「市部（人口 20 万人以上）」で「全く

こない」割合が 2割に達しており、他地域と比較して高い割合である。 

 

 

 

 

事業所数 割合

よくくる 90 9.2%

たまにくる 576 59.1%
めったにこない 244 25.0%
全くこない 65 6.7%

総計 975 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よくくる

たまにくる

めったにこない

全くこない

事業所数 割合

よくくる 66 6.8%

たまにくる 448 45.9%
めったにこない 325 33.3%
全くこない 136 13.9%

総計 975 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よくくる

たまにくる

めったにこない

全くこない
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（9）圏域の小規模多機能居宅介護事業所との集まりへの参加 

 「よく参加」は 41.5％で、「たまに参加」が 26.9％となっており、2/3 が参加

している状況である。「ほとんど欠席」が 14.6％、「全て欠席」が 16.9％となっ

ている。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」、「市部（人口 10 万人以下）」など小さな規

模の自治体での参加割合が低いが、小さな自治体では、同圏域に他の事業所が

ない地域も多く、参加する機会がないため欠席と回答されているものも多いも

のと思われる。 

 

 

 
 

（10）圏域の福祉事業所との集まりへの参加 

 「よく参加」は 39.6％で、「たまに参加」が 36.2％となっており、75％を超

える事業所が参加している状況である。「ほとんど欠席」が 12.6％、「全て欠席」

が 11.6％となっている。 

 立地自治体別で見ると、「市部（人口 20 万人以上）」や「中核市」で「よく参

加」の割合が他地域と比較して低い（3割程度）。 

 

 

 

事業所数 割合

よく参加 400 41.5%

たまに参加 259 26.9%
ほとんど欠席 141 14.6%
全て欠席 163 16.9%
総計 963 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部
2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）
5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく参加

たまに参加

ほとんど欠席

全て欠席

事業所数 割合

よく参加 387 39.6%

たまに参加 354 36.2%
ほとんど欠席 123 12.6%
全て欠席 113 11.6%
総計 977 100.0%
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（1）利用者の町内会への入会 

 「全員入会」は 14.0％で、「ほぼ入会」が 35.4％となっている。「ほぼ未入会」

が 35.3％、「未入会」が 15.3％となっている。 

 立地自治体別で見ると、「町村部」、「市部（人口 10～20 万人）」の自治体での

入会割合が比較的高い。 

 

 

 

 
 

（2）利用者の自宅がある地域の行事（祭りや清掃など）への参加 

 「全員参加」は 1.3％で、「ほぼ参加」が 19.9％となっており、参加割合は低

い。「ほぼ未参加」が 69.3％、「未参加」が 9.4％となっている。 

 立地自治体別で見ると、「市部（人口 20 万人以上）」の自治体での「未参加」

割合が高いが、参加割合の傾向は、ほぼ同様である。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

よく参加

たまに参加

ほとんど欠席

全て欠席

事業所数 割合

全員入会 133 14.0%

ほぼ入会 336 35.4%
ほぼ未入会 335 35.3%

未入会 145 15.3%
総計 949 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部
2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）
4．市部（人口20万人以上）

5．中核市
6．政令市・特別区

総計

全員入会

ほぼ入会

ほぼ未入会

未入会

５. 登録利用者と地域との関わりについて
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（3）利用者の自宅がある地域で開催される老人会やサロン行事への参加 

 「全員参加」は 0.8％で、「ほぼ参加」が 10.3％となっており、参加割合は低

い。「ほぼ未参加」が 73.4％、「未参加」が 15.5％となっている。 

 立地自治体別で見ると、「市部（人口 20 万人以上）」の自治体での「未参加」

割合が高く、「町村部」で「ほぼ参加」の割合が高い傾向がある。 

 

 

 

 

 

（4）利用者の隣近所とのおつきあいの状況 

 「全員あり」は 3.3％で、「ほぼあり」が 43.5％となっている。「ほぼなし」

が 50.1％、「全くなし」が 3.2％となっている。 

事業所数 割合

全員参加 13 1.3%

ほぼ参加 194 19.9%
ほぼ未参加 675 69.3%

未参加 92 9.4%
総計 974 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

全員参加

ほぼ参加

ほぼ未参加

未参加

事業所数 割合

全員参加 8 0.8%

ほぼ参加 100 10.3%
ほぼ未参加 714 73.4%

未参加 151 15.5%
総計 973 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

全員参加

ほぼ参加

ほぼ未参加

未参加
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 立地自治体別で見ると、大きな傾向の相違はない。 

 

 

 

 

（5）利用者の近隣商店での買い物の状況 

 「全員する」は 2.2％で、「ほぼする」が 29.0％となっている。「ほぼしない」

が 65.0％と多数を占め、「全くしない」が 3.7％となっている。 

 立地自治体別で見ると、「政令市・特別区」、「中核市」では「全員する」「ほ

ぼする」の割合が、他地域と比べてやや高い。 

 

 

 

 

 

 

事業所数 割合

全員あり 32 3.3%

ほぼあり 425 43.5%
ほぼなし 490 50.1%
全くなし 31 3.2%
総計 978 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

全員あり

ほぼあり

ほぼなし

全くなし

事業所数 割合

全員する 22 2.2%

ほぼする 284 29.0%
ほぼしない 636 65.0%

しない 36 3.7%
総計 978 100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

全員する

ほぼする

ほぼしない

しない
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 地域包括支援センターとの連携に関わる 6つの設問、および社会福祉協議会

との連携に関わる 6つの設問のあわせて 12 の設問を「連携尺度」とする。 

 また、事業所と生活圏域との関わりに関する 10 の設問、および登録利用者と

地域との関わりに関する 5つの設問のあわせて 15 の設問を「地域密着尺度」と

する。 

 その上で、各設問において、連携や関わりがあると回答されたもの（ある程

度も含む）に 1点を付与し、ほとんどもしくは全く関わりや連携がないと回答

されたものを 0点とする。 

 連携尺度 12 点、地域密着尺度 15 点、合計 27 点を満点として、各事業所の点

数を算出する。その結果、それぞれ以下のような点数分布となる。さらに、そ

れぞれ、上位 1/3 が含まれる点数帯をカテゴリーAとし、中位 1/3 の点数帯（平

均含む）に属するものをカテゴリーB、残りの下位 1/3 をカテゴリーCとして分

類する。 

      

     
  

 連携尺度のカテゴリーＡの比較的連携度合いが強い事業所は、地域密着尺度

も高いカテゴリーＡに属するものが約 6割を占める。 

点数 事業所数
カテ

ゴリー

0 10
1 35
2 66
3 120
4 130
5 114
6 101
7 60
8 51
9 50
10 26
11 18

12 15

総計 796

平均 5.2
標準偏差 2.7

分散 7.1

Ｃ
231

B
244

Ａ
321

連携尺度（max12） 点数 事業所数
カテ

ゴリー

0 3
1 11
2 17
3 39
4 61
5 83
6 81
7 106
8 86
9 91
10 65
11 62

12 42

13 21

14 15

15 13

総計 796

平均 7.6
標準偏差 3.1
分散 9.6

地域密着尺度（max15）

Ａ
309

Ｃ
214

Ｂ
273

点数 事業所数
カテ

ゴリー

1 2
2 5
3 9
4 12
5 21
6 28
7 34
8 44
9 59
10 65
11 63
12 55

13 59

14 59

15 50

16 43

17 37

18 38
19 26
20 31
21 24
22 8
23 7
24 6
25 5
26 5

27 1

総計 796

平均 12.8
標準偏差 5
分散 24.7

Ｃ
279

Ｂ
286

Ａ
231

総合（max27）

６. 連携尺度と地域密着尺度からみた分析について
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（1）法人種別×連携尺度 

 相対的に見ると、社会福祉法人（社協）と NPO ではカテゴリーＡの事業所が 5

～6割を占める。一方、営利法人と医療法人ではカテゴリーＣの事業所割合が全

体平均を上回る。 

 

 

 

 

 

 

地域密着尺度A 地域密着尺度B 地域密着尺度C 総計

連携尺度A 191 99 31 321
連携尺度B 70 98 76 244
連携尺度C 48 76 107 231
総計 309 273 214 796

0% 20% 40% 60% 80% 100%

連携尺度A

連携尺度B

連携尺度C

総計

地域密着尺度A

地域密着尺度B

地域密着尺度C

連携尺度 A B C 総計

社会福祉法人 86 84 61 231

社会福祉法人（社協） 28 8 8 44

医療法人 36 25 29 90

営利法人 122 104 109 335

NPO 37 15 18 70

その他 8 6 5 19

総計 317 242 230 789

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社会福祉法人

社会福祉法人（社協）

医療法人

営利法人

NPO
その他

総計

A

B

C
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（2）法人種別×地域密着尺度 

 相対的に見ると、社会福祉法人（社協）ではカテゴリーＡの事業所が約 6割

を占める。カテゴリーＡとＢの合計では NPO と社会福祉法人（社協）が 8割近

くを占めて高い。 

 

 

 

 

 

（3）法人種別×総合 

 カテゴリーＡの割合は社会福祉法人（社協）が高い。カテゴリーＡとＢとの

合計割合では、NPO と社会福祉法人（社協）が高い。 

 

 

地域密着尺度 A B C 総計

社会福祉法人 75 93 63 231

社会福祉法人（社協） 26 9 9 44

医療法人 38 28 24 90

営利法人 130 108 97 335

NPO 29 26 15 70

その他 6 8 5 19

総計 304 272 213 789

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社会福祉法人

社会福祉法人（社協）

医療法人

営利法人

NPO
その他

総計

A

B

C

総合点数 A B C 総計

社会福祉法人 56 95 80 231

社会福祉法人（社協） 25 7 12 44

医療法人 26 31 33 90

営利法人 87 121 127 335

NPO 28 22 20 70

その他 6 8 5 19

総計 228 284 277 789
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（4）自治体規模×連携尺度 

 自治体の規模と連携尺度との相関をみると、町村部ではカテゴリーＡが 6割

近くを占めて多い。一方で、市部（人口 20 万人以上）、市部（人口 10～20 万人）

でカテゴリーＡの事業所割合が 4割を下回っており低い。特に市部（人口 20 万

人以上）ではカテゴリーＣが 4割以上を占めるなど、連携度合いが弱いことが

分かる。 

 

 

 

 

 

（5）自治体規模×地域密着尺度 

 自治体の規模と地域密着尺度との相関をみると、政令市・特別区ではカテゴ

リーＡが 5割近くを占めて多い。町村部でもカテゴリーＡの事業所割合が平均

よりも高い。一方で、市部（人口 10～20 万人）ではカテゴリーＣの事業所割合

が 3割を以上を占めるなど、地域密着度合いが弱いことが分かる。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社会福祉法人

社会福祉法人（社協）

医療法人

営利法人

NPO
その他

総計

A

B

C

連携尺度 A B C 総計

1．町村部 58 28 16 102

2．市部（人口10万人以下） 97 70 66 233

3．市部（人口10万人～20万人） 45 51 40 136

4．市部（人口20万人以上） 18 26 34 78

5．中核市 55 35 42 132

6．政令市・特別区 48 34 33 115

総計 321 244 231 796

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

A

B

C
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（6）自治体規模×総合 

 自治体の規模と総合点数との相関をみると、町村分、政令市・特別区ではカ

テゴリーＡの事業所割合が高い。一方で、中核市、市部（人口 20 万人以上）で

はカテゴリーＡの事業所割合が 2割程度で低い。市部（人口 20 万人以上）では

カテゴリーＣの事業所割合が約 5割を占める。 

 

 

 

地域密着尺度 A B C 総計

1．町村部 44 36 22 102

2．市部（人口10万人以下） 92 81 60 233

3．市部（人口10万人～20万人） 44 49 43 136

4．市部（人口20万人以上） 28 27 23 78

5．中核市 47 51 34 132

6．政令市・特別区 54 29 32 115

総計 309 273 214 796

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

A

B

C

総合点数 A B C 総計

1．町村部 41 39 22 102

2．市部（人口10万人以下） 71 80 82 233

3．市部（人口10万人～20万人） 35 52 49 136

4．市部（人口20万人以上） 15 27 36 78

5．中核市 27 58 47 132

6．政令市・特別区 42 30 43 115

総計 231 286 279 796

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計

A

B

C
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（7）開設年度×連携尺度 

 事業所の開設年度と連携尺度との相関をみると、開設年度が新しいほどカテ

ゴリーＡの事業所割合が減少する。2011 年度開設では約 3割、2006 年度開設で

は約 5割と 2割の差がある。カテゴリーＣの割合は、開設年度によらずほぼ 3

割前後である。 

 

 

 

 

 

（8）開設年度×地域密着尺度 

 事業所の開設年度と地域密着尺度との相関をみると、連携尺度と同様の傾向

が見られ、開設年度が新しいほどカテゴリーＡの事業所割合が減少する。カテ

ゴリーＣの割合は、2011 年度開設で高く、約 35％を占める。 

 

 

 

連携尺度 A B C 総計

2006年度 51 24 30 105

2007年度 84 60 41 185

2008年度 56 40 47 143

2009年度 44 29 33 106

2010年度 50 42 42 134

2011年度 30 44 32 106

総計 315 239 225 779

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

総計

A

B

C

地域密着尺度 A B C 総計

2006年度 44 34 27 105

2007年度 82 62 41 185

2008年度 65 44 34 143

2009年度 42 34 30 106

2010年度 46 50 38 134

2011年度 26 41 39 106

総計 305 265 209 779
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（9）開設年度×総合点数 

 事業所の開設年度と総合点数との相関をみると、開設年度が新しいほど特に

カテゴリーＣの事業所割合が増加する。カテゴリーＣの割合は、2011 年度開設

で約 15％と 2006～2009 年度開設の約半分となっている。 

 

 

 

 
 

（10）設置形態×連携尺度 

 事業所の設置形態と連携尺度との相関をみると、単独型ではカテゴリーＣの

事業所割合が他の機能併設よりも高く 3割を上回る。 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度

総計

A

B

C

総合点数 A B C 総計

2006年度 34 37 34 105

2007年度 57 77 51 185

2008年度 47 47 49 143

2009年度 36 31 39 106

2010年度 35 49 50 134

2011年度 16 43 47 106

総計 225 284 270 779

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度

総計

A

B

C

連携尺度 A B C

単独 144 103 113

GH併設 78 71 53

施設併設 7 9 5

住まい併設 47 33 24

総計 276 216 195
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（11）設置形態×地域密着尺度 

 事業所の設置形態と地域密着尺度との相関をみると、大きな相違は見られな

いが単独型では若干カテゴリーＣに属する事業所割合が他の形態よりも高い。 

 

 

 

 

 

（12）設置形態×総合 

 事業所の設置形態と総合点数との相関をみると、大きな相違は見られないが

単独型では若干カテゴリーＡに属する事業所割合が他の形態よりも低い。 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独

GH併設

施設併設

住まい併設

総計

A

B

C

地域密着尺度 A B C

単独 136 115 109

GH併設 78 76 48

施設併設 7 9 5

住まい併設 39 36 29

総計 260 236 191

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独

GH併設

施設併設

住まい併設

総計

A

B

C

総合点数 A B C

単独 98 129 133

GH併設 58 77 67

施設併設 7 6 8

住まい併設 34 29 41

総計 197 241 249
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（13）定員充足率×連携尺度 

  登録定員に対する現在の定員を定員充足率とした場合の、定員充足率と連携

尺度との相関を見ると、充足率が高いほど、カテゴリーＡの連携尺度が高い事

業者割合が大きくなる。定員が充実することで、連携がうまく図れるとも言え

るし、連携が取れることで、定員充足率も高まるとも言える。 

 

 
 

 

 

（14）定員充足率×地域密着尺度 

  定員充足率と地域密着尺度との相関を見ると、充足率が高いほど、カテゴリ

ーＡの地域密着尺度が高い事業者割合が大きくなる。定員が充実することで、

地域との密着度が高まるとも言えるし、密着度が高まることで、定員充足率も

高まるとも言える。 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独

GH併設

施設併設

住まい併設

総計

A

B

C

連携尺度 A B C 総計

0～25％ 2 5 8 15

25～50％ 19 20 21 60

50～75％ 75 69 69 213

75～100％ 225 150 133 508

総計 321 244 231 796

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0～25％

25～50％

50～75％

75～100％

総計

A

B

C

地域密着尺度 A B C 総計

0～25％ 3 4 8 15

25～50％ 19 23 18 60

50～75％ 76 74 63 213

75～100％ 211 172 125 508

総計 309 273 214 796
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（15）定員充足率×総合 

  定員充足率と総合点数との相関を見ると、充足率が高いほど、カテゴリーＡ

の事業者割合が大きくなる。 

 

 

 

 

 

 

（16）入会している（もしくは近隣にある）地域連絡会の状況 

 約半数の地域で地域連絡会があり、地域連絡会がある場合には約 8割が入会

している。町村部と政令市・特別区の都市部で入会の割合が他地域より高めで

ある。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0～25％

25～50％

50～75％

75～100％

総計

A

B

C

総合点数 A B C 総計

0～25％ 1 4 10 15

25～50％ 13 24 23 60

50～75％ 48 77 88 213

75～100％ 169 181 158 508

総計 231 286 279 796

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0～25％

25～50％

50～75％

75～100％

総計

A

B

C
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 ここでは登録利用者の属性について聞いた項目をみてみる。 

（1）利用者年齢 

 利用者年齢別に見ると、75 歳以上の後期高齢者で 90％弱を占めている。その

中でも、85 歳～99 歳が 45.3％（7,423 人）と最も多く、次いで 75～84 歳が 44.2％

（7,244 人）となっている。64 歳以下の第二号保険者が 2.3％（371 人）となっ

ている 

 

 

性別で見ると、女性が 73.1％（12,396 人）、男性 26.9％（4,563 人）と女性

の割合が圧倒的に高い。性別の平均年齢を見ると、女性 84.4 歳、男性 81.9 歳

となっている。 

 

入会している
入会していないが
連絡会はある ない 総計

1．町村部 53 6 44 103

2．市部（人口10万人以下） 114 28 99 241

3．市部（人口10万人～20万人） 71 11 61 143

4．市部（人口20万人以上） 40 14 34 88

5．中核市 64 14 56 134

6．政令市・特別区 68 17 43 128

総計 410 90 337 837

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．町村部

2．市部（人口10万人以下）

3．市部（人口10万人～20万人）

4．市部（人口20万人以上）

5．中核市

6．政令市・特別区

総計
入会している

入会していないが

連絡会はある

ない

年齢区分 人数 割合
～64 371 2.3%
65～74 1,287 7.8%
75～84 7,244 44.2%
85～99 7,423 45.3%
100～ 72 0.4%
合計 16,397 100.0%

性別 人数 割合 平均年齢
女性 12396 73.1% 84.4
男性 4563 26.9% 81.9
合計 16,959 100.0% 83.7

７. 登録利用者の属性について
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（2）要介護度 

 要介護度別にみると、要介護 2 が 24.9％（4,227 人）と最も多く、次いで要

介護 1が 21.3％（3612 人）、要介護 3が 20.9%（3,557 人）と続く。要支援（要

支援 1+要支援 2）軽い利用者の割合が 8.8％（1500 人）、反対に要介護 5の重い

利用者の割合が 8.9％（1,512 人）となっている。 

 

 

 

（3）日常生活自立度 

 日常生活自立度を見ると、A2 25.9％（3,984 人）が最も多く、A1 23.2％（3,563

人）と続く。 

 

 

 

（4）認知症日常生活自立度 

 認知症日常生活自立度を見ると、Ⅲaが 22.8％（3,613 人）と最も多く、次に

Ⅱbが22.3％（3544人）となっている。Ⅲa以上の重たい認知症の割合がで42.9％

（6,816 人）となっている。Ⅰ以上の認知症の割合も、93％（14,753 人）とな

っている。 

 

要介護度 人数 割合
要支援1 624 3.7%
要支援2 873 5.1%
要介護1 3,612 21.3%
要介護2 4,227 24.9%
要介護3 3,557 20.9%
要介護4 2,567 15.1%
要介護5 1,512 8.9%
審査中 16 0.1%
総計 16,988 100.0%

日常生活自立度 人数 割合
J1 960 6.2%
J2 2,284 14.9%
A1 3,563 23.2%
A2 3,984 25.9%
B1 1,713 11.1%
B2 1,911 12.4%
C1 481 3.1%
C2 477 3.1%
総計 15,373 100.0%
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（5）要介護度と日常生活自立度 

要介護度と日常生活自立度をみると、要介護 2・日常生活自立度 A2 が 8.2％

（1254 人）と最も多く、次いで要介護 2・日常生活自立度 A1 が 7.2％（1102 人）、

要介護 3・日常生活自立度 A2 が 6.6％（1006 人）、要介護 1・日常生活自立度 J2

が 5.3％（815 人）となっている。 

 

 

 

 

（6）要介護度と認知症日常生活自立度 

 要介護度と認知症日常生活自立度を見ると、要介護 2・認知症日常生活自立度

Ⅱb が 7.3％（1152 人）が最も多く、次いで要介護 3・認知症日常生活自立度Ⅲ

a が 7.0％（1103 人）、要介護 2・認知症日常生活自立度Ⅲa が 5.7％（911 人）、

要介護 4・認知症日常生活自立度Ⅲaが 4.6％（725 人）となっている。 

 

認知症日常生活自立度 人数 割合
なし 1,115 7.0%
Ⅰ 2,217 14.0%
Ⅱa 2,176 13.7%
Ⅱb 3,544 22.3%
Ⅲa 3,613 22.8%
Ⅲb 1,273 8.0%
Ⅳ 1,606 10.1%
M 324 2.0%

総計 15,868 100.0%

行ラベル A1 A2 B1 B2 C1 C2 J1 J2 自立 総計
要支援1 114 81 16 6 0 0 140 181 20 558
要支援2 196 159 30 12 1 0 107 238 26 769
要介護1 995 868 166 69 6 4 237 815 81 3,241
要介護2 1,102 1,254 405 219 27 6 163 645 48 3,869
要介護3 781 1,006 522 432 70 8 80 302 19 3,220
要介護4 296 479 433 741 175 101 21 77 9 2,332
要介護5 73 126 140 426 200 356 7 23 1 1,352

h.審査中 4 3 0 1 0 0 0 2 0 10
総計 3,561 3,976 1,712 1,906 479 475 755 2,283 204 15,351

行ラベル A1 A2 B1 B2 C1 C2 J1 J2 自立 総計
要支援1 0.7% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.2% 0.1% 3.6%
要支援2 1.3% 1.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.7% 1.6% 0.2% 5.0%
要介護1 6.5% 5.7% 1.1% 0.4% 0.0% 0.0% 1.5% 5.3% 0.5% 21.1%
要介護2 7.2% 8.2% 2.6% 1.4% 0.2% 0.0% 1.1% 4.2% 0.3% 25.2%
要介護3 5.1% 6.6% 3.4% 2.8% 0.5% 0.1% 0.5% 2.0% 0.1% 21.0%
要介護4 1.9% 3.1% 2.8% 4.8% 1.1% 0.7% 0.1% 0.5% 0.1% 15.2%
要介護5 0.5% 0.8% 0.9% 2.8% 1.3% 2.3% 0.0% 0.1% 0.0% 8.8%

h.審査中 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
総計 23.2% 25.9% 11.2% 12.4% 3.1% 3.1% 4.9% 14.9% 1.3% 100.0%

65



 

 

 

 

（7）日常生活自立度と認知症日常生活自立度 

日常生活自立度と認知症日常生活自立度を見ると、日常生活自立度 A2・認知症

日常生活自立度Ⅲaが 6.8％（1026 人）が最も多く、次いで日常生活自立度 A2・

認知症日常生活自立度Ⅱb が 6.7％（1019 人）、日常生活自立度 A1 ・認知症日

常生活自立度Ⅱbが 6.3％（958 人）となっている。 

 

 

 

行ラベル Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M なし 総計
要支援1 223 75 61 22 4 1 0 179 565
要支援2 311 115 68 23 3 4 0 258 782
要介護1 575 766 1,042 513 108 96 22 237 3,359
要介護2 563 631 1,152 911 268 182 47 219 3,973
要介護3 291 332 691 1,103 372 377 56 100 3,322
要介護4 183 184 409 725 318 435 66 82 2,402
要介護5 62 68 115 309 198 510 132 36 1,430

h.審査中 5 2 3 0 1 0 0 3 14
総計 2,213 2,173 3,541 3,606 1,272 1,605 323 1,114 15,847

行ラベル Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M なし 総計
要支援1 1.4% 0.5% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 3.6%
要支援2 2.0% 0.7% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 4.9%
要介護1 3.6% 4.8% 6.6% 3.2% 0.7% 0.6% 0.1% 1.5% 21.2%
要介護2 3.6% 4.0% 7.3% 5.7% 1.7% 1.1% 0.3% 1.4% 25.1%
要介護3 1.8% 2.1% 4.4% 7.0% 2.3% 2.4% 0.4% 0.6% 21.0%
要介護4 1.2% 1.2% 2.6% 4.6% 2.0% 2.7% 0.4% 0.5% 15.2%
要介護5 0.4% 0.4% 0.7% 1.9% 1.2% 3.2% 0.8% 0.2% 9.0%

h.審査中 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
総計 14.0% 13.7% 22.3% 22.8% 8.0% 10.1% 2.0% 7.0% 100.0%

行ラベル Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M なし 総計
A1 471 583 958 788 226 226 52 203 3507
A2 491 506 1026 1019 315 316 62 187 3922
B1 230 214 316 448 176 166 25 104 1679
B2 188 174 324 478 238 358 35 80 1875
C1 44 27 62 98 66 133 28 18 476
C2 28 16 25 103 46 175 67 14 474
J1 221 125 171 110 34 40 8 231 940
J2 433 431 550 392 106 109 31 208 2260
総計 2106 2076 3432 3436 1207 1523 308 1045 15133
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（8）紹介経路 

 紹介経路を見ると、居宅介護支援事業所が 43.1％（7,176 人）と最も多い。

次いで病院 13.9％（2,320 人）、地域包括支援センター13.4％（2,224 人）、知人・

近隣が 13.2％（2,200 人）と続いている。 

 

 

 

（9）紹介経路と要介護度 

 

 
 

 

（10）住まいの形態 

 住まいの形態を見ると、戸建て住宅に住み割合が 81.6％（13,720 人）と最も

多い。次いで集合住宅 11.3％（1,891 人）、高齢者住宅 3.0％（501 人）、有料老

人ホーム 2.0％（362 人）と続く。 

 

行ラベル Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M なし 総計
A1 3.1% 3.9% 6.3% 5.2% 1.5% 1.5% 0.3% 1.3% 23.2%
A2 3.2% 3.3% 6.8% 6.7% 2.1% 2.1% 0.4% 1.2% 25.9%
B1 1.5% 1.4% 2.1% 3.0% 1.2% 1.1% 0.2% 0.7% 11.1%
B2 1.2% 1.1% 2.1% 3.2% 1.6% 2.4% 0.2% 0.5% 12.4%
C1 0.3% 0.2% 0.4% 0.6% 0.4% 0.9% 0.2% 0.1% 3.1%
C2 0.2% 0.1% 0.2% 0.7% 0.3% 1.2% 0.4% 0.1% 3.1%
J1 1.5% 0.8% 1.1% 0.7% 0.2% 0.3% 0.1% 1.5% 6.2%
J2 2.9% 2.8% 3.6% 2.6% 0.7% 0.7% 0.2% 1.4% 14.9%
総計 13.9% 13.7% 22.7% 22.7% 8.0% 10.1% 2.0% 6.9% 100.0%

紹介経路 人数 割合
居宅介護支援事業所 7,176 43.1%
地域包括センター 2,224 13.4%
市町村 280 1.7%
病院 2,320 13.9%
運営推進会議 47 0.3%
地域ケア会議 12 0.1%
知人・近隣 2,200 13.2%
その他 2,372 14.3%
総計 16,631 100.0%

行ラベル 要支援１ 要支援２ 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総計
居宅介護支援 92 147 1,281 1,884 1,709 1,248 798 7,159
地域包括 156 247 662 524 356 193 68 2,206
市町村 15 10 66 75 68 24 20 278
病院 63 112 406 506 506 454 258 2,305
運営推進会議 2 6 21 8 5 3 2 47
地域ケア会議 0 0 4 3 3 1 1 12
知人・近隣 159 183 567 486 375 263 161 2,194
その他 129 151 532 637 436 313 164 2,362
総計 616 856 3,539 4,123 3,458 2,499 1,472 16,563
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（11）世帯状況 

 世帯状況を見ると、子ども世帯と同居が 39.8％（6,682 人）と最も多い。次

いで独居（近隣家族なし）16.4％（2,752 人）、配偶者と二人暮らし 15.0％（2,522

人）、子どもと二人暮らし 11.4％（1,915 人）、となっている。 

 

 

（12）事業所と自宅の距離 

 事業所と自宅の距離を見ると、5 キロ前後が 42.1％（7,007 人）と最も多く、

次いで 1キロ前後が 30.6％（5,095 人）、10 キロ前後が 14.5％（2,408 人）とな

っている。 

 

 

 

（13）利用形態（通い・宿泊・訪問の利用パターン） 

 利用形態を見ると、「通い+泊まり」が 34.5％（5,682 人）が最も多く、「通い」

が 24.5％（4,045 人）、「通い+訪問」が 23.8％（3,929 人）となっている。 

 

住まいの形態 人数 割合
戸建て 13,720 81.6%
集合住宅 1,891 11.3%
高齢者住宅 501 3.0%
有料老人ホーム 362 2.2%
その他 331 2.0%
総計 16,805 100.0%

世帯状況 人数 割合
独居（近居家族なし） 2,752 16.4%
独居（近居家族あり） 1,873 11.2%
配偶者と二人暮らし 2,522 15.0%
子どもと二人暮らし 1,915 11.4%
子ども世帯同居 6,682 39.8%
その他 1,050 6.3%
総計 16,794 100.0%

事業所と自宅の距離 人数 割合
同一敷地内 1,289 7.7%
1キロ前後 5,095 30.6%
5キロ前後 7,007 42.1%
10キロ前後 2,408 14.5%
10キロ以上 855 5.1%
総計 16,654 100.0%
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（14）利用形態と要介護度 

利用形態と要介護度をみると、要支援 1・要支援 2をみると、「通い」・「通い+

訪問」の割合が高く、要介護 4・要介護 5 では「通い+宿泊」の割合が高くなっ

ている。「通い」「訪問」「宿泊」の単体機能利用と「通い+泊まり」「通い+訪問」

「通い+訪問+泊まり」「訪問+泊まり」をみると、要支援１では、単体機能利用：

複合機能利用がおよそ 50％：50％に対して、要介護 4 と要介護 5 では単体機能

利用：複合機能利用がおよそ 20％：80％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

（15）利用形態と日常生活自立度 

 利用形態と日常生活自立度をみると、A2 では「通い+泊まり」が 36.2％（1403

人）と最も高く、次に「通い」が 24.3％（942 人）「通い+訪問」23.5％（910 人）

利用形態 人数 割合
通い 4,045 24.5%
通い＋泊まり 5,682 34.5%
通い＋訪問 3,929 23.8%
通い＋訪問＋泊まり 1,853 11.2%
泊まり 345 2.1%
訪問 585 3.5%
訪問＋泊まり 48 0.3%
総計 16,487 100.0%

利用形態 要支援１ 要支援２ 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 総計
通い 233 307 1124 1108 714 353 182 4021
通い＋泊まり 52 87 788 1328 1516 1209 689 5669
通い＋訪問 225 314 1052 1063 613 416 234 3917
通い＋訪問＋泊まり 30 49 282 422 436 370 254 1843
泊まり 3 7 58 61 81 75 55 340
訪問 67 80 199 104 61 41 31 583
訪問＋泊まり 1 1 10 7 13 8 8 48
総計 611 845 3513 4093 3434 2472 1453 16421

利用形態 要支援１ 要支援２ 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
通い 38.1% 36.3% 32.0% 27.1% 20.8% 14.3% 12.5%
通い＋泊まり 8.5% 10.3% 22.4% 32.4% 44.1% 48.9% 47.4%
通い＋訪問 36.8% 37.2% 29.9% 26.0% 17.9% 16.8% 16.1%
通い＋訪問＋泊まり 4.9% 5.8% 8.0% 10.3% 12.7% 15.0% 17.5%
泊まり 0.5% 0.8% 1.7% 1.5% 2.4% 3.0% 3.8%
訪問 11.0% 9.5% 5.7% 2.5% 1.8% 1.7% 2.1%
訪問＋泊まり 0.2% 0.1% 0.3% 0.2% 0.4% 0.3% 0.6%
総計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

利用形態 要支援１ 要支援２ 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
単体機能利用 49.6% 46.6% 39.3% 31.1% 24.9% 19.0% 18.4%
複合機能利用 50.4% 53.4% 60.7% 68.9% 75.1% 81.0% 81.6%
総計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

69



となっている。B2 では「通い+泊まり」が 46.6％（870 人）と最も高く、次に「通

い+訪問」19.4％（362 人）「通い」が 14.2％（265 人）となっている。C2 では、

「通い+泊まり」が 45.3％（209 人）と最も高く、次に「通い+訪問+宿泊」19.1％

（88 人）「通い+訪問」が 17.8％（88 人）となっている。J2 では「通い」が 36.2％

（707 人）と最も高く、次に「通い+訪問」が 30.6％（685 人）「通い+泊まり」

23.5％（525 人）となっている。「通い」「訪問」「宿泊」の単体機能利用と「通

い+泊まり」「通い+訪問」「通い+訪問+泊まり」「訪問+泊まり」をみると、A1 ・

A2・B1 では、単体機能利用：複合機能利用がおよそ 3：7、B2・C1・C2 では単体

機能利用：複合機能利用がおよそ 2：8、J1・J2・自立では単体機能利用：複合

機能利用がおよそ 4：6となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

（16）利用形態と認知症日常生活自立度 

 利用形態と認知症日常生活自立度をみると、なし・Ⅰをみると、「通い」・「通

い+訪問」の割合が高く、Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・Ⅴでは「通い+泊まり」の割合が高く

なっている。「通い」「訪問」「宿泊」の単体機能利用と「通い+泊まり」「通い+

訪問」「通い+訪問+泊まり」「訪問+泊まり」をみると、なしでは、単体機能利用：

複合機能利用がおよそ 40％：60％に対して、なしでは単体機能利用：複合機能

利用がおよそ 20％：80％となっている。 

 

利用形態 A1 A2 B1 B2 C1 C2 J1 J2 自立 総計
通い 1001 942 330 265 55 43 228 707 65 3636
通い＋泊まり 1152 1403 662 870 226 209 137 525 44 5228
通い＋訪問 789 910 362 362 80 82 253 685 62 3585
通い＋訪問＋泊まり 373 437 207 257 83 88 61 191 13 1710
泊まり 61 69 48 66 18 18 10 22 2 314
訪問 102 111 38 35 11 14 57 105 13 486
訪問＋泊まり 11 6 4 13 2 7 1 3 1 48
総計 3489 3878 1651 1868 475 461 747 2238 200 15007

利用形態 A1 A2 B1 B2 C1 C2 J1 J2 自立
通い 28.7% 24.3% 20.0% 14.2% 11.6% 9.3% 30.5% 31.6% 32.5%
通い＋泊まり 33.0% 36.2% 40.1% 46.6% 47.6% 45.3% 18.3% 23.5% 22.0%
通い＋訪問 22.6% 23.5% 21.9% 19.4% 16.8% 17.8% 33.9% 30.6% 31.0%
通い＋訪問＋泊まり 10.7% 11.3% 12.5% 13.8% 17.5% 19.1% 8.2% 8.5% 6.5%
泊まり 1.7% 1.8% 2.9% 3.5% 3.8% 3.9% 1.3% 1.0% 1.0%
訪問 2.9% 2.9% 2.3% 1.9% 2.3% 3.0% 7.6% 4.7% 6.5%
訪問＋泊まり 0.3% 0.2% 0.2% 0.7% 0.4% 1.5% 0.1% 0.1% 0.5%
総計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

利用形態 A1 A2 B1 B2 C1 C2 J1 J2 自立
単体機能利用 33.4% 28.9% 25.2% 19.6% 17.7% 16.3% 39.5% 37.3% 40.0%
複合機能利用 66.6% 71.1% 74.8% 80.4% 82.3% 83.7% 60.5% 62.7% 60.0%
総計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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（17）利用形態と世帯状況 

 利用形態と世帯状況をみると、独居（近居家族なし）・独居（近居家族あり）

では「通い+訪問」の割合が高い。子どもと二人暮らし・子ども世帯同居では「通

い+泊まり」の割合が高くなる。独居（近居家族なし）では「訪問」7.9％（210

人）と他に比べて割合が高い。 

 

 

 

 

利用形態 なし Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M 総計
通い 307 604 591 856 777 247 301 48 3731
通い＋泊まり 191 508 601 1203 1440 550 739 156 5388
通い＋訪問 390 650 597 817 720 221 241 43 3679
通い＋訪問＋泊まり 84 225 216 389 412 160 201 49 1736
泊まり 12 44 25 57 88 31 52 8 317
訪問 93 108 92 114 54 22 23 7 513
訪問＋泊まり 4 8 3 6 14 3 9 0 47
総計 1081 2147 2125 3442 3505 1234 1566 311 15411

利用形態 なし Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M
通い 28.4% 28.1% 27.8% 24.9% 22.2% 20.0% 19.2% 15.4%
通い＋泊まり 17.7% 23.7% 28.3% 35.0% 41.1% 44.6% 47.2% 50.2%
通い＋訪問 36.1% 30.3% 28.1% 23.7% 20.5% 17.9% 15.4% 13.8%
通い＋訪問＋泊まり 7.8% 10.5% 10.2% 11.3% 11.8% 13.0% 12.8% 15.8%
泊まり 1.1% 2.0% 1.2% 1.7% 2.5% 2.5% 3.3% 2.6%
訪問 8.6% 5.0% 4.3% 3.3% 1.5% 1.8% 1.5% 2.3%
訪問＋泊まり 0.4% 0.4% 0.1% 0.2% 0.4% 0.2% 0.6% 0.0%
総計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

利用形態 なし Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M
単体機能利用 38.1% 35.2% 33.3% 29.8% 26.2% 24.3% 24.0% 20.3%
複合機能利用 61.9% 64.8% 66.7% 70.2% 73.8% 75.7% 76.0% 79.7%
総計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

利用形態 独居（近居家族なし） 独居（近居家族あり） 配偶者と二人暮らし 子どもと二人暮らし 子ども世帯同居 その他 総計

通い 277 329 644 491 2,009 250 4,000
通い＋泊まり 563 390 769 659 2,887 337 5,605
通い＋訪問 1,173 740 586 379 746 266 3,890
通い＋訪問＋泊まり 337 210 295 259 636 91 1,828
泊まり 85 38 35 40 119 24 341
訪問 210 107 106 38 70 42 573
訪問＋泊まり 15 8 10 7 7 1 48
総計 2,660 1,822 2,445 1,873 6,474 1,011 16,285

利用形態 独居（近居家族なし） 独居（近居家族あり） 配偶者と二人暮らし 子どもと二人暮らし 子ども世帯同居 その他

通い 10.4% 18.1% 26.3% 26.2% 31.0% 24.7%
通い＋泊まり 21.2% 21.4% 31.5% 35.2% 44.6% 33.3%
通い＋訪問 44.1% 40.6% 24.0% 20.2% 11.5% 26.3%
通い＋訪問＋泊まり 12.7% 11.5% 12.1% 13.8% 9.8% 9.0%
泊まり 3.2% 2.1% 1.4% 2.1% 1.8% 2.4%
訪問 7.9% 5.9% 4.3% 2.0% 1.1% 4.2%
訪問＋泊まり 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1%
総計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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（18）利用形態と自宅までの距離 

 利用形態と自宅までの距離を見ると、同一敷地内では「通い+訪問」の割合が

63.6％（776 人）と多くなっている。1キロ前後では「通い+泊まり」28.7％（1418

人）「通い」27.8％（1376 人）「通い+訪問」25.2％（1247 人）と同じくらいの

割合となっている。10 キロ前後・10 キロ以上では、「通い+訪問」の割合が 4割

を越し高くなっている。 

 

 

 

 

（19）利用形態と紹介経路 

利用形態と紹介経路を見ると、居宅介護支援センター・病院からの紹介経路

では「通い+宿泊」が 40.0％（2785 人）と多くなっている。地域包括支援セン

ターからの紹介経路では、「訪問」が 6.4％（139 人）と他に比べて多くなって

いる。 

 

 

利用形態 同一敷地内 1キロ前後 5キロ前後 10キロ前後 10キロ以上 総計
通い 113 1,376 1,783 548 147 3,967
通い＋泊まり 146 1,418 2,621 960 387 5,532
通い＋訪問 776 1,247 1,287 414 149 3,873
通い＋訪問＋泊まり 55 625 792 249 95 1,816
泊まり 21 61 134 85 38 339
訪問 107 209 183 57 15 571
訪問＋泊まり 3 11 20 8 5 47
総計 1,221 4,947 6,820 2,321 836 16,145

利用形態 同一敷地内 1キロ前後 5キロ前後 10キロ前後 10キロ以上
通い 9.3% 27.8% 26.1% 23.6% 17.6%
通い＋泊まり 12.0% 28.7% 38.4% 41.4% 46.3%
通い＋訪問 63.6% 25.2% 18.9% 17.8% 17.8%
通い＋訪問＋泊まり 4.5% 12.6% 11.6% 10.7% 11.4%
泊まり 1.7% 1.2% 2.0% 3.7% 4.5%
訪問 8.8% 4.2% 2.7% 2.5% 1.8%
訪問＋泊まり 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.6%
総計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

利用形態 居宅介護支援 地域包括 市町村 病院 運営推進会議 地域ケア会議 知人・近隣 その他 総計

通い 1,433 598 70 546 14 6 669 630 3,966
通い＋泊まり 2,785 507 77 822 11 1 547 800 5,550
通い＋訪問 1,518 650 77 484 11 4 597 518 3,859
通い＋訪問＋泊まり 906 233 30 222 8 0 210 205 1,814
泊まり 122 29 8 92 1 0 39 51 342
訪問 167 139 9 60 1 0 87 90 553
訪問＋泊まり 23 9 1 9 0 1 1 4 48
総計 6,954 2,165 272 2,235 46 12 2,150 2,298 16,132
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利用形態 居宅介護支援 地域包括 市町村 病院 運営推進会議 地域ケア会議 知人・近隣 その他

通い 20.6% 27.6% 25.7% 24.4% 30.4% 50.0% 31.1% 27.4%
通い＋泊まり 40.0% 23.4% 28.3% 36.8% 23.9% 8.3% 25.4% 34.8%
通い＋訪問 21.8% 30.0% 28.3% 21.7% 23.9% 33.3% 27.8% 22.5%
通い＋訪問＋泊まり 13.0% 10.8% 11.0% 9.9% 17.4% 0.0% 9.8% 8.9%
泊まり 1.8% 1.3% 2.9% 4.1% 2.2% 0.0% 1.8% 2.2%
訪問 2.4% 6.4% 3.3% 2.7% 2.2% 0.0% 4.0% 3.9%
訪問＋泊まり 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 8.3% 0.0% 0.2%
総計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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第３章 

質を高める様々な手立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1－１霧島市／霧島市小規模多機能ホーム連絡会（鹿児島県霧島市） 

（現：霧島市地域密着型サービス事業連合会） 

 

認知症連携パス 

事業所単独での質の向上への取り組みは、小規模であるがゆえの難しさもあ

る。学習や研修の機会があっても、少ない人数でローテーションしていること

もあり、なかなか参加できないのが現状である。また、小規模多機能型居宅介

護自体が、平成 18 年からの新しい仕組みであることや日常生活圏域に一つとい

うこともあって、まだまだ未整備の地域（市町村）もあり、孤立していること

もある。ここでは、質を高める観点で、孤立しがちな事業者が、どのような工

夫をしているかを紹介する。 

 

（１）連絡会の発足 

霧島市小規模多機能ホーム連絡会は、平成 18 年に「霧島市小規模多機能型居

宅介護事業者・開設予定者意見交換会」として活動を開始した。そして約１年

後の平成 19 年 7 月に霧島市小規模多機能ホーム連絡会として組織化した。 

そもそものきっかけは、小規模多機能型居宅介護の開設予定者（希望者）ら

が、これから小規模多機能型居宅介護事業を行っていきたいと思いつつも、制

度創設まもないため、具体的なイメージが湧かないという声があり、とりあえ

ず集まって不安を出し合ってみようという単純なきっかけであった。集まる場

には開設希望者だけでなく、是非、行政も地域包括支援センターも参加しても

らい一緒に今後ことについて検討していきたいと思い参加を事業者側からお願

いし、実現したものである。 

 

（２）意見交換の場であり、質問・要望の場ではない 

当初から事業者間の合意事項として「意見交換の場を決して行政に対する質

問攻撃の場にしない」という取り決めをした。事業者の行政もお互いにわから

ない状況で、一緒に語りあい「私たちの霧島市」において、それぞれの地域で

求められる「小規模多機能」のあり方を検討し合う場とする目的とした場であ

ることを合意した上で依頼した。当初から参加しているメンバーで、従来の連

絡会組織のあり方として、行政は情報伝達の場、事業者は質問の場といった上

から下へ、下から上へといった対立の構図からは何も生まれないという経験値

からの提案であった。 

霧島市当局も、参加依頼を快く引き受け、第１回目から今日に至るまで毎月

の定例会に必ず参加している。霧島市としても地域密着型サービスが介護保険

制度として初めての事業者の指定権者となり、保険者として小規模多機能型居

宅介護事業をどのように関わっていけば良いのか、育てていけば良いのかを検

１．質を高める様々な手立てとしての自治体・地域連絡会の取組み 
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討している 中でもあった。まずは行政と事業者が地域密着型サービスとして

の「地域」のイメージを共有し、行政は地域づくりの「黒子」としてバックア

ップするという姿勢が必要ではないかと考えたものである。そもそも行政だけ

で地域づくりをすることは不可能であり、行政と事業者が地域の高齢者の生活

実態や暮らしの様子、生き方等を一緒に考え、実現するために役割分担するこ

とで、行政には行政のできること、事業者には事業者だからこそできることを

把握することで、実効性のある事業構築が可能になるものである。また、行政

には異動が付きものであり、事業者は継続的に関わることが可能であることか

ら、行政の担当者が代わるたびに施策の進捗に極端な差が出ることがなくなる

のではないかと考えたものである。更には、行政が表に立ち事業展開していく

と、必ずしも現場の実態にそぐわないこともあるため事業者は「やらされた」

感が出て、行政と事業者の歩調のズレが高齢者の生活そのものに影響を与える

ことになりかねない。従って事業者が地域に住む高齢者一人ひとりの声を拾い

上げ、支援のあり方や方策を考え、行政が進むべき道と制度との整合性を図る

ことで、思ってもみなかったような広がりを見せることがあるのではないかと

考えたのである。 

 

（３）当初の活動は、事業者と自治体の共通目標の構築であり合意形成の場 

当初の活動は、お互い開設へ向けての準備の中での不安や悩みを出し合い、

これまでの居宅サービスと小規模多機能型居宅介護との違いや、地域密着型サ

ービスとして創設された小規模多機能型居宅介護の意味を、行政も事業者も一

緒になって意見を出し合いながら目指すべき小規模多機能型居宅介護のあり方

のイメージをみんなで作っていく場であった。また、毎月１回集まることを約

束事としていたことによって、お互いに顔の見える関係となり、事業者同士も

同じサービスを提供する競争相手ではなく、お互いに助け合いながら新たなサ

ービスを作り育てていく仲間となった。また、その場に行政も加わっているこ

とから、単なる介護サービス事業者だけの場ではなく、行政と協働し霧島市全

体を介護が必要になっても安心して暮らし続けられるまちにしたいという共通

目標の構築の場であり合意形成の場になったことが連絡会を組織した一番の成

果である。 

 

（４）事業者と行政が協働した取り組み／認知症連携パス 

～認知症連携パス 私のアルバム～やがてのために～の作成～ 

 連絡会活動をより充実したものにした成果の一つに「私のアルバム」がある。

これは、認知症をキーワードに、霧島市内のすべての高齢者が、利用するサー

ビスが変わるごとに基本情報や生活歴、ADL の状況等を毎回説明（聞き取られる）

のではなく、本人（利用者）とともに情報も伝わっていく仕組みができないか

というものである。いわば、医療における「医療連携パス」の生活版といった
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ものである。 

①『私のアルバム～やがてのために～』 

高齢者が、これまでの人生や思い出を書き

綴ることにより、やがての時（認知症になり

自分の意見や希望を言えなくなった時）に家

族や友人等の周囲の人や事業所の人に自分

の思いを伝え、尊重してもらうための、 後

まで自分が主人公の人生を送ってもらいた

いという意思を込めて作成する私の「アルバ

ム」である。 

 

②きっかけと経緯 

当時の行政担当者が事業者へ「医療連携パ

スのような仕組みを認知症対策にも応用で

きないだろうか」と連絡会に提案された。そ

れに対してすぐに賛同し、実現していくための方策の検討に入った。まずは事

業者を中心とした作成委員会を設立し、呼びかけしていくこととした。 

 委員会形式とした意味としては、提案は行政担当者からのものであったが、

そのまま行政主導で検討を進めると、事業者はやらされ感が強くなり、完成す

ることが目的となり、作成のプロセスでの意見交換や検討、合意形成といった

協働作業を通じた連帯感や認知症を持ちながらも自宅や地域で頑張って生活し

ている高齢者へ思いを馳せることなど、本来、作成のプロセスを共有しながら

得られる大切な要素が抜け落ちた、形だけの成果物になる危険性を感じたから

である。実践者自身が日々関わっている目の前の利用者や地域で暮らす認知症

の方々に何が必要なのかを考えていく事のほうが、実は成果物よりも重要であ

るとの認識にたったからであり、自分達自身が主体となり作成委員会を立ち上

げ、行政には作成委員の一人として参加してもらうことにした。 

 

作成委員会は平成21年7月から１年以上にわたって毎月1回1時間～2時間、

それぞれ日中の業務を終えた後、夜の時間に全くの手弁当で行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

78



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私のアルバム」作成委員会の様子 

委員会メンバーは以下のとおり 

・霧島市 

・霧島市地域包括支援センター 

・霧島市内の地域密着型サービス事業所 

  認知症対応型共同生活介護事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所 

認知症対応型通所介護 

・霧島市内の居宅介護支援事業所 

・認知症疾患医療センター 

・認知症の人と家族の会 

・霧島市社会福祉協議会 

・鹿児島県 

 

③検討内容 

当初は委員会を発足したものの「認知症連携パスって、全国のどこかでやっ

てるんだったらそれを参考に作れば良いのではないか」「個人情報保護の観点か

ら難しいのではないか」「退院時にもらうサマリーのようなもので良いんじゃな

いか」等々、排泄・食事・入浴など身体的機能を把握するためにどんな形式・

書式が良いのかの意見交換になっていた。しかし、検討を重ねるごとに認知症

の方はどのような暮らしを望んでいるのだろうか？認知症になって何かしらの

援助や介護が必要になった時、現実はどのような状況になっているのだろうか

など、形式論ではなく、認知症高齢者の実態について話し合われるようになっ

た。その結果、本人のこれまでの暮らしを大切にし、 期まで自宅や地域での

暮らしの連続性や本人が築いてきた関係性を書き綴ることによって、認知症に
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なっても関わる周囲の方々が、これまでの暮らしや本人の嗜好など「本人が大

切に思っている暮らし」が継続できるようなものにしたいと、認知症連携パス

のそのもののあり方や作成する意味を共有できるようになってきた。そして、

本人が主体的に自分の人生を書き綴り、更には認知症になっても自分の人生は

自分自身が主役であり続け、 期までその思いを大切にしたいという思いを込

め『私のアルバム～やがてのために～』というテーマとした。 
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 私のアルバムの収録されるものの一部 

 

そしてこの作成委員会で時間を も時間をかけ議論したことは下記に示す

「前がき」である。約１年半ほど毎月集まって検討してきた委員のこのアルバ

ムに対する思いがこの前書きに込められている。単なる書式づくりではなく、

本人主体の暮らしを実現するために、何が必要なのかを事業者と行政が一緒に

考えてきたこのプロセスに大きな意味があった。 

 

【前書き】 
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④アルバム作成の特徴・対象者 

アルバム作成の対象者は地域密着型サービス利用者、ご家族、地域の特定高

齢者、問い合わせのあった一般の方々、多岐にわたっている。作成にあたって

は、特にこだわらず、このように書かなければならないとは言わず、書けると

ころを自由に書いてもらう。文章が書けないまたは字が上手く書けない方はス

タッフが聞き取りをし代筆を行う。また昔の思い出の写真を持ってきていただ

き、その思い出を聞きながら書いていく場合もある。その時は、その写真をそ

の場でコピーし、アルバムに綴っていくようにしている。 

 

⑤普及について 

平成２２年１０月 キックオフミーティングの開催 

 「わたしのアルバム作成委員会」と共催で関係者約３００人を招き活用方法

についての説明を行う。 

 

平成２２年１０月以降 

 事務局を地域包括支援センターに置き、地域密着型サービス事業所が連携し

て普及に取り組んでいる。 
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公民館で地域住民に対して書き方講座をしている様子 

 

普及活動について 

 地区公民館でのサロン活動の活発な国分・隼人地区で紹介することから始め

た。サロンには昔からの身近な地域の方々が集まっておられ、私のアルバムを

通じて、お互いに昔のことを思い出し語りあい、より絆を深めることが出来き

たようである。この公民館での書き方講座以外にも、老健施設の家族会、地域

密着型サービスの利用者、認知症サポーター養成講座等でも紹介又は書き方講

座を行っている。 

 

⑥作成したことによる本人（利用者）の変化 

書き始めはなかなかうまく書けないと困っている方も多く、昔からの馴染み

の方と語りあいながら、またスタッフがそばにいて聞き出しながら書いていく

ことで、これまでの自分の暮らしを振り返る場になったり、懐かしむ様子がう

かがえる。仕上がったそのものも大切なものだが、仲間と語りあいながら作っ

ていく過程が楽しい時間になったり、また関係を更に深めるきっかけになった

りしているようである。 

 

⑦できたことによっての事業者の変化 

幾つかの事業所が本人または家族に聞きながら、活用している。表面的には

把握することのできない、本人の思い出や思考など意外な一面を知る機会にも

なり、本人が昔住んでいた場所や思い出の場所に行ってみようとか、得意だっ

たことをまた一緒にやってみようと、本人に更に関心を抱くツールになってい

る。 
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１－２ 福岡市／福岡市小規模多機能ケアネットワーク（福岡県福岡市） 

 

（１）連絡会発足 

「地域密着型サービス」に位置付けられた小規模多機能型居宅介護の役割と

して「住み慣れた自宅や地域で暮らし続けたい」と願う要介護高齢者の思いを

実現すべく、事業所と地域が手をつなぎ、介護が必要となった利用者の暮らし

について一緒に考える取り組みが求められてきた。 

利用者の暮らしをささえるため、事業所同士が協力し合い、お互い顔の見え

る関係となることで、事業者の資質向上になりひいてはご利用者のためにつな

がることであるとの確信をもって連絡会を立ち上げることとなった。連絡会の

目的は以下のとおり。 

①サービス提供に関する専門的知識及び技術の向上に関すること。 

②小規模多機能型居宅介護の事業所間でのネットワークの構築に関すること。 

③小規模多機能型居宅介護に関する必要な情報の収集と提供に関すること。 

④小規模多機能型居宅介護の健全な事業運営を達成するために、必要に応じ

て行政・各関係団体への働きかけを行う。 

⑤その他、目的を達成するために必要なこと。 

（２）連絡会としての取り組み／新型インフルエンザへの取組み 

毎月一回の定例会の開催を継続していくことで、顔の見える関係となって、

「商売敵」ではなく「協働者」としての意識が広まっていくこととなる。さら

に、自治体（福岡市）とも連携を深めつつ、質の確保、向上につながる取り組

みがなされている。ここでは、その取り組みの一つとして、平成 21 年に社会的

問題となった“新型インフルエンザ”の対策として連絡会がどのように行動し

たかを報告する。 

（３）新型インフルエンザ対策／事業所間業務提携 

平成 21 年、社会的問題となった「新型インフルエンザ」。ご利用者、職員等

が罹患した場合、パンデミックを防ぐため、非常時は事業所が閉鎖されること

も想定された。しかしながら、事業所が閉鎖された場合、利用者にとっては暮

らしの継続が困難になることも予測され、事業所閉鎖による二次被害を 小限

にとどめることが求められた。 

連絡会と自治体（福岡市）で話し合いを重ね、ご利用者の暮らしの継続を保護

するという観点から新型インフルエンザ特別対策として、事業所間で業務提携

し、必要にあわせて「通い」「泊まり」「訪問」のサーヒスの提供が引き継げる

ようなシステムを整えた。 

各事業所への説明会を自治体とともに開催し、ガイドラインを作成【資料-1】

し、すべての事業所間で合議のうえ、共通のツールとして契約書、契約書別紙

【資料‐2】【資料‐3】が作成された。 
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【資料-1】 

【新型インフルエンザ対策 事業所間業務提携についてのガイドライン】 

～福岡市小規模多機能ケアネットワーク～ 

 

全国的に拡がりをみせている新型インフルエンザでありますが、今後も感染

拡大が予想されているところであります。弱毒性といわれながらも感染率が非

常に高く、免疫力が低下している高齢者においても油断ができない状況が続い

ています。小規模多機能型居宅介護においては通いを中心とした在宅生活支援

であり、なおかつ登録制ということもあって、施設内感染が発生した場合は代

替サービスの利用が難しくなるといった問題を抱えています。今回、福岡市小

規模多機能ケアネットワークとして福岡市監査指導課と協議の結果、事業所の

営業自粛、閉鎖になった場合において、事業所間でしっかりとした業務提携契

約を交わした上で、通いの利用が著しく高い利用者については、利用者又はそ

の家族の同意を得て、依頼先の事業所の通いで介護支援することを認めること

になりました。発想は「利用者の生活を３６５日２４時間守る」という観点か

ら事業所間で協力するということを起点としていますが、全てを無償で賄うと

いったことはさまざまな面で限界があると考えました。この度、事業所間の業

務提携の手続きを定めましたのでお知らせいたします。 

 

1. 福岡市で事業運営を行っている小規模多機能型居宅介護事業所において、新

型インフルエンザの施設内感染が発生（事業所の職員、利用者又はそれぞれ

の家族にインフルエンザ患者が生じた場合をいう）し、なおかつ事業所内で

の介護支援の継続が困難と判断された場合で、利用者の暮らしを３６５日２

４時間支えるという視点から、訪問だけでは対応しきれず、通いの利用が著

しく高いと判断された利用者に対し、依頼先の事業所において通いの利用を

認めることとする。 

2. 提携を行う事業所は事前に、業務提携契約書を取り交わすこととする。 

3. 利用に関しては、利用者又はその家族に対して事前に依頼先事業所における

サービス内容等の情報提供を行い、利用者の同意を得ることとする。（食費

など、事業所間のサービス内容が異なる点に注意する） 

4. 他事業所の通いサービスを利用する場合はインフォーマルサービスとして

ケアプランに位置づけられることが望ましい。 

5. 利用に関しては依頼先事業所のその日の利用者数、職員配置の状況等によっ

て受け入れの可否を判断する。 

6. 依頼元事業所は依頼先事業所の業務負担の増大を防ぐ目的で、依頼先事業所

に訪問するなどのバックアップを行う。 

7. 依頼先事業所は保険外サービスとして受け入れるため、通いの定員数には含

まないこととする。ただし、事業所のスペースに応じて適切な人数を受け入
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れなければならない。 

8. 依頼先事業所は運営基準に定める必要な人数を確保するとともに、受け入れ

る利用者のサービスに必要な人数を配置すること。 

9. 報酬に関しては通常のレセプト請求で事業所が定額の報酬を算定すること

とし、日割り計算などで依頼先事業所へ規定金額の支払いを行うこととする。

（金額に関してはそれぞれの事業者間で決定する） 

10. 事業所の加入している保険会社へ確認し、事故発生時の責任の所在を明確に

しておく。（基本的に受け入れ事業所内で起きた事故に関しては受け入れ事

業所で責任を負うこととする。バックアップとして協力した依頼側の事業所

職員が依頼先事業所で罹災した場合は依頼側の労働災害とし依頼側で責任

を負う） 

平成 21 年 10 月 28 日 
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【資料‐2】 

【業 務 提 携 契 約 書】 

（新型インフルエンザ対策） 

 

             （以下「甲」という）と、小規模多機能型居宅介

護事業者である             （以下｢乙｣という）とは、新型イ

ンフルエンザ対策における事業連携として、次のとおり「甲」が業務を委託し、

「乙」が受託する業務提携契約（以下｢本契約｣という）を締結する。 

 

第一条（契約の目的） 

 本契約は、新型インフルエンザの集団感染拡大の対応策として、甲乙のお互

いの信頼関係をもとに、事業所内で集団感染が発生し、事業所が営業自粛、閉

鎖になった場合でも、利用者の安定した生活が今までどおり継続できるように

支援することを目的とする。 

 

第二条（契約業務の内容） 

 本契約に基づく乙の業務内容は、別途定めるものとする。なお、乙の提携業

務履行にあたって、甲は必要な援助を行うものとする。 

 

第三条（業務提携料） 

 甲は、乙に対し別途定める提携料金を支払うものとする。 

 

第四条（支払い条件） 

 前条による対価の支払い方法は、毎月月末に締め切り、翌月までに甲は乙に

当該月分を支払うものとする。 

 

第五条（守秘義務） 

 甲および乙は、それぞれの提携業務履行にあたって、甲は利用者に対して乙

への個人情報の提供について承諾を得るとともに、乙は知りえた利用者及びそ

の家族の個人情報などの一切を正当な理由もなく第三者にもらしてはならない。

なお、甲、乙の従業員及び家族も同様の義務を負うこととする。 

 

第六条（損害賠償） 

 乙の業務履行中、乙の責に帰すべき事由により相手方、もしくは第三者に損

害を与えた場合、乙は損害を賠償しなければならないものとする。 
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第七条（契約期間） 

1. この契約期間は、契約締結日より 6ヶ月間とする。ただし、契約後 3ヶ月を

経過した時点で見直すことが出来る。また、期間満了の 1ヶ月前までに甲乙

いずれからの通知がない場合は、自動的にその満了日より自動更新とする。 

 

第八条（契約解除） 

1. 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除する

ことができるものとする。 

2. 甲乙双方共、やむをえない事情がある場合は文書で通知することにより、一

ヶ月間の予告期間をおいて、この契約を解除することができるものとする。 

 

第九条（協議事項） 

 本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項

については、その都度甲乙速やかに協議の上、円満に解決するものとする。 

 

 この契約の証として本契約書を 2 通作成し、署名捺印の上、甲乙ともに各事

業所 1通ずつ保有することとする。 

 

【契約締結日】  平成   年   月   日 

 

【契約者氏名】 

     （甲事業所）   事業所名                 印 

                住所 

             代表者職氏名               印 

 

     （乙事業所）   事業所名                 印 

                住所 

             代表者職氏名               印 

 

 

福岡市小規模多機能ケアネットワーク 
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【資料‐3】 

【業 務 提 携 契 約 書 別 紙】 

～福岡市小規模多機能ケアネットワーク～ 

 

1. 本契約第二条（契約業務の内容）について 

新型インフルエンザが原因で事業所が閉鎖等し、通いサービスの提供が困難

になった場合、なおかつ登録利用者において「通い」の利用の必要性が著し

く高い場合、契約事業所間でお互いの信頼関係の下、甲の受け入れ態勢が通

常の状態に戻るまでの期間、乙で必要性のある利用者を下記のとおり受け入

れるものとする。 

  ①乙が提供するサービス等の内容 

・ 必要に応じた通いサービス 

・ 認知症の状態を勘案し、極力混乱を避ける対応 

・ 利用中に必要な情報交換、甲が主催するサービス担当者会議への出

席 

・ 主治医への報告、連携 

・ 介護支援記録 

・ 行った業務内容に関して、甲への定期的な報告 

・ 事前に家族、介護者へ利用の報告を行い、緊急時を含めた対応の同

意を得ておくこと 

・ サービス担当者会議において緊急時の対応方法等の確認を行うこと 

② 甲から乙への支援（乙の業務履行にあたって、甲は柿の支援を行うもの

とする） 

・ 利用者に関する基本状況の提供、可能な範囲で甲の職員を乙へ派遣

するなど極力混乱を避ける対応をおこなうこと 

 

2. 本契約第三条（業務委託料）について 

各事業所間でお互いの信頼関係のもと取り決めを行うこととする 

（例）利用料に関しては介護保険制度における小規模多機能型居宅介護の報

酬設定を基準とし、要介護度別の日割りの単位数を利用日数で乗じたものと

する 

＊その他の業務提携料 

・ その他、必要と考えられる提携料等の費用が発生した場合は、その

都度検討し合議の上、別途料金として定めるものとする。 

 

3. 本契約第五条（守秘義務） 

甲は、利用者の個人情報を乙へ提供することについて利用者からその旨の同

意書を得ておく。 
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4. 損害賠償に係る責任等について 

乙は、業務履行に際して生じた損害に対する賠償責任に備えて、損害保険に

加入するものとする。また、現在加入している損害保険が受け入れた甲の利

用者に対しても適用になるかを確認すること。乙において生じた事故につい

ては、甲、乙が互いに協力して利用者等に対し適切な対応を行うものとする。 

 

5. その他について 

① 乙は、その介護支援について適切な記録を残し、甲へ確実に伝えるもの

とする。 

② 甲、乙は「助け合いの精神」でそれぞれの事業者間を支えあう姿勢を守

る 

 

（４）新型インフルエンザ特別対策を通して得たもの 

実際、結果としてこのシステムが福岡市連絡会のなかで使用されることはな

かった。しかしながら、このシステムを築いていく過程の中で、連絡会に加盟

するすべての事業所・自治体職員が一体となって利用者の暮らしを守るという

目的を共有し、知恵を出し合い困難を回避するために議論し合うことができた

ことが一つの成果であろう。行政は、1つの事業所からの声だけでは動くことは

できない。市内事業者の声としてであれば、事業者とともに考えることができ

る。 

運営推進会議についても、これまで各区の地域包括支援センターのみの参加

であったが、行政の学びの場として市役所の担当部署も参加するように変化し

ている。また、事業者の間でも、顔の見える関係ができたことで、事業所が他

の事業所の運営推進会議に参加し合い、良い部分はどんどん取り入れる。ノウ

ハウを事業所間で共有し、高めあっていくことにつながっている。 
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１－３ 大牟田市（福岡県大牟田市） 

 

福岡県大牟田市は石炭産業の衰退により、1960 年に 205 千人い

た人口は 12 万 3600 人まで減少した。 

高齢化率 29.7％の都市で、この 29.7％という数字は、10 万人以

上の都市では全国２位の高さになる。幼年人口の減少とともに高齢

化率が急速に進んでいる。 

多くの高齢者に「閉じこもり」の傾向がみられ、世代間交流もほ

とんど行われていない。一方で２００５年から地域交流施設の設

置・整備を進めており、高齢者の日常生活圏域を小学校区と捉え、

市内 24 校区すべてにおいて小規模多機能型居宅介護事業所の整備

を行い、地域交流拠点の併設を義務付けている。 

この地域交流拠点は高齢者を中心とした、地域の人たちが自由に

使える「たまり場」としての機能を持ち、世代間交流、認知症ケア

の中核となることが期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防拠点・地域交流施設・・・・・４０

小規模多機能型居宅介護・・・・・・・24

91



（１）小学校区に小規模多機能型居宅介護を設置 

もともと大牟田市では、地域密着型サービス創設時より、各小学校

区に一つずつ小規模多機能型居宅介護を整備する計画を作成した（第 3

期介護保険事業計画）。よって、国の示している日常生活圏域が中学校

区を目安としているのに対し、小学校区である大牟田市では全国の 2

倍の設置ということになる。整備にあたっては、上述の地域交流拠点

を必須としていることに加え、他の市町村と比較しても早い段階から

小規模多機能型居宅介護整備に着手しており、全 24 の日常生活圏域（小

学校区）のうち第 3 期中（平成 18 年度～平成 20 年度）に 23 圏域で整

備が完了するなど、小規模多機能型居宅介護の先進地域としても全国

有数の都市である。ここからも、単に小規模多機能型居宅介護を整備

すればいいというような後ろ向きな政策ではなく、より住民の身近な

地域にサービスが出向いていく指向であることがうかがえる。いわば

大牟田市は、地域の駆け込み寺としての直接サービス拠点と地域交流

スペース（間接サービス拠点）を設置することで、地域密着型サービ

ス（小規模多機能型居宅介護）でまちづくりをするという方針が見て

取れる。 

 

（２）行政と事業者の役割 

「行政は住民に働き掛けるだけでなく、裏方としての役割を引き受け

ることも必要」大牟田市で平成 14 年から進められている認知症ケ

アコミュニティ推進事業について、これまでの軌跡として「まずは

関係する事業者への教育」を優先課題とし、認知症コーディネータ

ーを育成している。 

次に医療面での担保として、認知症疾患医療センター、急性期病

院、在宅療養支援診療所への啓発、さらには早期発見・初期支援に

向けたもの忘れ相談検診を開始。この検診は本人の会やもの忘れ相

談員の育成にもつながっている。「国の制度としてないのであれば、

自治体がつくっていこう」との姿勢からこれらの取り組みを行って

いる。 

高齢者をはじめとする地域住民が、住み慣れた地域で生きがいを

持ち、安心して生活を営むことができるように、小地域ネットワー

ク と し て の あ る い て い け る 場 所 に 地 域 交 流 ス ペ ー ス を 配 置 し て

様々な活動をおこなっている。 

そして、地域住民の活動や交流スペースの活用を促すために、た

だ箱モノを整備するだけではなく、活動の支援や活性化を促すため

の黒子として小規模多機能型居宅介護事業所や、認知症コーディネ

ーターなど人的資源の教育や配置を行っており、ハード面とソフト
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面両面から支援を行っている。 

また、早期発見、専門的な支援のひとつとして地域全体を認知症

疾患センターや在宅支援診療所との連携により認知症の正しい理

解、早期発見、早期治療を行っている。 

全体像として、より住民の身近なところの整備（日常生活圏域の

整備）と、介護だけでなく、医療面においても認知症高齢者の支援

に力を入れていることがわかる。 

住民が主体的に地域に関わるきっかけを行政が作り、支援する人

材を教育することで、地域における自助・共助・互助の仕組みがで

きており、大牟田市版地域包括ケアシステムということができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域へ出向くことで見える生活課題 

 大牟田市の姿勢は「地域へ出向く」ことをとても大事にしている。

運営推進会議には必ず行政職員が参加していることもその表れの

ひとつである。ある自治体では地域密着サービスが多いことを理由

に運営推進会議への参加を一律行わないとしている自治体もある

なか、大牟田市は逆の発想だ。 

これは寄り身近な地域の中に出向いて行き地域の生活課題を細

かく聞くということにもつながる。また、行政職員も地域の住民で

あり、地域をよりよくしていくためには地域住民だけでなく、行政

大牟田市版地域包括ケア

地域交流
スペース

小学校区（２４か所）に
小規模多機能型居宅介護事業所

身近なところに
（歩いて行ける）

認知症疾患医療センター
在宅支援診療所

93



職員の意識の変化も必要であり、そのことにも一役買っている。 

運営推進会議に行政職員が参加することで、ゴミの問題など介護

以外での要望や地域の生活課題などを行政職員に訴える場面もあ

った。 

当初運営推進会議では地域密着型事業所の運営について議論す

る場であり、地域の生活課題を取り上げることに抵抗も感じたが、

それらの生活課題を解決していくことがより良い地域づくりにつ

ながると考え、住民の生の声を聞く場として行政が運営推進会議を

活用している。 

それら一つ一つの生活課題を住民と一緒に解決していく姿勢こ

そが地域づくりであり、地域の単位を小さくしたことでより地域と

の密着度が増す結果となっている。 

 

（４）箱モノづくりから人づくりへ（認知症コーディネーター・地域交流拠点） 

認知症になっても安心して地域で暮らすことができるまちづくりの

ために、地域における認知症の人とその家族の支援とまちづくりをコ

ーディネートしていく専門職指導者が求められている。 

 認知症の人（本人）を、いちばん身近にいる家族だけで支えるのは

難しい。認知症コーディネーターは認知症の人（本人）の思いを「家

族」「地域」「医療機関」「行政」「事業者」など周りに「伝える」こと

や、「課題や問題」を抽出し、地域全体に発信し、地域全体で支えるこ

とができるような「つなぎ」の役割である。 

地域住民や介護現場の職員に対して介護方法や対応方策の指導・助

言を行うとともに、介護家族からの相談に応じるなど認知症ケアを通

したまちづくりのコーディネーターとなる人材の育成を目指し、「認知

症コーディネーター」を養成している。 
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また、認知症コーディネーターだからといって全てを解決できるわ

けではなく、今その人にとって、必要な物、人、資源などを探りなが

らつないで「地域の中で住み続ける」実現にむけて活動を行っている。 

 地域交流拠点では、「物忘れ相談検診・予防教室」を定期的に開催し

スクリーニングにおいて軽度認知障害の状態あるいは認知症の疑いが

ある地域住民を対象に認知症予防教室を開催したり、認知症予防効果

が期待できるアクティビティや日常生活指導や参加者との交流、病気

や介護に関する相談、情報提供を実施している。また、子供たちの認

知症の理解のための絵本教室を開催したり、高齢者等 SOS ネットワー

クの地域拠点としての役割、など地域のたまり場、交流スペースとし

て機能している。 
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（５）ネットワークづくりから生まれた地域力 

大牟田市においては認知症コーディネーターや小規模多機能型居宅

介護に併設している地域交流拠点を活用しつつ地域のネットワーク化

を図ってきた。 

これまで、介護は本人や家族、サービス事業所や行政機関だけが担

うものとして捉えられていたものが、地域の理解や興味が深まる中で

関わりを持ってくれる住民も増えてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独居や高齢者単独世帯が多い地域においては、介護が必要な状態になると、

同居していない遠方の子供等は心配で自宅での生活の継続に不安を抱く家族も

少なくない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者が自宅退院するための必要な“力”

自分の“力”
・日常生活動作
（ADL）

・手段的日常動作
（IADL）

行政の“力”
・介護保険 等
・在宅介護サービス
・施設サービス

家族の“力”

・身体介護
・生活介護

白川病院（大牟田市）MSW猿渡氏資料より

地域の“力”
・隣近所の見守り
・安否確認
・ゴミ出し支援など
ご近所付き合い

患者が自宅退院するための必要な“力”

自分の“力”
・日常生活動作

（ADL）
・手段的日常動作

（IADL）

行政の“力”

介護保険 等
・在宅介護サービス

・施設サービス

家族の“力”

・身体介護
・生活介護

白川病院（大牟田市）MSW猿渡氏資料より

病院から退院する患者の
退院前訪問指導

＊地域の繋がり合いの復元

本人

インフォーマル

別居家族

フォーマル
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写真は、本人が病院から退院して自宅へ帰るための事前訪問の時のひとコマ

である。 

ご本人は病院退院後、自宅に帰りたいと思っている。しかし、遠方で生活し

ている息子（左下）は、１人での自宅での生活には不安を感じている。右下の

女性が担当のケアマネジャーで左上の白衣の女性は医療機関から付き添って来

た看護師である。本人と家族の間にいる方々は、本人を知っている知人であり、

友人であり、ご近所さんたちである。 

 本人は久しぶりに戻ることができた自宅で昔馴染みの人たちに囲まれて、今

後の自宅での生活を考え、左下の息子は自宅での生活に不安を感じているので

ある。 

 この地域では地域の方々が掃除をしたりして自宅に戻る準備を手伝ってくれ

るのである。そのことは本人が地域の一員ということを実感でき、地域の方々

も支えているという実感を得ることができる。 

 今回のこの場面においても家族の不安を昔馴染みの人たちが間に入ることで、

本人は「自宅に帰る」という意欲がわき、馴染みの人は「支える動機付けがで

きる」。不安を感じている家族は「本人の思い」を目のあたりにすることができ、

「安心」というまでには至らないかもしれないが「覚悟」をするきっかけ作り

としての場面となる。当然フォーマルの支援として介護保険、医療的な支援は

行われるのである。 

 このネットワークは行政機関が狙って行われたものではなく、交流拠点や認

知症コーディネーターなどの取り組みから地域がそれぞれ必要なネットワーク

を地域主導で行う中で事業所や行政が黒子となって支援したものである。 

 また人それぞれで集まるネットワークのメンバーは違い、その人に合ったメ

ンバーが集まってくるのである。 

  

（６）地域の応援団づくり 

行政主体の地域づくりには様々なアプローチがある。 

大牟田市ではこれまでの「お役所仕事」的な決められた処理や文章解釈、マ

ニュアルによる対応では地域づくりは難しいと考えている。住民と行政とが協

働し、それぞれの役割分担を明確にして地域での活動、地域づくりを行ってい

くことが重要であり、そのため国が示している中学校区という生活圏域よりも、

より小さな単位での地域という形を示し、その中で住民が参加しやすい環境を

作っている。 

行政主導で住民に参加意識がなく、自己実現がない取り組みだと住民の満足

度も低くなりがちだ。 

行政ができる役割は限られており、制度で支える仕組みにも限界がある。住

民が主体として活動できるような工夫を大牟田市の行政では「できれば黒子と

しての立場」で参加していこうと考えている。 
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そして、住民と行政、住民と事業者、事業者と行政など様々な場面でコーデ

ィネートする役割の人材を教育し、配置している。このコーディネーターは様々

な場面で、人と人、人とものをつなぐために日々地域で活動を行っているので

ある。 

地域には様々な資源が隠れており、それぞれにスポットライトを当てて、い

つでも応援団（サポーター）として活動ができるような地域活動を行うことで、

新たな課題が見つかり、その課題に向けた活動が始まるといった好循環が起こ

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の工夫

住民が参加

新たな

サポーターが
見つかる

サポーター

が活動

新たな課題

地域が住民主体で活動する好循環

行政は黒子として
支援

コーディネーターが必
要な時に支援・調整
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１－４ 加賀市（石川県加賀市） 

 

（１）整備計画の方針転換 

加賀市だけではなく、多くの自治体では、施設待機者数が多数いるという理

由や、事業者の要望で大規模施設の整備が行われている。加賀市でも第 2 期の

介護保険事業計画までは、大規模施設の整備を行ってきた。 

大規模施設は郊外に建設され、県が指定し地元の加賀市民以外の入居者が多

数おり、多くの入居者は住み慣れた地域を離れて郊外の施設へ入所となってい

た。 

「認知症になったら施設入所」という考えが根強く残るなか、「高齢者が望ん

でいることは、住み慣れた地域で暮らし続けること」であるとの原点に立ち返

り、そのための施策を行うことを第 3 期の介護保険事業計画から施設整備方針

を大きく転換した。 

 具体的には①生活圏域の中で事業所を整備する②少人数の単位で行う介護を

基本とする③加賀市が指定し、加賀市民以外は利用できない（地域密着型サー

ビス）とし、大規模施設をつくらず、認知症高齢者向けの地域密着型サービス

を整備する。郊外の大規模特別養護老人ホームを整理し、街中の市有地を用地

として事業者にｇ売却するなどで小規模特養への転換を進める方針で計画は進

んだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成18年

平成22年

作見

動橋

片山津

大聖寺

東谷口

三木

三谷

南郷
塩屋

山代

勅使

庄

分校

湖北

山中

橋立 金明

河南

西谷 東谷

42

15

29

100

100

30

15

本体施設
の移築

30

29 サテライト

サテライト

サテライト

地域密着型サービスの計画的整備

多床室特養

個室ユニットケア特養

20

25

小規模多機能

25

18

25

25

25

片山津圏域

作見圏域

動橋圏域

橋立圏域

山代圏域

サテライト大聖寺圏域

特養総定員３８０
個室ユニット定員260

多床室定員120
個室ユニット割合６８％

特養総定員３８０

個室ユニット定員130
多床室定員250

個室ユニット割合３４％

100

山中圏域

（数値は定員数）

25

100



（２）地域住民との交流が図りやすい街中の既存施設を改修すること 

介護保険事業計画の転換により、住み慣れた地域への事業展開が行われるが、

地域の中に大きな箱ものを作るのではなく、地域の景色になじんだ違和感のな

い事業所の設置を進めていったときに、既存施設を改修しての利用となった。 

 明治 13 年建築の織物問屋は、「小規模多機能ホームきょうまち」として蘇っ

た。地域住民との交流も盛んで、まつりには「きょうまち」が町内会の本部と

して使われる。表に面した格子戸を開け、ご近所に開放。みこしや獅子舞が立

ち寄る。以前は空き家だった時は大家の好意で、本陣として使わせてもらって

いた。事業所が入った今も継続して本陣として利用する。 

 これまであった建物ものが介護事業所として中身が変化しただけで、地域に

必要な機能は変化しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）高齢者にとって生活の場として暮らし続けることができる空間 

 古い建物を使用すると、そこにある空気というか気配には馴染みのものがあ

る。 

 なんとなく落ち着ける空間ができる。 

人が集まるイベントも活発に行われる。例えば、僧侶による法話。加賀一向

一揆で知られる信心深い土地柄か、ご近所からも毎月７、８人が参加する。 

 認知症の人が地域で暮らすには周りの理解が必要になる。周りからは「施設

に入ってはどうか」などといわれ、施設志向が強い。 

地域に理解がなければ、事業所を受け入れる際も「外に出ないようにしても

らいたい」「民生委員や町内会長の仕事が増える」といった不満が出てしまう。 

小規模多機能ホームきょうまち

＜大聖寺圏域＞

・大聖寺圏域の高齢者が生まれ育った旧城下町の趣を残した町屋を活用
・建設部の町屋再生事業との連携事業

改修

改修前 明治１３年建築

改修後

歴史的建物の再活用

平成１９年１０月開所
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開設前からの運営推進会議などを通じて住民にかかわってもらう一方で、施

設側も地元商店で商品を購入したり、事業所の清掃活動をしたり、地元のしき

たりを守ること、地元の人を雇用するなどして、理解を深めていく努力をして

いる。 

 単に古い建物を改修して事業所を開設するのではなく、地域と付き合う工夫

もとても重要な要素の一つである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）キャラバンメイトの配置など自主的な地域住民向け認知症サポーター講

座を開催する 

既存の特別養護老人ホームをサテライトとして地域に分散し、ケアマネジャ

ーなどのサービス事業者を事業者の視点ではなく生活者の視点へと研修し、住

民の協力、特に商店街などの認知症の方々と接するであろう商店の人々にキャ

ラバンメイトを受講してもらい協力者を増やしていく活動を事業所中心に行っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

小規模多機能ホーム・地域交流拠点（介護予防拠点）

○生活圏域の中で事業所を整備。（自宅の近くの住み慣れた地域で利用）
○小規模多機能ホームと地域交流拠点（介護予防拠点）を併設整備
○要介護者のみが集まる場でなく、共生型の様々な地域住民が集う場へ

日常生活圏域

小規模多機能拠点
地域交流拠点

介護予防拠点
併設

地域住民が
集まる取組み

介護予防活動、地域活動の拠点、
学童クラブなどの子育て支援など
様々な社会資源との連携整備

要介護者が地域へ
出かける取組み

医療機関・介護サービス
介護施設・行政との連携

学校・保育園
との交流

・ ﾊ・ ｢・E・ ・・ ﾜ・ ・
・ K・ ・・E・ ｩ・ ・・ ・

地域の人と一緒に法話
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（５）運営者の指定をする時のコンペにおいて、マニフェストの提出を義務 

づけ 

小規模多機能型居宅介護の開設希望者は、応募にあたり、ただ手を挙げるだ

けではなく「やること」をマニフェストとして表明し、選考される。 

 ただ認知症の人を介護するということだけでなく、地域密着サービスとして

地域との関わりや工夫、他事業所との連携など、その項目は多岐にわたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出されたマニュフェストは、行政が指導したものではなく「自ら」が宣言

した内容である。自らが自らの事業所の質を確保していくため、継続した取り

組みが求められる。 

 

（６）マニフェストの評価・確認を外部評価、運営推進会議、実地指導で 

 マニフェストの確認評価は、運営推進会議などを利用して確認評価をしてい

る。事業所は事前に何を目指し、何をしないといけないのかということがマニ

ュフェストによて明確になっているため、住民や利用者もわかりやすく、安心

なのである。また、事業所のスタッフも、自分たちが何を目指しているのかが

見えるため、やるべきことが共有化されやすい。自分たちの目的を地域や行政、

スタッフも含めて宣言し共有することは、協働にもつながり地域づくりにも有

効である。 
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（７）地域密着型サービス事業者を、地域づくりを進めるためのパートナーと

して位置づける 

市町村に地域密着型サービスの指定権限が与えられた意味と責任は地域づく

りにあると思われる。小規模多機能型居宅介護事業所は、行政から「ああ言わ

れた、こう言われた」ということではなく「一緒に進めていこう！」と考える

パートナーとして位置付けられており、マニフェストを通して地域づくりを宣

言している。行政も事業所だけに任せるわけではなく、行政、事業者が役割を

分担して、それぞれの強みを生かしたまさにパートナーのとして、地域に働き

かけるのである。 
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１－５ 小規模多機能型居宅介護事業所「かほく」（熊本県山鹿市） 

 

地域の安心をつくるための取り組み 

 熊本県の山鹿市で 23 年 4 月に開所 

した小規模多機能型居宅介護事業所は、 

山鹿市との連携の中で、地域の安心拠 

点としての取り組みを行っている。 

「かほく」は、山鹿市の山間部の地域 

にあり、別表のように高齢化率 34.6% 

の圏域にある。地域の実態は、次のよ 

うに言える。 

①多くの高齢者は地域のつながりの中で役割や生きがいを持って暮らしてい

るが、今後の生活への漠然とした不安（とくに医療や介護への）を抱えてい

る。一旦介護が必要な状態になると、選択肢も限られる中で、家族介護か施

設入所という二者択一の考え方が根強い。 

②介護者がそれぞれ孤立し、情報収集や相談の機会が少なく、一人に負担が集

中しストレスにつながっている。 

③医療ニーズは高いが、在宅を支える医療機関の数が少なく、「何かあったら

自宅を離れて入院」という現状。在宅で医療を受けながら暮らしていけると

いうイメージが薄い。 

④独居高齢者は地域で何らかの生活支援を受けていることが多いが、逆に家族

のいる高齢者が孤立しているケースがある。家族がいてもいなくても、安否確

認や見守り、買い物支援等のきめ細かい生活支援のニーズは高いが、現行の高

齢福祉サービス等の使いにくさや不足がある。声を上げることの遠慮もあり、

閉じこもりに繋がっている人も。 

 

こうした中で、新規に開設した「かほく」では、地域ニーズに応えるために

下記の 4 点のメニューを、併設した介護予防拠点を活用し開始している。 

①安否代行確認事業 

家族等が本人の安否確認を日々電話等で行っているケースで、呼出コール

に本人が出ないなどで、安否が確認できないときに、自宅を訪問し家族等の

代行をして安否を確認し、ご家族等に報告する事業 

これは、ご家族等は遠方にいて心配している。連絡が着くときは安心だけ

ど、もし万一の場合が不安。そのことだけでも施設入所となってしまう。そ

こに安心を提供し、住み慣れた地域で暮らし続けるための支援である。小規

模多機能型居宅介護の利用者には当然行うサービスであるが、地域の安心の

ために小規模多機能型居宅介護の利用者以外にも行っている。 

②いざという時の助け合いの輪づくり事業 
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独居等の方で、小規模多機能ホームにボランティア登録をすること等で、

ホームとなじみの関係ができ、困ったときには、お互いに相談対応が受けら

れる。 

これは、日ごろからの関係づくりを行うことで、何かの場合に支援に繋げ

られるようにしていくための取り組みである。日ごろから顔なじみになって

いることが大事なので、ボランティアとして登録し、関わりをつくることに

したもの。因みに、山鹿市では認知症サポーター数が 23 年 12 月現在 8,769

人（人口比 15.434%）となっていて、ボランティアへの意識は高まっている。 

③パン教室（介護者の集い） 

同じ地域に住む、介護の経験者や、現在介護を行っている方が一緒にパン

づくりをすることで、介護の話や先輩からのアドバイス、或いはホット一息

できる時間をつくる事業これは、介護者は理由がないと出かけられないので

パン教室として介護者教室を開催し、皆でつくったパンを持ち帰ることで外

出可能にするものである。 

④むすびの会（勉強会＆地域住民の親睦会） 

   地域住民が集まり、酒の肴をつつきながら、地域を元気にすることにつ

いて話をする。 

   これも「顔を知らない同士は連携できない」ので、普段から交流を図ろ

うというもの。特に男性の参加を意図している。 

 

 

 

 

 

山鹿市全体の状況 

人口 56,733 人 

高齢者 17,149 人（高齢化率 30.2％） 

要介護認定者数 3,636 人 

（認定率 21.2％） 

認知症日常生活自立度Ⅱ 以上の人 1,916 人（高齢者の 11.2％） 

高齢者単独世帯 2320 世帯（全世帯の 11％） 

高齢者夫婦世帯 2484 世帯（全世帯の 11.8％） 

日常生活圏域 8 圏域 

 

事例の鹿北圏域は、 

人口 4,700 人、高齢者数 1,626 人 (高齢化率 34.6% ) 

認定者数 341 人(認定率 21.0% ) 内認知症の方 186 人(高齢者の 11.4%) 
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１－６ いつでんどこでん（熊本県山鹿市） 

 

地域住民が事業所を運営する「いつでんどこでん」(NPO 法人よんなっせ山鹿) 

～地域密着の取り組みとは～ 

事業所の運営が NPO 法人「コレクティブ」から地域住民による NPO 法人「よ

んなっせ山鹿」に正式に移行されたのは 2009 年のことである。現在、住民が自

らの地域のあり方、地域に合った「ケア」のあり方を考えはじめ、異なる世代、

異なる立場の人々が日常的に交流できる拠点を作り出している。そこでは地域

に密着した新たな関係性や活動が育ちつつある。 

 

（１）「いつでんどこでん」の地域移行過程 

①地域について- 

地域の自治会長さんは次のように言う。「昔のつながりは強かったですね。農

作業でも互いに手伝い、各々の家の内容が皆わかってましたからね。そのつな

がりがだんだんなくなってきてしまって、何らかの形でつながにゃいかんとい

うことで、年に 1 回自治会の運動会を、38 年間交流のためにずっと続けてやっ

てきました。でもそれだけでは地域の繋がりはできません」。 

 地域が無縁化する中で、どうにか縁を繋ぐ取り組みが行われていたが、それ

だけでは繋がりはできてなかった。 

②域住民による NPO 法人設立 

地域密着の NPO 法人「よんなっせ山鹿」設立の趣旨は、次の通りである。 

「地域の中で安心して暮らし続けられるようにしていくためには、介護保険等

の公的サービスだけでは困難で、地域での見守りや助け合い、交流が必要と感

じる。私たちは、事業者としてのサービスと住民の活動を如何に結び付けてい

くかが必要と考えます。そのために地域の住民が、自らの地域のあり方を考え、

自ら活動していくようになることを目指し、地域密着の法人を設立しました」。 

地域でずっと生きていくことを考えた場合、専門的なケアや公的サービスを

高めるだけでは不十分で、住民間の交流や支え合い、様々な方面の主体的活動

が地域には必要である。『きなっせ』が、通って、泊まって、家にも出向いて、

後には住むこともできる小規模多機能ホームとして 5 年が経過したときであ

る。『きなっせ』で支え続けていた認知症の人が、地域の無理解のために地域で

弾き出されてしまうことが続いた。まだ移り住む必要がないと思われるにもか

かわらず自宅で暮らしたいとの願いに反して住まいになってしまうことも多か

った。私たちの必死の支えだけではどうしようもないのかと無力感に襲われた。

このことから可能な限り自宅で暮らし続けられるための拠点をつくろうと取り

くんだのが『いつでんどこでん』である 。 

「きなっせ」を運営する NPO 法人「コレクティブ」は、特別養護老人ホームを

経験してきたメンバーが中心となって 1999 年に設立された。「地域の中で普通
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に暮らせる」を実現するために積み重ねてきた実践と想いが、「いつでんどこで

ん」に引き継がれている。 

③「いつでんどこでん」の地域移行 

「可能な限り自宅で暮らし続けられるための拠点」を考えていく時に、まず

求められたことは①地域の中で困ったその時にすぐに対応が可能、②24時間 365

日の安心、すなわち、これまでの入所施設の機能と同じことが地域の中で受け

られる「小規模・多機能サービス拠点」となることであった。そのため、地域

サポートセンター（①小学校区内のことには 24 時間の相談・緊急対応が可能。

②小学校区内の介護ニーズには必ず応える。決して NO とは言わない。③緊急の

場合、救急車より早く自宅に着く―小学校区内だから可能。）を核に取り組みを

行っていった。また、地域を想定したときに、高齢者だけでなく子どもからし

ょうがいのある方まで支えることが自然なこととして、独自事業のしょうがい

者と高齢者用の「アパート（9 部屋の内、緊急対応用として 2 部屋を常に確保）」

も整備した。 

このように、いわば、専門ケアの拠点を整備してきたのであるが、それが地域

の中での暮らしを支えるものになり得るのは、地域との結びつきにかかってい

た。 

開設当初から地域住民に「自分たちだけではできない。一緒に自分たちの問

題として考えてほしい」と協力を仰ぎ、2003 年 9 月には、事業所と地域をむす

ぶパイプ役として、自治会や老人会会長、民生児童委員等の方々に協力を依頼

し、「運営委員会」を設置した 。これが制度化された運営推進会議のモデルに

なった。これは、事業所の閉鎖化を防ぐという消極的理由にとどまらず、真に

地域のニーズを知り、地域を創っていくのは、他でもない地域住民であるとの

考えからであった。利用者が地域へ出かけるうちに、地域住民と顔なじみの関

係になることもできた。こうした段階を経て、2008 年 4 月に法人設立総会を行

い（10 月法人認証）、翌年 2009 年に、運営を地域住民主体の NPO 法人「よんな

っせ山鹿」に順次移行させることに成功した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 いつでんどこでんの地域移行過程 
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（２）地域移行後の取り組み 

誰もが集える交流の場をつくり、それをきっかけに住民の主体的活動を育ん

でいくことを追求した。それは「事業所としてのサービス」と「住民の活動」

を一体のものとして結びつけようとする取り組みである。 

①地域との活動 

◆「地域交流室」から 

「よんなっせ山鹿」に運営が移行し、住民の皆さんがまず優先的に取り組ん

だのが子育てサロンだった。新興住宅地でアパートが多い地域のため、孤立し

がちな子育て世代の居場所をつくろうという考えからである。初めは 2 名ほど

の利用であったが少しずつ人数が増え、回数も月 1回から月 2回へ、現在は週 2

回の開催となっている。参加者はここでママ友や先輩ママさん と会い、子ども

の成長や子育ての悩み、ほっとしたくつろぎの時間を共有している。ここに来

るママさんは、ほとんどが保育園や幼稚園を利用せずに自分達で子育てをして

いる。そのため、そうした施設に付属する子育て支援センターには足を運びに

くい。特に外から越してきた人は、方言や土地の暮らしがわからないことも壁

となり、さらに孤立を深めていた。「実家が離れているので、頼るのは本当にこ

このママさんしかいない」と話す常連ママさん。時々ボランティアの方に子ど

もの面倒をみてもらいながら同世代のママさんと過ごすひと時は、いざという

時の助け合いの輪を作る時間ともなっている。 

サロンの特徴は、「担い手が地域の皆さん」であること、もうひとつが、「お年

寄りとの関わりがあること」である。若いお母さん達は、日頃の生活の中でお

年寄りと関わるのが 近少ない。それがここに遊びに来るようになって、自然

な形でふれあうきっかけができて、認知症の方のことを理解していく。 

◆「隣の畑」でつながる縁、深まる理解 

しかし、当初から「自然な形」のふれあいがあったわけではない。「認知症の

人は怖い」「どう接したらいいかわからない」と住民の皆さんは感じていた。そ

こで、地域の協力でホームのすぐ隣に遊休農地を確保し、作付け準備から作付

け、育成管理、収穫そして収穫祭、料理講習まで 1 年を通じて継続的に、共に

汗を流し交流できる場をつくっていった。「いつでんどこでん」を利用している

認知症のお年寄りもしょうがいのある方も、子どももママさんもボランティア

の方も、地域の人も、スタッフも、皆が気軽に日常的な交流を結んだ。また、

これまで「いつでんどこでん」に関わりのなかった地域の人達とも自然な関わ

りを持っていった。今までも芋掘りだとか餅つきだとか、そういうイベントは

たくさんあった。しかしそれは、その時だけ、一部の人が頑張るだけで終わっ

ていた。そうではなくて、ずっと同じように続いていく。そういう交流の積み

重ねのなかで、ここ（いつでんどこでん）の理解も進んで、人の垣根もなくな

っていった。 
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②日常の関わり 

「いつでんどこでん」の生活風景は、時間がカリキュラムに沿って流れるわ

けでもない、1日が自然に流れている。 

なんかね。何を言っても「そうね」と水平の関係で話が進む。そこでは専門

性がどうこうではなく、まず一緒にいる。本人が暮らしの中で築いてきた力や

関係性、なじみの環境の意味を考えている。本人や家族や地域から、私たち事

業所が代わってすることは本当に簡単で、そっちの方が楽です。でもその関係

は一回途切れてしまうと元に戻らない。その関係を断ち切られて一番つらいの

は本人である。全てを断ち切って抱え込んだ時、それは本人の生活ではなくな

る。本人と地域との垣根を私たちが作ってしまってはいけない。私たちは、そ

の人が今まで住んでいた地域で今までと変わりない暮らしをするためにはと考

えたときに、事業所だけでは無理で、むしろ事業所が頑張った分、地域の関係

力を奪ってしまうことになる。 

「ふつうの生活って何なのか」と問う必要がある。たとえば地域の方が認知症

になった時に、『利用者』と考えるのではなくて、『地域の人』として関わるこ

ととが大事である。自然に地域の人達と関わりながらここを利用するようにな

れば良いと考える。 

 地域の方にお世話になったとき、「申し訳ありません」は決して言わない。挨

拶とお礼は「有難うございました」「お世話になりました」と当然言う。しかし、

その後に「またよろしく」と続く。一緒に取り組むことが大事で、一方的に「謝

る」ことではない。 

 

③地域から見た「いつでんどこでん」 

◆想いを共有するために 

顔見知りになることが一番だと地域の人たちは言う。定期的な会議の後には、

焼酎片手に「飲みかた」で交流を深めている。ちょっと縁側に腰掛けて話が弾

む、そこから、うちとけた話ができる場でもある。寄り合いのようで、駆け込

み寺にもなる。特別なことをやるわけじゃない。とにかく無理をしないで参加

者の皆さんと楽しく活動し、交流を続けていく。年をとってここから離れて施

設へ行くのではなく、やっぱり地元で利用していける施設が必要になってくる。

この地域に住む人は、自分の地元だからこそ、色んな話ができるし色んな人も

支えてくれることになる。地域の人たちがお互いに信頼して活動できるような

地域づくりを目指している。 

◆あたりまえの関係 

地元のボランティアの方の知り合いの方に、少し認知症の気配がみえはじめ

た。元々地元住民であるご夫婦をサロン活動（介護予防事業『よんなっせ縁が

わ』）に誘うと、次第に溶け込み、子ども好きな奥様は子育てサロンにも参加、

ご主人は元大工の腕を生かし、水鉄砲、門松づくり等のボランティアで活躍し
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ている。認知症があっても自然な形での支え合いができつつある。この場では

「スタッフ」も「利用者」も「地域の方」も、皆が肩を並べた対等な「地域住

民（生活者）」として溶け合っていく。それぞれが得意を活かし、足りない部分

を補いあう関係の中に、自然に生活支援が行われていく。住民相互の日常的な

交流・協働が、「ふつうの生活、ふつうの関係」を生み、「ここで共に生きてい

くため」の新たな関係や活動、地域の力が芽生える。これは型にあてはめ縦割

りで分断して理解できるものではない。地域に密着した主体的で多様な力であ

る。こうした力や活動があるからこそ、いわゆる「ケア」というものが、おし

ぎせではない形で地域の暮らしの中に染み込んでいける。 

ここで暮らしていくことは、皆が肩を並べた対等な「地域住民（生活者）」と

して寄り合い協議していくことである。「ケアのために」地域の力を活用するに

とどまらず、「ケアをきっかけに」地域の力を高める。「いつでんどこでん」を

使って「自分達の暮らしやすい地域をつくる」という活動は、従来の「連携」

というイメージではなく、地域活動と「いつでんどこでん」のサービスが、溶

け合うように一体化することを目指している。「いつでんどこでん」から生まれ

る地域の力を「アメーバ的」に広げつつある。また、スタッフも、もっと世間

を知り地域に出ないと本当のケアはできない。 

 

（３）新しい互助の形 

地域は、目的や規模を異にした様々な集まりが織り重なって成立しているが、

重要なのは、日常的に結びつき、言葉にはできないけれど大事な「何か」を少

しずつ共有していける関係や場があるかどうかであり、いざという時には当初

の目的を脇において、助け合うことである。サービスや専門性がどれだけ充実

していても「ここで生きていく」ことを支えるには不十分である。いいかえれ

ば、地域の力や関係性を欠いて地域生活は成り立たない。 

「ケア」は全ての人に関係する「共通性」なので、地域の力を結集するチャ

ンスになり得る。その意味で、介護等のノウハウを持った事業所と地域住民が

共につくりあげる取り組みは、持続可能な地域社会を構築することになる。 
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地域福祉の構造と内容（森本佳樹作成） 
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１－７ 仙台市の小規模多機能型居宅介護の取り組み（宮城県仙台市） 

 

 仙台市では、平成 21 年 3 月に「小規模多機能型居宅介護の取り組み～介護か

ら快護へ～」という DVD とパンフレットを作成した。平成 20 年度の地域介護・

福祉空間整備推進交付金（ソフト交付金）を利用して作成したものだが、行政

が仙台市内の事業所を巻き込んでいったことに意味がある。地域介護・福祉空

間整備推進交付金を利用して、事業所が DVD やパンフレットを作成し事業所開

設時の宣伝などを行っている例はいくつかあるが行政が行っている例は少ない。 

 

 

図 交付金の流れ 

 

 行政が DVD とパンフレットを作成したという背景はどういったものだったの

だろうか？仙台市では公募型の事業所指定を行っており、 初に公募を開始し

たのが、2006 年 8 月に行った事前協議事業者の選定であった。事前協議事業所

に選定された事業者は 5事業所。その後、指定申請の手続きとなり、同年 11 月

に 1事業所、2007 年 4 月に 4事業所が指定されている。 

 

 小規模多機能型居宅介護事業所の指定が、当初から少数の選定事業所でのス

タートとなったため、地域住民や居宅介護支援事業所への周知もうまく浸透せ

ず、利用者確保に困難が生じる結果となったのである。行政としては、事業所

の苦悩を理解することはできるものの、開設してしまった後に広報するトピッ

クスもないまま、市の広報等に掲載するないようも乏しいため掲載できないま

ま、行政と事業者の話し合いが数回もたれた。そのなかで周知のための DVD と

パンフレットを作成することになった。行政としては地域介護・福祉空間整備

推進交付金の申請を行い、DVD とパンフレットの作成業者の選定を行った。事業

者としては、取材や作成の協力を行った。そして、2009 年 3 月完成し、仙台市

内の各区役所や地域包括支援センター等に設置された。 
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DVD とパンフレットを作成した効果として、一民間事業者のパンフレットでは

公共性がないため町内会の回覧に回すことができないと断られていたが、仙台

市が作成したパンフレットであれば「仙台市」と表示され、公共性があるとい

うことで町内会の回覧に回してもらえることができ、近隣住民の周知へとつな

がった。 そして、パンフレットを町内会に回すことだけではなく、それを契

機に運営推進会議にただ呼ばれるから参加していた町内会が、町内会として小

規模多機能型居宅介護事業者に何が寄与できるのかということを一緒に考える

きっかけとなった。これは、事業者としては思いもよらない効果であった。 

 

また、作成した DVD は、地域包括支援センターの地域包括ケア会議の場にお

いて、専門職への周知に使われたり、地域住民向けには、公民館や集会所等で

町内会の集まりや民生委員の会合等の場で使われた。DVD を見た住民からは「小

規模多機能型居宅介護事業所に行ったことがないし、行く用事もないから、ま

ったくイメージが湧かなかった。パンフレットもあるけど、DVD で映像を見たほ

うがイメージが湧くわ」といった言葉も聞かれた。 

 

一見、ただ単に行政が事業所と協力して小規模多機能型居宅介護の周知用 DVD

とパンフレットを作成しただけのようにみえるが、それだけではなく、DVD とパ

ンフレットが契機となり行政と事業所、行政と市民、事業所と地域、事業所と

事業所の関係性をつなぐ懸け橋となったのではないだろうか。そういった関係

性こそが質を考える上では大切な要素となっていくのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図 DVD 表紙 
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１－８ 小規模多機能型居宅介護拠点 ユアハウス弥生（東京都文京区） 

 

 下町情緒が残る文京区・根津。東京大学に程近い住宅地の一角に小規模多機

能型居宅介護拠点ユアハウス弥生がある。2006 年 12 月 1 日開設。「拠点」とは

「自宅でも、通所や施設でもない、そこを中心にかかわる人々を包含する、一

つの社会システムそのもの」と管理者である飯塚さんの考えを示したもである。 

「あらゆる人間は、社会の中で『選択』をしながら自己実現を果たしています。

利用者はもちろん、家族も、スタッフも、そして地域の人々もすべてが『選ん

で生きる』ことを実現していくための社会システムそのものを構築するという

のがユアハウスの理念です」と飯塚さんは言う。 

 

（１）「選ぶ」（①利用者②家族③地域から） 

①利用者の選ぶ 

 認知症の人々では、周辺症状がその人の選択肢の幅を狭めてしまう。「だから、

周辺症状をまず取り除くことに全力を注ぎます。中核症状のみになった時はじ

めてその人の「～したい」という選択の意思が表に現れてきます」 

②家族の選ぶ 

 本人の周辺症状が抑えられれば「周辺症状に振り回され、反射的に拒否する

心理」などが取り除かれる。そこから義務ではなく前をみた「介護する」とい

う行為を選べるようになる。 

③地域の人々の選ぶ 

 ユアハウス弥生にかかわるすべての人が、主体的な選択による自己実現を図

っていく上では、本人・家族・スタッフという狭い関係だけでは限界が生じる。

そこで関わってくるのが多様な社会資源の宝庫である地域。 

例えば「利用者 A さんと散歩をしていたら、利用者 A さんの昔の知人とばった

り出くわし、『昔よく行ったあんみつ屋に行こう』と誘われ行きました。あんみ

つ屋では、あんみつ屋のおばさんも混じって 3 人で昔話に花を咲かせました」

その後、あんみつ屋のおばさんは利用者の顔なじみの人々に声をかけて、昔の

ようにあんみつ屋の井戸端会議が復活している。あんみつ屋のおばさんも昔の

常連さんを集めるという選択をしたのである。 

 

（２）利用者、家族、地域に向けたアプローチ 

こういった利用者・家族・地域の人々の「選ぶ」を支援するために、ユアハ

ウス弥生では、表 1のようなアプローチをしている。利用者、家族、地域の人々、

スタッフなど誰でも参加することができる講座が毎月のように開催されている。 

「その人の「選ぶ」を実現するため、そもそもどのような社会を築くことが

必要なのかという部分にアプローチしていくことができる小規模多機能型居宅

介護はやりがいのある仕事である」と飯塚さんは強調する。 
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ユアハウス弥生の事例は小規模多機能型居宅介護が利用者・家族・地域にむ

けて積極的にアプローチすることで、顔の見える関係になる。とかく都会では

人間関係が希薄と捉えがちだが、一人ひとりは関わりを求めているのではなか

ろうか。どこかで誰かとつながっている安心感を得ることを求めているのでは

なかろうか。利用者・家族・地域に向けたアプローチによって、自らのつなが

りを得ること、さらには地域に貢献できる機会を得ることが利用者や家族、地

域住民にとっての安心につながる。事業所がつながりや貢献の機会を「選ぶ」

ことのできる選択肢を用意し、ゆるやかに参加意欲を高めることが、地域のあ

り方に対する問題提起となり、地域の問題を一緒に考えていく土壌づくりへと

広がっていく取り組みであると考える。 

 

表 1 利用者・家族・地域にむけたアプローチ 

2011 年 11 月 15 日 リスクマネジメント講座 

2011 年 10 月 28 日 介護技術講座 

2011 年 10 月 21 日 家族会 

2011 年 4 月 20 日 技術講座 ～おむつ交換～ 

2011 年 2 月 23 日 腰痛予防講座 

2011 年 2 月 17 日 AED 使用に関する緊急対応の講習 

2011 年 1 月 27 日 地域交流会 

2010 年 12 月 7 日 家族会 

2010 年 10 月 22 日 地域交流会 

2010 年 10 月 21 日 介護技術講座 

2010 年 7 月 31 日 認知症サポーター養成講座 

2010 年 7 月 24 日 口腔ケア講座 

2010 年 5 月 29 日 認知症サポーター養成講座 

2010 年 4 月 23 日 小規模多機能を通じた地域づくり～社会が求めることへの

理解と行動～  

2010 年 4 月 17 日 認知症サポーター養成講座 

2010 年 3 月 20 日 家族会 

2010 年 1 月 認知症サポーター養成講座 

2009 年 8 月 認知症サポーター養成講座 

 

 

 

 

 

 

AED 使用に関する緊急対応の講習       家族会の様子 
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１－９ ひつじ雲（神奈川県川崎市） 

 

（１）地位のネットワークづくり 

地域の中で食事会を初めて４年。 

きっかけはもっと地域とつながりた 

い、もっと地域のお年寄りを知りた 

いという動機から。参加者は、地域 

の高齢者のほか、ボランティア、ひ 

つじ雲の職員、食を通じて高齢者の 

健康を支援したいと考えていたひつ 

じ雲の管理栄養士や近隣の歯科医、 

歯科衛生士など含め毎回 25~30 人が        

集まっていた。                 食事会の風景 

食事会を継続して開催していると「来られる方は余程都合がつかない限り見

えています」とのこと。一部の人たちは月２回行うお茶会にも参加。「いつも賑

やかですよ」とネットワークづくりのきっかけを食事会とお茶会を通じて行っ

ている。これは利用者と地域住民を直接結びつけるといった直線的な関わりで

はなく、事業所が利用者以外の人たちのネットワークを作ることで利用者の理

解につながり、事業所のことも知ってもらうきっかけにもなっている。 

食事会の運営は地域のボランティアを中心に行っており、ひつじ雲の職員も

参加することもある。時には利用者も参加し、少人数だから顔が見える関係で

あり、参加する人みんなが存在感を感じられる場となっている。 

「食事会を通してのネットワーク」は事業所と参加者のつながりだけでなく「地

域の人の繋がりも一部ではあるが強くなったかな」と感じているとのこと。参

加者や活動を知るひとの口コミで地域の一部にも理解されているようである。 

 

（２）地域が気にする事業者 

運営推進会議には、町内会の役員が構成メンバーとして参加している。事業

所としてはすべてを自分たちだけで解決しないで、できるだけ周りの力を借り

て行動することを意識しているとのこと。そのため、町内会の役員の方も事業

所を「気にしてくれている」とのことである。 

地域の人が事業所のことを「気にしてくれる」というのはとても心強い。事

業所は地域に何かを提供するもしくは、介護が必要な人を支援している事業所

だから、地域が○○するべきだという期待感というのを事業所は持ちがちだ。

だから「うちの地域は理解がない」などの意見をよく耳にする。 

 しかし、ひつじ雲の場合は、スタッフへ「しばらく、見かけないから心配し

ていたよ」と地域の人が言葉をかけてくれるそうだ。 

事業所の管理者は「挨拶できる関係ができている」と表現するが、ただ「こ
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んにちは」と声を掛け合うことだけではなく、そのあと「会話」ができること

や、お互いのことを気遣う関係ができることが意味のあることだと考える。 

 

（３）地域が資源を提供してくれる関係 

町内会の方と銭湯のオーナーの会話の中で「ひつじ雲さん、銭湯使うかい」

と声がかかって、年に１，２回利用させていただいている。これは単に、事業

所が銭湯にお願いして利用者に使ってもらうということではない。地域の方々

が「利用者も地域の人」という意識の中から、「銭湯を使う」という言葉が出て

きているのである。 

このことは、地域の方が主体的に関わっていることと、利用者を「認知症で

大変な人」という意識から「地域の人」「地域の仲間」と意識が変化した結果の

表れでああろう。これまで認知症の人が銭湯に来ると、銭湯側が嫌がっていた

ことを考えるとずいぶんと変わった。とのことである。 

 

町内の祭りの神輿作りや担ぎ手が不足している。住んでいる人は多いが、地

域の祭りに主体的に関わる住民が少ないのである。そのため地域からの依頼で

事業所のスタッフが参加している。男性職員は祭りの前後は、全員で参加して

いる。地域の方からは「オー、また来年も頼むよ」と言われる。また、子供神

輿はひつじ雲の前に来て「おじいちゃん、おばあちゃん、長生きしてね」と黄

色い声であいさつをしてくれる。 

地域との関係は都会では難しく、田舎は関係の土壌ができているというよう

なことを考えてしまいがちだが、都会でも地域の祭りはある。ただそこに関わ

る際に「地域から声をかけてくれる」ことにこれまでのひつじ雲と地域との関

係が垣間見えるように感じる。 

主体的に事業所が関わっていくことは大事であるが、「声をかけてもらえる」

関係づくりというのは様々な広がりにつながっていくのではなかろうか。 

関係の広がりのなかから、隣の町内会長が一軒家を貸してくれた。その場所

を利用して、食事会、お茶会、そして、月１回地域包括支援センターの職員が

出前相談にくるようにもなった。 

これも地域が事業所のことを気にかけてくれた結果、広がっていった取り組

みである。 

 

（４）地域との関係から利用者一人への関係へ 

自宅から出かけて戻れなくなるＡ子さん。地域の商店や医院、Ａ子さんの立

ち寄りそうなところに、ひつじ雲の電話番号を書いたメモを渡し、見かけたら

電話をとお願いしている。地域との関係ができているからこそ、どの商店も快

く引き受けてくれる。そのため２日に一度は、その電話で町内に自転車を走ら

せる。 
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その姿を見ることで商店側も安心し、私たちとＡ子さんとの関わりを肌で感

じることで、商店側もＡ子さんへ常に気にかけてくれるようになった。 

そのような関わりは利用者が外出時、ひつじ雲に来るとき、近所の方の挨拶

をいただく。特に、利用者の自宅付近では多い。このことは利用者が自宅で生

活を継続するうえではとても心強いことである。 

年一回のフリーマーケットを開催している。子供を連れたお母さんがお年寄

りと一緒にお茶を飲んで行ってくれることなどを目的としている。この取り組

みを通して近所の方の顔見知りが多くなった。 

都会の環境で隣の人の顔が見えないような状況があるなか、きっかけさえあ

れば顔見知りのつながりは生まれる。このことは田舎にはあまりないことかも

しれない。「工夫や仕掛けがあれば人と人のつながりは作れるし、あとは関わる

視点をどこに合わせるかだと思う」とスタッフの方は語った。 

顔見知りの関係ができると、ご利用者のことを気にしてくれる近所の人も少

ないながら出てきた。気にしてくれる人が周りに居ることがその人の暮らしを

支える上では頼もしい応援団なのである。 

 

事業所の質を考えるうえで、気にかけてくれる地域の方々の存在が事業所を

育て、次なる動きを指し示す。地域は利用者を守り、スタッフを育てる役割を

知らず知らずのうちに担っているのである。 
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年に 1 回の外部からの確認(現行の外部評価)では、地域の皆様からは「とんで

もない事業所」「毎日鍵をかけていて閉じ込めている事業所」「地域から孤立し

ている事業所」等の評価がある事業所が、外部評価ではすばらしい事業所と公

表されることへの矛盾を感じている。このことを解決しない限り地域密着型サ

ービスの外部評価の意味はなく、信用性もない。そこで現在の外部評価の在り

方については、このままでは意味をなさなくなっているとして、新たに地域評

価をアプローチしているところである。 
外部評価制度は、事業者が行うサービスの質の評価の客観性を高め、サービ

スの質の改善を図ることを狙いとしているが、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準でも第七十二条の２で 「指定小規模多機能

型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評

価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公

表し、常にその改善を図らなければならない。」とされているところである。そ

こで、自己評価を前提に、この定期的に外部の者による評価の在り方を、「地域

の皆様が参加する地域評価」にできないかを検討した。 

 
（１）地域の方が関わった評価の実際とその意味 

「小規模多機能ホームきなっせ」および「小規模多機能ホームいつでんきな

っせ」で行った評価のプロセスは次の通りである。 
① 自己評価の実施 

自己評価は、スタッフ全員が先ず評価表について理解し、それぞれで自

らの取り組みと事業所の現状を評価する。 
そのうえで、事業所のほぼ全員が参加する評価会議を実施。 
事業所の現状について合意形成(事業所のモニタリング・アセスメント)
がなされた後、自らの改善課題を明らかにし、その改善のためのプラン

を作成する。 
② 拡大運営推進会議での自己評価の公表と意見の収集、改善プランの確定 

拡大運営推進会議では、評価についての見識のある方(ある評価機関の評

価員)も参加し、運営推進会議に自己評価内容を提示し、説明し、委員の

皆様からの意見を受ける。意見をもとに、改善プランを作成する。 
評価委員は、評価表作成のポイントをアドバイス。なお、この運営推進

会議には、地域包括支援センターは参加するも自治体職員は不参加であ

った。 
③  上記の自己評価と運営推進会議での公表について、自治体に結果表を提

出 

 

２ 質を確保・向上させるための地域評価への取組み 
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 [意味するもの] 
 この取り組みでは、常に事業所と関わりのある地域の皆様の目があり、決し

てその場限りの対応はできない。事業所にとっては、地域の評価が一番気にな

るもの。 
○一日の断面ではなく、24 時間 365 日の取り組みが評価される。 
○職員全員での取り組みなので職員の意識が高まる。表面的なことでは地域の

方に指摘される。 
○地域の皆様の理解がすすむ。「こんなことまで努力しているのか」など。 
○地域の皆さんと一緒に改善プランを作成するので、地域の中での取り組みが

できやすくなる。 

 
（２）地域評価での課題 

ただ、地域の皆さんが参加する評価を今回運営推進会議を活用して行ったが、

いくつかの課題も明らかになった。 
○自己評価のプロセスが適切か。開設者や管理者だけで実施していたら意味が

ない。自己評価のプロセスが明らかにされなければならない。 
○運営推進会議のメンバー次第では、事業所の都合の良い御用評価になる可能

性がある。小規模多機能型居宅介護事業所には運営推進会議の開催が義務付け

られているが、メンバーの選定は事業所に任されている。よって事業所に都合

の良い人々のみメンバーにしていると評価できない。少なくとも市町村職員か

他法人の包括支援センターが参加すべき。 
○評価についての知見を有する者の参加については、人次第のように感じる。

事業所を支援する視点から改善プランを作成することに関わる場合と、指摘す

るための指摘が行われる場合では全く異なった結果になる。「できているか、で

きていないか」のチェックではなく、改善プロセスを大事にした事業所の取り

組みの支援が必要である。 

 
（３）これから 

運営推進会議がその役割と機能を発揮していているところにおいては、運営

推進会議を活用した外部評価があり得る。 
定期的に開催される運営推進会議を活用し、「定期的に外部の者による評価

を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない」

とされること外部評価の目的は達する。 
しかし、上記に明らかにした課題が解決されないと一般化はできない。今後

更にモデル的な取り組みを行って検証していく必要がある。 
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[参考] 運営推進会議の役割と機能 
①  情報提供機能(活動の点検と透明性のある運営) 
②  教育研修機能(スタッフのスキルアップ・認知症ケアの理解・質の

向上) 
③  地域連携・調整機能(行政・関係機関との連携) 
④  地域づくり・資源開発機能(相談援助の役割) 
⑤   評価・権利擁護の機能(透明性のある運営) 
日本 GH 協会「GH における運営推進会議の実態調査研究事業」(H21)

より 

[参考] 

（１）質の確保のための現在の仕組み 

小規模多機能型居宅介護が平成 18 年に制度化されるときに問われたことは、

小規模が故に周りから実態が見えなくなる、質の担保が困難になるという点で

あった。そこで、①事業運営をオープンにすることが問われ、外部の目の導入(サ
ービスの外部評価及び情報開示の義務づけ)と運営推進会議の導入が図られた。 
②また、認知症高齢者ケアに関する確かな知識と力量がなければ、主に認知症

に対応したサービスの適切なケアが確保できないとして、開設者研修と管理者

および計画策定担当者(介護支援専門員)の研修が義務づけられた。 
③更に、実地指導や監査も 
 質の確保は、単に一方面で可能になるものではなく、幾層の取り組みが合わさ

れて可能になるものである。しかし、ひとつの核になる外部評価は課題を抱え

ている。 
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（２）現在の外部評価の課題 

 外部評価の仕組みは、事業所が費用を払い、1 年に 1 回外部評価機関に評価し

てもらう仕組みとなっている。外部評価機関も営業し、評価を受ける事業所を

探すことになる。 
ここから、次の点が課題となる。 
①  一年に 1 回訪問して何がわかるのだろうか。地域の皆様からは「とんでも

ない事業所」「毎日鍵をかけていて閉じ込めている事業所」が外部評価では

「優れた事業所」として評価される。その日だけの対応だけで評価する危険

性がある。 
② また、例え外部評価で課題が見つかっても、事業所は外部評価機関にとって

「お客様」である。厳しい評価を行えば、次年度からの評価の依頼はなくな

る。どうしても、表面的な美辞麗句が並ぶことになる。 
③ 更に、外部評価の料金は評価機関ごとに変わる。その結果、事業所は、どう

しても「費用が安くて」「評価の甘い」機関に集まることになる。構造的な

欠陥となっている。 

 
以下、これまでの外部評価の取り組みと評価の活かし方については「評価で

GO!ネット」から抜粋する。 
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サービス評価 誕生の背景と歩み 

  
1999 年、認知症ケアの切り札として登場したグループホームは、介護

保険で居宅サービスの１つとして位置づけられ、また「ゴールドプラ

ン 21」で具体的な目標数値があげられました。その一方で、事業理念

や運営方法の普及、人材育成の遅れなど、グループホームを取りまく

環境は易しいものではなく、サービスの質をいかに確保していくかが

重要な課題となりました。こうした背景のもと、全国痴呆性高齢者グ

ループホーム連絡協議会（現、公益社団法人日本認知症グループホー

ム協会）では、事業者を中心に、行政、地域関係者、そして利用者家

族が一丸となった質の確保・向上のシステムづくりを目指しました。

その柱の一つが「サービス評価（自己評価・外部評価）」です。３年に

わたるモデル事業を経て、2001 年度に自己評価が、2002 年度に外部

評価が制度として義務づけられ、我が国初の評価制度が誕生しました。 
宅老所・グループホーム全国ネットワークによるモデル事業（2004、
2005 年度）の取り組み後、「地域でその人らしく暮らし続ける」こと

をめざした「地域密着型サービス」創設によって、小規模多機能型居

宅介護もサービス評価に取り組むことが義務づけられました。  

 
2. サービス評価の活かし方 

この評価は、事業者や評価機関のみの取り組みではなく、行政、利

用者家族、ケア関係者や地域の人々など、多様な立場の人の理解と協

力が必要です。そして、評価結果がそれらの人によって多面的に活か

されていくことで、評価の真価が発揮されていきます。各自の立場で

評価を活用していくことを通して、事業所の質確保・向上はもとより、

地域のケアの質向上やネットワークづくりにもつなげていくことが期

待されます。 

  
○事業者自身が活かす 
 •職員全体の意識統一を図るための対話の素材に 
 •良質なケアサービスの具体を学ぶ機会、日ごろ見落としやすいサー

ビスの点検の機会に 
 •目に見えにくい職員の努力を客観的に評価してもらい、社会に示す

機会に 
 •評価結果をもとに、組織一丸となって取り組む改善計画を 
 •家族との具体的な対話の機会に 
 •運営推進会議、自治体への報告と対話の機会に 
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○利用者・利用者家族が活かす 
 •事業所に求めてもよい「サービスの質」を具体的に知る機会に 
 •事業所が努力している点、課題を具体的に知り、話し合う機会に。そ

して家族なりに協力できることはないか考え、提案する機会に 
 •事業所の課題について他の家族と一緒に話し合おう 
 •改善計画が具体的に作成され、改善が実際に行われているか経過を見

守り協力しよう 

  
○利用を考えている本人・家族が活かす 
 •評価結果（自己評価・外部評価・情報提供票等）を本人に合った事業

所を選ぶ参考にしよう 
 •利用後をイメージし、結果で気になる点を率直に聞こう 

  
○地域の人たちが活かす 
 （民生委員、町内会、ボランティア、友人・知人、近隣者、認知症サポ

ーター他） 
 •評価結果から、わが町の事業所の実際や努力や課題を知ろう 
 •評価結果をきっかけとして、事業所に関わる・話し合う・応援しよう

 •事業所がどう変わっていくのか…評価結果をもとに事業所のモニタ

ー・見守り役を 
 •評価の項目や方法を地域全体の認知症ケアを向上させていく素材に 

  
○運営推進会議が活かす 
 •事業所が契約し評価を受ける評価機関や評価調査員についてモニター

しよう 
 •事業所が評価結果を前向きに見直し、改善計画を立案していくための

助言や支援を 
 •改善計画を具体的にモニターしよう 

  
○ケア関係者が活かす 
 （ケアマネジャー、かかりつけ医、訪問看護師、協力医療機関等） 
 •在宅や施設でケアマネジメントしている利用者に事業所を紹介や提案

する場合の参考資料に 
 •担当していた利用者を事業所に引き継いだ後のモニタリングに活かそ

う 
 •利用者のよりよい暮らしに向けて、医療機関関係者として事業所との

協働に活かそう 
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○行政等が活かす 
 •各事業所の結果を集め、市民や他の事業所等が見やすい資料をつくろう

（評価結果を集めた冊子等）。いつでも閲覧できる所に配備する、関係組

織に配信する 
 •市町村が事業所の指定の際の指針として活かそう 
 •指定した事業所の質の確認、改善の経過のモニターに活かそう 
 •監査や実地指導の精度を高める資料として活かそう 
 •事業所の努力や成果を知り、管理者や職員と対話したり関係を築くため

に活用しよう 

  
○事業者組織が活かす（連絡会や協会等） 
 •各事業所の評価への取り組み、結果の活用や改善に向けた取り組み等の

報告会や学習会を開催しよう 
 •改善の具体策や助言を相互に言い合ったり、事業所を訪問し合って具体

的な改善を互いに支援しあおう 

  
○評価機関・評価調査員が活かす 
 •評価を通して、事業所とともに育ちあい、互いに高めあう関係をつくっ

ていこう 
 •評価の知識や経験を活かして、地元の認知症ケア・高齢者ケア全体を底

上げする、牽引役として活躍していこう 
 •他の評価機関の公開情報を参考に評価機関や評価調査員の視点や評価

内容、水準をモニターし、評価のあり方を改善していく参考にしよう 
 •他のサービスの評価事業等の先駆者として、サービスの質にこだわり、

その人らしく暮らし続けられるための応援者として 
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第４章  

小規模多機能型居宅介護が目指すもの（提言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）小規模多機能型居宅介護の望まれる姿 

 自宅や地域での安心した生活を確保するために、小規模多機能型居宅介護の

望まれる姿としては、利用者や家族・介護者の生活拠点がある地域により密着

した生活支援である。小規模多機能型居宅介護の質を高めていくためには、利

用者、家族・介護者の生活の質や地域の福祉課題を解決するための方策など、

地域での暮らしをトータルに捉え、支援していくことが求められる。 

 このたびの調査・研究では、事業者、利用者両面からの質の確保・向上を図

るための調査を実施し、「地域密着尺度」による小規模多機能型居宅介護の実践

を明らかにするとともに、複層的に質を高めるための手立てとして各地で実践

する地域連絡会の取り組みや認知症をキーワードにした「認知症連携パス」、地

域住民とともに高齢者の暮らしを考える「地域評価」などの先駆的実践を明ら

かにすることを目的に実施する。様々な角度から質の向上を図ることが、地域

密着であるがゆえに取り組むことのできる小規模多機能型居宅介護の強みであ

り、望まれる姿であると考える。 

 

（２）小規模多機能型居宅介護の地域密着度合いを測るスケールの開発 

地域密着型サービスにおける小規模多機能型居宅介護の地域への取り組みを

具体的に表すものとして「地域密着度」を図るスケールの開発を目指した。 

連携を表す尺度として、地域包括支援センターとの連携度合いを、運営会議

への出席や利用相談等の有無により点数化したものを 6 項目と、社会福祉協議

会との連携を表す指標として利用者の権利擁護や金銭管理の相談、ネットワー

クづくりへの参加度合いを 6項目で点数化したものである。 

地域とのかかわりを表す尺度として、事業所と日常生活圏域とのかかわりに

ついて、地域の実態把握や事業所行事への地域の参加、事業所が町内会や地域

と共同で行事をしているかなど 10 項目にわたり回答の優位性を点数化した。小

規模多機能型居宅介護を利用している利用者の地域とのかかわりについては、

利用者の町内会への加入の有無、利用者が自宅のある地域の行事に参加してい

るかなど、利用者の自宅のある地域との密着度合いを 5項目で点数化した。 

 地域包括支援センターと社会福祉協議会との連携を合計したものを「連携尺

度」、事業所と生活圏域、利用者と地域とのかかわりを合計したものを「地域尺

度」として数値化し、事業所の「地域密着度スケール」とした。 
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 ◆地域密着を表す尺度 

  ①連携尺度（12 点） 

    ・地域包括支援センターとの連携（6点） 

    ・社会福祉協議会との連携（6点） 

  ②地域尺度（15 点） 

    ・事業所と生活圏域とのかかわりについて（10 点） 

    ・利用者と地域とのかかわりについて（5点） 

  ③地域密着尺度（総合尺度）（27 点） 

    「連携尺度（12 点）」＋「地域密着尺度（15 点）」＝地域密着尺度 

 

連携尺度について 

連携尺度においては、12 点満点で 0 点から 12 点までばらつきがあり、平均

3.43 の数値を表している。総じて低い傾向を示したのが、社会福祉協議会との

連携で委員会による討議の中でも「事業所側としてアプローチしても社会福祉

協議会側が動かない」という意見や「事業所側のほうが日常生活圏域において

は密着した取り組みを実践しており、社会福祉協議会との連携の必要性が低い」

などの意見も出されたことは今後の課題である。 

地域尺度について 

地域尺度については、15 点満点で平均 5.04 の数値があらわれ、事業所と生活

圏域のかかわりは 5.9 と、比較的高いものの、利用者と地域のかかわりについ

ては 1.7 と、まだまだ不十分という結果があらわれた。事業所と地域の関係の

みならず、利用者の暮らす地域の状況や利用者と地域の関係性など、利用者に

とっての地域という視点での把握や支援が求められる。 
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図表１ 小規模多機能型居宅介護の地域密着尺度 

（1）連携尺度   （2）地域尺度  （3）地域密着尺度=（1）+（2） 

（合計 12 点満点） （合計 15 点満点） （合計 27 点満点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

地域密着尺度について 

「地域密着尺度」については、27 点満点で平均 8.47 の数値を表しており、さ

らなる地域密着に向けた取り組みが求められる結果となった。 

 

地域密着尺度からわかったこと 

地域に密着しているほど、充足率（登録定員に対する現利用者数）が高い 

「地域密着尺度」と登録定員にみる充足率（登録定員に対する現利用者数）

との関連をクロスした結果、明らかに地域に密着している度合いが高い事業

所のほうが充足率が高い結果となった。 

 

図表２ 地域密着尺度と充足率（登録定員に対する現利用者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計点数 事業所数
0 293
1 23
2 33
3 72
4 71
5 79
6 73
7 43
8 38
9 37
10 12
11 14
12 8
総計 796
平均 3.43
標準偏差 3.32
分散 11.01

合計点数 事業所数
0 290
1 8
2 8
3 17
4 38
5 52
6 51
7 66
8 55
9 52
10 40
11 46
12 36
13 16
14 11
15 10
総計 796
平均 5.04
標準偏差 4.56
分散 20.77

合計 事業所数
0 288
1 2
2 4
3 6
4 4
5 14
6 12
7 17
8 21
9 35
10 43
11 40
12 38
13 34
14 36

合計 事業所数
15 33
16 35
17 25
18 30
19 20
20 21
21 17
22 4
23 5
24 4
25 2
26 5
27 1
(空白)
総計 796
平均 8.47
標準偏差 7.51
分散 56.43
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地域密着尺度が高い法人は社福（社会福祉協議会）と NPO（特定非営利活動法人） 

   「地域密着尺度」の高い法人は、社会福祉法人（社会福祉協議会）と NPO

（特定非営利活動法人）である。一方、社会福祉協議会以外の社会福祉法

人は 24.2％と最下位であることがわかった。社会福祉法人の果たす役割を

考えると、非常に低い数値である。地域密着尺度によってこのように法人

種別でばらつきが出ることが明らかになったことは大きな成果であるとい

える。 

 

図表３ 地域密着尺度と法人種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充足率 A（高） B（中） C（低） 総計
0～25％ 1 4 10 15
25～50％ 13 24 23 60
50～75％ 48 77 88 213
75～100％ 169 181 158 508
総計 231 286 279 796

行ラベル A（高） B（中） C（低） 総計
社会福祉法人 24.2% 41.1% 34.6% 100%
社会福祉法人（社協） 56.8% 15.9% 27.3% 100%
医療法人 28.9% 34.4% 36.7% 100%
営利法人 26.0% 36.1% 37.9% 100%
NPO 40.0% 31.4% 28.6% 100%
その他 31.6% 42.1% 26.3% 100%
その他 28.9% 36.0% 35.1% 100%
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人口規模からみる連携やつながり 

回答事業所の所属する市町村規模を明らかにし、人口規模別に違いがあるか

という点では、回答事業所の人口規模を町村部、市部（人口 10 万人以下）、市

部（人口 10 万人～20 万人）、市部（人口 20 万人以上）、中核市、政令市・特別

区の 6段階に分け、集計を試みた。 

 どの項目においても、比較的、最少人口規模の町村部や最大人口規模の政令

市・特別区の数値が他よりも高く、人口 20 万人以上の市部が一番低い結果があ

らわれた。これは、市町村規模として 20 万人以下の市に比べ、町村部はより身

近なものであることはもちろんのこと、政令市・特別区においても区の存在が

あることで、規模は大きくとも身近である結果の表れではないかと考える。 

 

図表４ 人口規模と地域包括支援センターとの連携について 

（1）運営推進会議の出席について 

 
（２）利用相談を受けているかについて 

 
 

このたびの調査では、基礎調査に加え、地域密着のあり方を数値化する試み

をした。明らかになったデータから、地域包括支援センターと共同で地域の福

祉課題についての取り組みがさらに求められることや、社会福祉協議会との連

携のあり方など、今後の課題も明らかとなった。事業所と日常生活圏域のかか

わりについては、一定の密着度が明らかになったが、利用者本人が暮らしてい

る地域においては、まだまだ利用者にとっての地域の状態把握も含め課題を残

す結果となった。実践を通じて、今後も地域密着を推進していくことが求めら

れることが明らかとなった。 

また、連携尺度、地域尺度など、新たな試みとして項目を設定し、数値化を

試みたが、項目内容の設定や項目数など、より連携や地域密着の現状を表すた

めに、今後に向けてさらに精査していくことが必要である。 

 

 

人口規模 毎回出席 ある程度出席 ほとんど欠席 毎回欠席 総計
1．町村部 69.7% 13.4% 2.5% 14.3% 100.0%
2．市部（人口10万人以下） 58.2% 17.5% 5.7% 18.5% 100.0%
3．市部（人口10万人～20万人） 72.5% 9.6% 3.0% 15.0% 100.0%
4．市部（人口20万人以上） 56.7% 14.4% 4.1% 24.7% 100.0%
5．中核市 74.7% 15.6% 5.8% 3.9% 100.0%
6．政令市・特別区 77.6% 18.9% 2.8% 0.7% 100.0%
総計 67.3% 15.3% 4.3% 13.1% 100.0%

人口規模 よく受ける たまに受ける ほとんど受けない 全く受けない 総計
1．町村部 28.8% 59.3% 10.2% 1.7% 100.0%
2．市部（人口10万人以下） 25.3% 62.3% 9.1% 3.4% 100.0%
3．市部（人口10万人～20万人） 22.1% 59.5% 15.3% 3.1% 100.0%
4．市部（人口20万人以上） 14.4% 62.9% 16.5% 6.2% 100.0%
5．中核市 24.4% 59.6% 10.9% 5.1% 100.0%
6．政令市・特別区 31.9% 52.8% 11.8% 3.5% 100.0%
総計 24.9% 59.7% 11.7% 3.7% 100.0%
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（３）質を高める手立てとしての地域連絡会の取組み 

◆福岡市／福岡市小規模多機能ケアネットワーク 

福岡市の特徴的な取り組みとして、社会的問題にもなった“新型インフルエ

ンザ”の対策について、小規模多機能型居宅介護事業所のような事業規模の小

さいところでは、流行性のウイルス蔓延の際は、地域の学校や保育所等の休校

等に伴い、職員のやりくりもできず、事業所を閉鎖せざるを得ない。このよう

な状況が起こっても、利用者の暮らしを守るサービスである小規模多機能型居

宅介護は閉鎖することができないことから連絡会と市当局が協議を重ね、利用

者の暮らしの継続を保護するという観点から新型インフルエンザ特別対策とし

て、事業所間で業務提携し、必要にあわせて「通い」「泊まり」「訪問」のサー

ヒスの提供を他の事業所において引き継げるようなシステムを整えている。 

各事業所への説明会を自治体とともに開催し、ガイドラインを作成し、すべ

ての事業所間で合議のうえ、共通のツールとして契約書が作成された。 

このシステムを築いていく過程の中で、連絡会に加盟するすべての事業所、

自治体職員が一体となって目的を共有し、困難を回避するために何をするべき

か取り組むことができ、改めて小規模多機能型居宅介護の社会的使命、目指す

べき視点、自治体との協働のあるべき姿が共有できた。 

 

（４）認知症連携パス 

◆霧島市／霧島市小規模多機能ホーム連絡会（現・霧島市地域密着型サービス

事業連合会） 

 連絡会活動をより充実したものにした成果の一つに「私のアルバム」がある。

これは、認知症をキーワードに、霧島市内のすべての高齢者が、利用するサー

ビスが変わるごとに基本情報や生活歴、ADL の状況等を毎回説明（聞き取られ

る）のではなく、本人（利用者）とともに情報も伝わっていく仕組みができな

いかというものである。いわば、医療における「医療連携パス」の生活版とい

ったものである。 
認知症連携パスでは、高齢者がこれまでの人生や思い出を書き綴ることによ

り、もしも認知症になり自分の意見や希望を言えなくなった時に、家族や友人

等周囲の人や、事業所の人に、自分の思いを伝え尊重してもらうための、最後

まで自分が主人公の人生を送りたいという意思を込めて作成する私の「アルバ

ム」である。 
この「私のアルバム」作成にあたっては、事業者を中心とした作成委員会を

設立し、呼びかけしていくこととした。委員会形式とした理由は、行政主導で

検討を進めると、事業者はやらされ感が強くなり、完成することが目的となっ

てしまい、作成のプロセスでの意見交換や検討、合意形成といった協働作業を

通じた連帯感や認知症を持ちながらも自宅や地域で頑張って生活している高齢

者へ思いを馳せることなど、本来、作成のプロセスを共有しながら得られる大
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切な要素が抜け落ちた形だけの成果物になる危険性を感じたからである。また、

実践者自身が日々関わっている目の前の利用者や地域で暮らす認知症の方々に

何が必要なのかを考えていく事のほうが、実は成果物よりも重要であるとの認

識にたったからであり、自分たち自身が主体となり作成委員会を立ち上げ、行

政も作成委員の一人である。 
普及にあたっては、地区公民館でのサロン活動の場において取り組んでいる。

この私のアルバムを通じて、お互いに昔のことを思い出し語りあい、より絆を

深めることが出来るのではないかと考えてのものであり、サロンには昔からの

身近な地域の方々が集まっているからだ。この公民館での書き方講座以外にも、

老健施設の家族会、地域密着型サービスの利用者、認知症サポーター養成講座

等でも紹介や書き方講座を行っている。 

 
（５）質を確保・向上させるための地域評価 

年に 1 回の外部からの確認(現行の外部評価)では、地域住民からは「とんで

もない事業所」「毎日鍵をかけていて閉じ込めている事業所」「地域から孤立し

ている事業所」等の評価がある事業所が、外部評価ではすばらしい事業所と公

表されることへの矛盾がある。このことを解決しない限り地域密着型サービス

の外部評価の意味は薄く、信用性も低い。そこで現在の外部評価のあり方につ

いては、このままでは意味をなさなくなっているとして、新たに地域評価をア

プローチしているところである。 

外部評価制度は、事業者が行うサービスの質の評価の客観性を高め、サービ

スの質の改善を図ることを狙いとしているが、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準でも第七十二条の２で 「指定小規模多機能

型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評

価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公

表し、常にその改善を図らなければならない。」とされているところである。そ

こで、自己評価を前提に、この定期的に外部の者による評価のあり方を、「地域

住民が参加する地域評価」にできないかを検討した。 

「小規模多機能ホームきなっせ」および「小規模多機能ホームいつでんきな

っせ」で行った評価のプロセスは次の通りである。 

 
 
 
 
 
 
 

 

136



①自己評価の実施 
自己評価は、スタッフ全員が先ず評価表について理解し、それぞれで自

らの取り組みと事業所の現状を評価する。 
そのうえで、事業所のほぼ全員が参加する評価会議を実施。 
事業所の現状について合意形成(事業所のモニタリング・アセスメント)
がなされた後、自らの改善課題を明らかにし、その改善のためのプラン

を作成する。 
②拡大運営推進会議での自己評価の公表と意見の収集、改善プランの確定 

拡大運営推進会議では、評価についての見識のある方(評価機関の評価員)
も参加し、運営推進会議に自己評価内容を提示、説明し、委員からの意

見を受ける。意見をもとに、改善プランを作成する。 
評価委員は、評価表作成のポイントをアドバイス。なお、この運営推進

会議には、地域包括支援センターは参加するも自治体職員は不参加であ

った。 
③上記の自己評価と運営推進会議での公表について、自治体に結果表を提出 

 
 この取り組みでは、常に事業所と関わりのある地域の目があり、決してその

場限りの対応はできない。事業所にとっては、地域の評価が最も重要である。 
○一日の断面ではなく、24 時間 365 日の取り組みが評価される。 
○職員全員での取り組みなので職員の意識が高まる。表面的なことでは地域

の方に指摘される。 
○地域住民の理解がすすむ。「こんなことまで努力しているのか」など。 
○地域住民と一緒に改善プランを作成するので、地域の中での取り組みがで

きやすくなる。 
 

地域住民が参加する評価を、今回、運営推進会議を活用して行ったが、いく

つかの課題も明らかになった。 
○自己評価のプロセスが適切か。開設者や管理者だけで実施していたら意味

がない。自己評価のプロセスが明らかにされなければならない。 
○運営推進会議のメンバー次第では、事業所の都合の良い御用評価になる可

能性がある。小規模多機能型居宅介護事業所には運営推進会議の開催が義

務付けられているが、メンバーの選定は事業所に任されている。よって事

業所に都合の良い人々のみメンバーにしていると評価できない。少なくと

も市町村職員か他法人の包括支援センターが参加すべき。 
○評価についての知見を有する者の参加については、人次第のように感じる。

事業所を支援する視点から改善プランを作成することに関わる場合と、指

摘するための指摘が行われる場合では全く異なった結果になる。「できて

いるか、できていないか」のチェックではなく、改善プロセスを大事にし
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た事業所の取り組みの支援が必要である。 

 
運営推進会議がその役割と機能を発揮していているところにおいては、運営

推進会議を活用した外部評価があり得る。 
定期的に開催される運営推進会議を活用し、「定期的に外部の者による評価を

受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない」とさ

れること外部評価の目的は達する。 
しかし、上記に明らかにした課題が解決されないと一般化はできない。今後

更にモデル的な取り組みを行って検証していく必要がある。 

 
◆現在の外部評価の課題 
 外部評価の仕組みは、事業所が費用を払い、1 年に 1 回外部評価機関に評価し

てもらう仕組みとなっている。外部評価機関も営業し、評価を受ける事業所を

探すことになる。 
ここから、次の点が課題となる。 

 
①一年に 1 回訪問して何がわかるのだろうか。地域の皆様からは「とんでもな

い事業所」「毎日鍵をかけていて閉じ込めている事業所」が外部評価では「優

れた事業所」として評価される。その日だけの対応だけで評価する危険性があ

る。 
②また、例え外部評価で課題が見つかっても、事業所は外部評価機関にとって

「お客様」である。厳しい評価を行えば、次年度からの評価の依頼はなくなる。

どうしても、表面的な美辞麗句が並ぶことになる。 
③更に、外部評価の料金は評価機関ごとに変わる。その結果、事業所は、どう

しても「費用が安くて」「評価の甘い」機関に集まることになる。構造的な欠

陥となっている。 
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（６）小規模多機能型居宅介護が目指すもの（提言） 

①さらに小規模多機能型居宅介護の地域密着を推進する 

自宅や地域での安心を充実させていくためには、本人中心の視点による地域

包括ケアシステムの構築が求められる。地域包括支援センターや社会福祉協議

会との協働はもとより、事業所と地域とのかかわり、本人にとっての地域を大

切にし、本人がこれまで培ってきた人間関係を継続しながら自宅や地域での暮

らしを支援することをより一層推進する。 

 しかしながらこうした取り組みは、現在の介護保険本体報酬の枠内での取り

組みを超えている部分もある。地域での暮らしの支援を地域と共に推進するた

めには、その担い手と財源が事業所に必要である。地域密着の取り組みを推進

している事業所に対して、市町村が評価し市町村独自加算や市町村の地域支援

事業あるいは地域支え合い事業等により人的確保を推進することが望まれる。 

 

②質を高める手立てとしての様々な方策 

◆地域連絡会の取組み 

地域連絡会の取組みは、利用者の一番身近なところでの質の向上である。利

用者の生の声をカタチにし、行政とともにわが町を誰もが安心して暮らし続け

られるようにするための協働作業である。協働の実践を地域で積み上げていく

事が結果として地域住民から必要とされる事業者としての質の確保や向上に

つながるものである。 
◆認知症連携パス 

連絡会と行政による共同作業を通じ、同じ目的を持つ事業者が一堂に会し、

目的達成のプロセスを共有することが、成果物以上の成果を生み、質の向上

につながる。認知症連携パスの記入も同様に、記入することだけが目的では

なく、記入を通じて昔話に花を咲かせたり、なじみの関係が復活・継続する

ことが認知症連携パス完成の副産物である。 
 

③質を確保・向上させるための地域評価 

 地域住民は一番の評価者であり、応援団である。評価とは、一度限りのもの

ではなく、日々の中にこそ評価がある。常に事業所と関わりのある地域の目が

事業所を育て、決してその場限りの対応ではできない質を生む。地域評価を通

じ、地域の理解が進むと同時に、職員全員での取り組みにより職員の意識が高

まる。定期的に開催されている運営推進会議等を活用した地域評価も一つの手

段であり、理解の場である。 

質の確保・向上とは、外部研修や職場内研修によって得られるものもあるが、

より多面的に確保・向上を図っていくのであれば、行政、事業者、利用者及び

家族・介護者、地域住民との協同作業により、より重層的に取り組むことがで

きる。 
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２０１1 年度 小規模多機能型居宅介護事業所に関する運営実態調査 調査票 

 

このアンケートは、厚生労働省老健局からの補助を受け、全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会が実

施するもので、小規模多機能型居宅介護事業を実施している事業所を対象とした調査です。 

小規模多機能型居宅介護に関する実態を把握することにより、より地域の実情や利用者の状況に応じたシ

ステムおよびケアマネジメントに向けて、平成２４年の制度改定や報酬改定の検討に活用するものです。送

付致しました調査票（本調査票、事例調査票（2 部））にご回答の上、平成 24 年 1 月 27 日（金）までに、

同封の返信用封筒にてご返送頂きますようお願い申し上げます。 

また、調査内容に関するご質問等につきましては、下記までお願い申し上げます。 

【お問い合わせ先】 

全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 

FAX：03-6430-7918／ E-mail：research@shoukibo.net 

※ 専用 URL から調査票をダウンロードし、簡単に記入することができます。 

http://www.shoukibo.net/research2011.doc 

 

Ⅰ．基本情報についてお伺いします。 

 

１． 事業所名及び（主たる）事業所の所在地をご記入ください。 

事業所名  

都道府県 

市町村 

 
都道         区市 
府県         町郡 

 

２． 指定年月（西暦）をご記入ください。（小規模多機能型居宅介護の開設年月） 

年     月  

 

３．現在の登録定員および宿泊費・食事料金等をご記入ください。 

登録定員 通い定員 宿泊定員 

名 名 名

宿泊費 朝食代 昼食代 夕食代 

    

 

４．貴事業所にて請求している加算について、当てはまるものに☑をつけてください。（１人でもいれば） 

 

 

 

 

 

 

 

□事業開始時支援加算  

□認知症加算  

□看護職員配置加算  

□サービス提供体制強化加算 
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５．現在、貴法人もしくはグループ法人が実施しているサービスについて、当てはまるものすべてに☑をつけ

てください。 

同一法人もしくはグループ法人が 

実施している事業 

同一 

敷地内 

で実施 

同一 

市区町村で実施

介
護
保
険
事
業
（
介
護
予
防
も
含
む
） 

1 小規模多機能型居宅介護  □ 

2 認知症対応型共同生活介護 □ □ 

3 認知症対応型通所介護 □ □ 

4 夜間対応型訪問介護 □ □ 

5 地域密着型介護老人福祉施設 □ □ 

6 地域密着型特定施設 □ □ 

7 訪問介護 □ □ 

8 訪問入浴介護 □ □ 

9 訪問看護 □ □ 

10 訪問リハビリ □ □ 

11 居宅療養管理指導 □ □ 

12 福祉用具貸与 □ □ 

13 特定福祉用具販売 □ □ 

14 通所介護 □ □ 

15 通所リハビリ □ □ 

16 短期入所生活介護 □ □ 

17 短期入所療養介護 □ □ 

18 特定施設入居者生活介護 □ □ 

19 介護老人福祉施設（特養） □ □ 

20 介護老人保健施設（老健） □ □ 

21 介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所も含む） □ □ 

22 居宅介護支援 □ □ 

23 地域包括支援センター □ □ 

住
ま
い 

1 軽費・養護老人ホーム（住宅型・健康型） □ □ 

2 有料老人ホーム （住宅型・健康型） □ □ 

3 高専賃・高優賃 □ □ 

4 共生型ホーム（対象者を限定しない） □ □ 

5 一般アパート・マンション □ □ 

6 他が所有するアパート・マンション等の借り上げ住宅 □ □ 

そ
の
他 

1 一般病院もしくは診療所 □ □ 

2 障がい者支援サービス □ □ 

3 保育・学童保育（放課後保育） □ □ 

4 配食 □ □ 

5 地域交流拠点 □ □ 
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Ⅱ．利用状況等についてお伺いします。 

６．現在の利用登録者の人数と利用者数をご記入ください。 

現在の利用登録者数 

（平成 23 年 10 月末現在） 
          名 

１日あたりの通い利用者 おおよそ     名 

１日あたりの宿泊利用者 おおよそ     名 

１日あたりの訪問述べ利用者 おおよそ     名 

 

７．現在の利用登録者を紹介された機関等について、ご記入ください。 

紹介された機関等 同法人 別法人 

居宅介護支援事業所から 名 名 

地域包括支援センターから 名 名 

市区町村から（包括除く） 名 

病院（医療連携室等）から 名 名 

運営推進会議から 名 

地域ケア会議から 名 

知人・近隣から 名 

その他 [           ] 名 

 

 

 

Ⅲ．運営推進会議および地域の諸機関との連携についてお伺いします。 

８．現在の運営推進会議の構成をお答えください。 

総 数 人 

委
員
構
成 

利用者 人 

利用者の家族 人 

地域住民の代表（自治会役員や民生委員等） 人 

市区町村職員 人 

地域包括支援センター職員 人 

小規模多機能型居宅介護について知見を有する者 

⇒具体的に[                 ] 
人 

社会福祉協議会職員 人 

医師 人 

その他 ［                 ］ 人 

 

144



９．運営推進会議について、ご回答ください。 

 

 

 

 

 

(1) 運営推進会議の開催頻度について、該当するものに☑をつけてください。 

□ 定期的に開催している（年   回） 

□ ほとんど開催できていない 

 

(2) 運営推進会議の開催状況について、該当するものすべてに☑をつけてください。 

□ 利用者のケースについて話し合われている 

□ 地域との関係が持てず、会議参加依頼に苦慮している 

□ 事業内容の説明、利用状況等の報告が中心である 

□ 利用者や利用者家族から要望や提案が出される 

□ 地域住民や関係機関職員と情報収集・交換の場となっている 

□ ケース検討以外に地域課題の解決について話し合われる 

□ その他［                         ］ 

 

１０．外部評価について、該当するものに☑をつけてください。 

 

 

 

 

 

１１．情報公表について、該当するものに☑をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

１２．市町村の介護保険事業計画では、地理的条件、人口、交通事情、その他社会的条件、介護給付等対象サ

ービスを提供するための施設の整備状況などを総合的に勘案して、日常生活圏域を定めています。 

そこで、事業所が考えている日常生活圏域について、該当するものに☑をつけてください。 

 

 

 

 

 

  （１）平成 23 年 10 月時点の該当する日常生活圏域の利用者は何人ですか   

 

□役にたっている □役にたっていない 

その理由 

□役にたっている □役にたっていない 

その理由 

□役にたっている □役にたっていない 

その理由 

 

□中学校区より大きい地域（市町村など） 

□中学校区程度の地域 

□小学校区程度の地域 

□小学校区より小さい地域（自治会・町内会など） 

人
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１３．地域包括支援センターとの連携について、該当するものに☑をつけてください。 

  

1．包括支援センター職員が運営推進会議に

出席していますか 

  □毎回出席している     □ある程度出席している 

□ほとんど出席していない  □全く出席していない 

2．包括支援センターから利用相談を受けて

いますか 

□よく受けている      □たまに受けている 

□ほとんど受けていない   □全く受けていない 

3．包括支援センターへ困難ケースについて

相談をしていますか 

□よく相談している     □たまに相談している 

□めったに相談しない    □全く相談したことがない 

4．事業所の行事や活動に包括支援センター

職員が参加していますか 

□よく参加している     □たまに参加している 

□ほとんど参加していない  □全く参加していない 

5．包括支援センター主催の行事（地域包括

ケア会議や勉強会等）に事業所職員が参加

していますか 

□よく参加している     □たまに参加している 

□ほとんど参加していない  □全く参加していない 

6．地域包括支援センターと共同で利用登録

者のケース以外に、地域課題に対して活動

していますか 

□よく活動している     □たまに活動している 

□ほとんど活動していない  □全く活動していない 

 

１４．社会福祉協議会との連携について、該当するものに☑をつけてください。 

  

1．社協職員が運営推進会議に出席していま

すか 

□毎回主席している     □ある程度出席している 

□ほとんど出席していない  □全く出席していない 

2．利用者の権利擁護や金銭管理支援等で個

別ケースにて相談をしますか 

□よく相談している     □たまに相談している 

□めったに相談しない      □全く相談したことがない 

3．事業所の行事や活動に社協職員が参加し

ていますか 

□よく参加している      □たまに参加している 

□ほとんど参加していない  □全く参加していない 

4．情報提供や住民組織への仲介等、地域

のネットワーク作りに対して協力を得て

いますか 

□毎回協力を得ている    □ある程度協力を得ている 

□ほとんど協力を得ていない  □全く協力を得ていない 

5．社協の活動（サロン活動やボランティ

ア等）に対して具体的に協力をしています

か（場所提供や職員の事業への参加等） 

□毎回協力している     □ある程度協力している 

□ほとんど協力していない   □全く協力していない 

6．利用登録者のケース以外に、地域課題に

対して共通認識をもち、一緒に活動してい

ますか 

□よく活動している      □たまに活動している 

□ほとんど活動していない  □全く活動していない 

 

１５．事業所と下記の生活圏域との関わりについて、該当するものに☑をつけてください。 

  

1. 事業所が地域の実態把握を行っていま

すか 

□大変よく把握している  □ある程度把握している 

□ほとんど把握していない □全く把握していない 

2. 事業所が地域の行事（サロン、祭り、運

動会等）に参加していますか 

□よく参加している    □たまに参加している 

□ほとんど参加していない □全く参加していない 
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3. 地域や町内会の人々が事業所の行事（研

修会、祭り等）に参加していますか 

□よく参加している     □たまに参加している 

□ほとんど参加していない □全く参加していない 

4. 事業所が町内会や地域と協同で行事を

開催していますか 

□よく開催している     □たまに開催している 

□ほとんど開催していない  □全く開催していない 

5.事業所が地域主催の避難訓練に参加して

いますか 

□よく参加している    □たまに参加している 

□ほとんど参加していない □全く参加していない 

6. 事業所の災害訓練に地域の人々も参加

していますか 

□よく参加している     □たまに参加している 

□ほとんど参加していない □全く参加していない 

7. 地域の住民が認知症や介護について相

談にきますか 

□よく相談にくる     □たまに相談にくる 

□めったに相談にこない  □全く相談にこない 

8. 民生委員が認知症や介護について相談

にきますか 

□よく相談している    □たまに相談している  

□めったに相談しない   □全く相談したことがない 

9.圏域の小規模多機能型居宅介護事業所と

の集まりに参加していますか 

□よく参加している     □たまに参加している 

□ほとんど参加していない □全く参加していない 

10. 圏域の福祉事業所との集まり（ケース

検討会やケアマネ会議等）に参加していま

すか 

□よく参加している     □たまに参加している 

□ほとんど参加していない □全く参加していない 

 

 

１６．登録の利用者と地域との関わりについて該当するものに☑をつけてください。 

  

1. 利用者が町内会に入会していますか □全ての利用者が入会している     

□ほとんどの利用者が入会している 

□ほとんどの利用者が入会していない  

□全ての利用者が入会していない 

2.利用者の自宅がある地域の行事（祭りや

清掃など）に参加していますか 

□全ての利用者が参加している     

□ほとんどの利用者が参加している 

□ほとんどの利用者が参加していない  

□全ての利用者が参加していない 

3.利用者の自宅の地域で開催されている老

人会やサロンなどに参加していますか 

□全ての利用者が参加している     

□ほとんどの利用者が参加している 

□ほとんどの利用者が参加していない  

□全ての利用者が参加していない 

4.利用者がとなり近所とのお付き合いがあ

りますか 

□全ての利用者がお付き合いある     

□ほとんどの利用者がお付き合いある 

□ほとんどの利用者がお付き合いない  

□全ての利用者がお付き合いない 

5.利用者が近隣の商店で買い物をしていま

すか 

□全ての利用者が買い物をしている     

□ほとんどの利用者が買い物をしている 

□ほとんどの利用者が買い物をしていない  

□全ての利用者が買い物をしていない 

147



 

１７．平成 23 年 10 月における登録者について、基礎情報と利用状況等についてご記入ください 

（平成 23 年 10 月１日 ～ 10 月 31 日までの実績内容で記載ください）。 

※1 居宅サービス介護給付費明細書をご覧いただき、ご記入ください。 

※2 利用状況については、1日に複数回利用した場合は、複数回カウントし、記入してください 

Ⅳ．個別利用者の状況についてお伺いします。 

利用者基礎情報 利用状況 利用者の状況（※該当項目の数字を記入） 

          紹介経路 
住まいの形

態 
世帯状況 

事業所との距

離 

番
号 

年
齢 

性
別 

要
介
護
認
定
状
態
区
分 

日
常
生
活
自
立
度 

（
寝
た
き
り
度
） 

認
知
症
自
立
度 

初
め
て
利
用
し
た
年
月 

通
い
回
数
（
述
べ
回
数
） 

訪
問
回
数
（
述
べ
回
数
） 

宿
泊
回
数
（
述
べ
回
数
） 

1.居宅介護支援

事業所 

2.地域包括支援

センター 

3.市町区村(包括

除く) 

4.病院 

5.運営推進会議 

6.地域ケア会議 

7.知人・近隣 

8.その他 

1.一戸建て 

2.集合住宅

(ﾏﾝｼｮﾝ・ｱ

ﾊﾟｰﾄ等) 

3.高専賃・高

優賃 

4.有料老人

ホーム（住

居型） 

5.その他 

1.独居(近居家族

無) 

2.独居(近居家族

有) 

3.配偶者と 2 人暮

らし 

4.子どもと 2 人暮

らし 

5.子ども世帯と同

居 

6.その他 

1. 同一敷地内

2. １㌔前後 

3. ５㌔前後 

4. １０㌔前後

5. それ以上 

年月

例 75 ○男・女 2 B2 Ⅱa 20 10 35 12 10 1 1 2 2 

1  男・女             

2  男・女             

3  男・女             

4  男・女             

5  男・女             

6  男・女             

7  男・女             

8  男・女             

9  男・女             

10  男・女             

11  男・女             

12  男・女             

13  男・女             

14  男・女             

15  男・女             

16  男・女             

17  男・女             

18  男・女             

19  男・女             

20  男・女             

21  男・女             

22  男・女             

23  男・女             

24  男・女             

25  男・女             

26  男・女             

27  男・女             

28  男・女             
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Ⅴ．サービスの提供体制および利用状況等についてお伺いします。 

１８．貴事業所の職員の人数（実人数）をお答えください。非常勤については、常勤換算での人数もお答くだ

さい（平成 23 年 10 月末現在）。常勤換算については、常勤の従事者が勤務すべき時間数（一般的に 40 時間／

週）をもとに計算してください。 

 

職員総数 名 

常勤・非常勤 常勤     名  ・ 非常勤     名 

常勤換算人数                       名 

 

常勤 非常勤 

実人員 
常勤換算

人員 
実人員 

常勤換算

人員 

管理者 
専従 名  名  

兼務 名  名  

計画作成担当者 
専従 名   名 名   名 

兼務 名 名 名   名 

看護職員 
専従 名   名 名   名 

兼務 名  名 名   名 

介護職員 
専従 名   名 名   名 

兼務 名  名 名   名 

その他 

[      ] 

専従 名   名 名   名 

兼務 名  名 名   名 

 

１９．下記の項目についてご記入ください。 

(1) 入会している又は近隣にある地域連絡会についてお聞きします。 

 

□入会している       名称 

□入会していないが連絡会はある 

□ない 

(2) 小規模多機能型居宅介護について 

 

 

 

～アンケートは以上で終わりです。ご協力ありがとうございました。 ～ 

※パンフレットと事業所の平面図を同封して頂けると幸いです。 

Ⅵ．その他 
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地域包括ケアの実現に向けた小規模多機能型居宅介護における 

質の確保・向上のための調査研究委員会 名簿 

№ 氏  名 所     属 備考 

1 池 田 武 俊 大牟田市保健福祉部  

2 石 井  敏 東北工業大学工学部建築学科  

3 岩 尾  貢 公益社団法人日本認知症グループホーム協会  

4 江 口  満 熊本県健康福祉部長寿社会局  

5 太 田 貞 司 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部  

6 川 原 秀 夫 NPO 法人コレクティブ  

7 黒 岩 尚 文 共生ホームよかあんべ  

8 小 山  剛 高齢者総合ケアセンターこぶし園  

9 髙 橋 紘 士 国際医療福祉大学大学院 委員長 

10 宮 島  渡 高齢者総合福祉施設アザレアンさなだ  

11 菊 池 芳 久 厚生労働省老健局振興課 
オ ブ ザ ー

バー 

※敬称略、五十音順 

地域包括ケアの実現に向けた小規模多機能型居宅介護における 

質の確保・向上のための調査研究委員会 作業部会 名簿 

№ 氏  名 所     属 備 考 

1 井 上 博 文 シンフォニー将監  

2 黒 岩 尚 文 共生ホームよかあんべ  

3 後 藤 裕 基 小規模多機能ホームひばり  

4 党  一 浩 めいといわ「ゆい」  

5 豊 川  浩 あんずの里小規模多機能ホームおりあい  

※敬称略、五十音順 

 

150
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老人保健健康増進等事業 

地域包括ケアの実現に向けた小規模多機能型居宅介護の 

質の確保・向上のための調査研究報告書 
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◆発行 全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 
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